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１

　

国

家

神

道

体

制

　　　　　　　　　　　　　　　　

〕
む

　　　　　

‘

国家碑遠｛誉漆断言ー

帝
国
憲
法
の
発
布

　

一
入
八
九
年

（明
治
二
三

　

二
月
十
一
月
、
大
日
本
帝
国
憲
法
が
発
布
さ
れ
、
宮
中
で
は
室
損
蔓
宗

の
神
前
で
奉
告
祭
が
行
わ
れ
る
し
を
も
に
、
全
国
の
神
社
で
奉
告
祭
が
執
行
さ
れ
た

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′・
老
－っ
も

　

帝
国
憲
法
は
天
皇
が
き
だ
め
た
欽
定
憲
法
で
あ
り
、
そ
の
音
叉
に
は

「塾
朕
し
…
…
皇
祖

　

皇
宗
及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お
上
ゴ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ーヌ
ヒヱ

豆
考
ノ
柿
祐
ラ
ー踊
り
帯
セ
テ
隊
力
現
在
及
将
来
ニ
臣
民
ニ
率
先
シ
此
ノ
憲
章
ヲ
履
行
シ
テ
窓
ラ
サ
ラ

　　　　　　　　　　　　

三
戸
な
にご
”

ム
コ
ト
ラ
旨

フ

　

庶
幾
ク

ハ

　

神
霊
此
レ
ラ
駁
ミ

タ

マ
ヘ
」
と
あ

っ
た
．
そ
の
第
二
十
八
条
に
は
、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　
　　　　

「座
長
ノ
権
利
義
務
」
の
ひ
と
つ
と
Ｌ
て
、
「日
本
臣
民
ハ
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ケ
ス
及
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
ニ

　　　　　　　

も
い｛
い，′

苦
力
サ
ル
眼
二
於
テ
信
教
ノ
自
由
ヲ
有
ス
」
と

「信
教
ノ
自
由
」
が
さ
だ
め
ら
れ
て
い
た
．
屋
祖
は
神

話
上
の
天
皇
の
．祖
先
で
あ
り
、
神
霊
は
、
ま
ご
う
か
た
な
い
宗
教
上
の
神
格
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
よ

う
な
特
定
の
宗
教
観
念
に
立
つ
憲
法
に
規
定
き
れ
た
信
教
の
自
由
が
、
国
家
神
道
の
枠
内
で
の
信
教
の

自
由
で
あ
り
、
人
間
の
基
本
的
自
由
権
と
Ｌ
て
の
信
教
の
自
由
｝
き
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
‐

ま
り
に
明
白
で
あ
っ
た
。
帝
国
憲
法
は
、
「天
皇
ハ
神
聖
三
シ
テ
授
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
｛第
三
条
）
と
の
大

前
提
ト土
星
ち
、
祭
蔵
大
橋
の
保
持
者
と
し
て
の
天
皇
の
宗
教
的
権
威
を
法
的
に
基
礎
づ
け
ろ
と
と
も
に
、

国
家
神
道
の
、
天
皇
と
直
結
す
る
公
法
上
の
地
位
を
確
立
Ｌ
た
。

「信
教
ノ
自
由
」
と
政
教
分
離

　

明
治
一（〕
年
代
に
、
政
府
は
自
由
民
権
運
動
の
高
揚
に
直
面
し
て
、
国
会
の
開
設
Ｌ
童
思法
の
制
定
を

臼
禄
に
載
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
‘

　

政
府
の
指
導
層
は
、
欧
米
の
資
本
主
義
園
に
散
っ
て
、
合
理
的

で
近
代
的
な
法
治
国
家
の
政
体
を
整
え
る
こ
と
が
、
日
本
の
資
本
主
義
の
発
展
に
と
っ
て
不
可
避
で
あ

り
、
ま
た
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
国
家
神
道
の
確
立
も
、
こ
の
基
本
路
線
に
立
っ
て
巣

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

　

察
枇
と
宗
教
の
分
離
に
よ
っ
て
、
超
宗
教
と
さ
れ
た
国
家
神
道
は
、
帝
国
憲
法
の

　

－．信
教
ノ
自
由
」

条
項
が
対
象
と
す
る
宗
教
と
は
、
次
元
を
璽
に
す
る
も
の
と
１
二
Ｌ
位
置
づ
け
ら
れ
た

し
か
し
、
国
家

神
道
の
実
体
を
な
す
神
社
神
道
と
皇
室
神
道
が
、
宗
教
で
あ
る
と
い
う
客
観
的
事
実
は
巌
と
し
て
動
か

す
べ
く
も
な
か
っ
た
か
ら
、
国
家
神
道
の
存
在
と
国
民
に
た
い
す
る
信
教
の
自
由
の
保
障
は
、
つ
ね
に

矛
盾
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
帝
国
憲
法
の

「倍
数
／
自
由
」
の
規
▼定
は
、
こ
の
矛
糖
を
嶺
い
か
く
す

役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

帝
国
憲
法
の
起
草
者
た
ち
の
多
く
は
、
祭
政

一
致
の
国
家
神
道
を
も
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
国
教
制

度
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
Ｌ
、
政
府
は
、
発
布
後
も

三
貝
し
て
、
日
本
に
は
国
教
制
度
は
存
在
し
な

い
と
い
う
公
式
見
解
を
と
り
つ
づ
け
た

　

こ
の
立
場
か
ら
、
帝
国
憲
法
の
疑
似
合
理
性
に
対
応
す
る
国

家
神
道
以
外
の
宗
教
に
た
い
す
る
疑
似
政
教
分
離
主
義
が
導
か
れ
、
日
本
の
国
家
権
力
は
、
宗
教
的
性

格
を
本
癖
只
と
１
二
Ｌ
も
ち
な
が
ら
・
「反
」
宗
教
的
性
格
と

－，親
」
宗
教
的
性
格
の
間
を
、
そ
の
時
々
の

本喬読み終える叢で二２分



政
治
上
の
必
要
か
ら
揺
れ
動
く
こ
と
に
な
っ
た
‘

　

政
府
橋
、
政
敷
分
離
に
よ
っ
て
信
教
の
自
由
室
裏
づ

け
る
と
い
う
、
形
の
う
え
で
は
き
わ
め
て
合
理
的
な
立
場
を
、
帝
国
憲
法
に
も
と
づ
く
宗
教
政
策
の
基

本
と
Ｌ
た

５５％

国家搾迎【き渡読書｝

宗
教
公
認
制
度
の
採
用

　

し
か
Ｌ
現
実
に
は
、
国
家
神
道
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
国
教
で
あ
り
、
国
民
の
基
本
的
自
由
権
と
Ｌ
て

の
信
教
の
自
由
と
も
、
国
家
権
力
の
世
俗
性
の
確
立
を
指
向
す
る
政
教
分
離
と
も
、
本
来
、
相
い
れ
な

い
存
在
で
あ
っ
た
。
政
府
は
国
教
制
度
の
当
然
の
帰
結
と
Ｌ
て
、
宗
教
公
認
制
度
を
採
用
し
、
神
仏
基

三
数
を
直
接
の
統
制
下
に
お
き
、
国
家
神
道
体
制
を
擁
立
１
こ
ん

　

－

八
八
四
年

（襲
浩
一
七
）
の
神
仏

教
導
職
の
廃
止
を
境
に
、
数
流
神
道
各
数
と
仏
教
各
宗
派
は
、
そ
れ
ぞ
れ
管
長
を
さ
だ
め
、
教
団
は
管

長
の
権
限
で
管
理
さ
れ
取
り
締
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

　

管
長
が
さ
だ
め
る
規
則
に
は
、
数
派
神
道
で

は
数
視
、
教
師
に
か
ん
す
る
規
則
が
、
仏
教
で
は
宗
制
、
寺
法
、
僧
侶

・
住
職

・
教
師
等
に
か
ん
す
る

規
則
等
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
内
務
榔
の
認
可
を
必
要
と
Ｌ
た
。
こ
う
Ｌ
て
政
府
は
、
管
長

を
つ
う
じ
て
各
宗
教
を
掌
握
す
る
方
式
を
、
宗
教
行
政
の
‐基
太
と
し
て
採
用
し
た

管
長
の
権
限
の
確

立
と
と
も
に
、
「，神
道
、
仏
道
管
長
」
は
、
勅
任
官
待
遇
に
準
ず
る
取
り
扱
い
と
す
る
こ
と
が
き
だ
め

ら
れ
た

管
長
を
天
皇
制
国
家
の
高
級
官
僚
と
ヌ
ニ
Ｌ
取
り
扱
う
こ
と
に
しヰ
っ
て
、
政
府
は
、
神
仏
各
数

に
た
い
し
て
、
天
皇

へ
の
忠
誠
と
国
家
神
道
教
養
の
受
容
を
、
ど
こ
ま
で
も
徹
底
さ
せ
て
い
く
こ
と
が

可
能
Ｌ
工
ほ
っ
た
。
こ
の
八
〇
年
ち
か
い
宗
教
支
配
は
、
日
本
の
諸
宗
教
が
、
社
会
の
近
代
化
に
対
応
Ｌ

て
自
己
を
変
革
し
、
自
主
的
に
展
開
す
る
道
を
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た

　

管
長
を
つ
う
じ
て
の
各
宗
教
の
統
制
支
配
と
並
行
し
て
、
行
政
面
で
は
疑
似
政
教
分
離
が
強
化
さ
れ

た
。
帝
国
憲
法
の
生
み
の
親
で
あ
る
伊
醗
博
文
は
、
そ
の
霜
悪法
菱
餅
」
に
お
い
て
、
政
教
分
離
の
原

則
を
、
と
く
に
強
調
し
た
。
制
度
上
の
政
教
分
離
は
、
な
が
い
伝
統
を
も
つ
日
本
の
諸
宗
教
が
、
新
来

の
国
家
宗
教
に
と
っ．て
、
異
質
の
競
合
す
る
存
在
と
１
二
」
機
能
す
る
余
地
を
、
ほ
と
ん
ど
奪
っ
て
し

ま

っ
た
。

　

日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
主
流
は
、
帝
国
憲
法
の
発
布
を
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
自
由
の
法
的
保
障
と

Ｌ
て
歓
迎
Ｌ
た
が
、
憲
法
発
布
後
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
取
り
扱
い
は
、
数
派
神
道
、
仏
教
と
は
明
ら
か

に
差
別
さ
れ
、
け
っ
Ｌ
て
同
格
で
は
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
が
、
は
じ
め
ザキ
ボ
数
行
政
の
対
象
Ｌ
ｉ
偽

り
、
合
法
性
を
獲
得
Ｌ
た
の
は
、
日
清
戦
後
の
一
八
九
九
年

（明
治
三
一；
七
月
の
内
務
省
令
第
四
十

一
号

「神
仏
道
以
外
ノ
宗
教
宣
布

麹

堂
宇
会
堂
等
ニ
関
ス
ル
規
定
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス

ト
教
は
、
こ
の
規
定
で
事
実
上
の
公
認
宗
教
の
列
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
れ
に
嫁
、
布
教
に

つ
い
て
も
、
教
会
設
立
に
つ
い
て
も
、
文
部
省
お
よ
び
地
方
庁
の
許
可
と
取
り
調
べ
を
う
け
る
こ
と
が

き
だ
め
ら
れ
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
事
実
上
の
公
認
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
政
府
の
完
全
な
統
制
下
に

　　

扮

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　本蛋読み終えるまで：２分

組
み
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
Ｌ
た



１
－”

宗
教
教
育
の
圧
迫

　

同
年
、
私
立
学
校
令
が
制
定
さ
れ
、
こ
れ
に
と
も
な
い
、
文
部
省
は
、
訓
令
第
十
二
号

コ

殺
ノ
教

育
ヲ
宗
教
以
外
二
特
立
セ
シ
ム
ル
件
」
を
発
Ｌ
、
「
一
般
ノ
教
育
ラ
シ
テ
宗
教
ノ
外
ニ
特
立
セ
シ
ム
ル

ハ
学
政
上
最
必
要
ト
ス
、
依
テ
官
立
公
立
学
校
及
学
科
課
猿
二
間
シ
法
令
ノ
規
定
ア
ル
学
校
二
於
テ
ハ
、

課
程
外
タ
リ
ト
モ
宗
教
上
ノ
教
育
ヲ
施
シ
、
又
ハ
宗
教
上
／
儀
式
ヲ
行
７
事

ヲ
許
サ
サ
ル
ヘ
シ
」
と
Ｌ

た

　

こ
の
訓
令
は
、
こ
の
の
ち
国
家
神
道
体
制
の
も
と
で
の
学
校
教
育
に
お
け
る
宗
教
の
取
り
扱
い
の

墓
本
方
針
Ｌ
み
争
っ
た
。
こ
う
Ｌ
て
文
部
省
は
、
宗
教
で
は
な
い
た
て
ま
え
の
国
家
神
道
に
よ
る
教
育
を

強
行
す
る
反
面
、
こ
の
官
製
宗
教
教
育
に
と
っ
て
無
用
で
あ
り
、
と
き
に
は
有
害
の
お
そ
れ
す
ら
あ
る

一
般
の
宗
教
教
育
を
、
学
校
教
育
か
ら
締
め
出
し
て
し
ま
っ
た

　

宗
教
教
育
の
締
め
出
Ｌ
は
、
私
立
学

校
で
あ
る
宗
教
関
係
学
校
の
教
育
内
容
に
大
き
な
制
約
を
も
た
ら
Ｌ
、
一
般
学
校
と
Ｌ
て
の
資
格
を
保

持
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
宗
教
学
校
は
、
本
来
の
教
養
に
立
つ宗
教
教
育
を
自
主
規
制
せ
ざ
る
を
え

な
く
な
っ
た
。
と
く
に
、
キ
リ
ス
ト
教
系
の
学
校
の
多
く
は
、
キ
リ
ス
ト
教
教
育
を
本
来
の
目
的
と
Ｌ

て
設
立
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
文
部
省
が
加
え
た
圧
力
は
、
学
校
の
存
立
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
深
刻
な

問
題
で
あ
っ
た
。

　

学
校
教
育
に
お
い
て
も
っ
と
も
端
的
に
現
わ
れ
た
疑
似
政
教
分
離
は
、
宗
教
行
政
の
あ
ら
ゆ
る
面
で

一
貫
し
て
い
た
。
一
般
に
、
発
達
Ｌ
た
資
本
主
義
国
で
は
、
政
教
分
離
は
、
国
家
権
力
の
世
俗
性
を
確

立
す
る
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
近
代
天
皇
制
の
も
と
で
は
、
こ
の
括
弧
つ
き
の
政
教
分
離
は
、
国

家
権
力
の
宗
教
性
を
補
完
す
る
役
割
を
は
た
Ｌ
た
。
そ
の
た
め
、
学
校
教
育
と
、
そ
れ
に
準
ず
る
青
少

年
教
育
を
、
国
民
教
育
の
主
体
と
し
て
き
た
国
家
神
道
体
制
の
も
と
で
は
、
宗
教
に
た
い
す
る
国
民
の

関
心
は
時
と
と
も
に
低
下
し
、
知
識
層
に
お
い
て
は
、
宗
教
に
つ
い
て
無
関
心
で
あ
る
こ
と
が
ご
く
普

通
の
あ
り
か
た
と
な
っ
た
。
日
本
の
社
会
全
体
に
、
宗
教
と
そ
の
社
会
的
役
割
に
つ
い
て
の
過
小
評
価

が
定
着
し
、
最
大
の
宗
教
勢
力
で
あ
る
仏
教
各
宗
派
で
は
、
家
の
宗
教
と
１
ニ
Ｌ
の
習
俗
化
が
、
と
め
ど

も
な
く
進
行
Ｌ
た
。

　

諸
宗
教
を
統
制
Ｌ
、
政
治
目
的
に
利
用
す
る
と
い
う
政
府
の
宗
教
政
策
と
、
こ
れ
に
組
み
込
ま
れ
た

諸
宗
教
の
‐国
策
奉
仕
の
活
動
‐は
、
当
然
の
成
り
行
き
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
自
主
的
な
創
造
力

を
潤
渇
さ
せ
、
宗
教
は
全
体
と
し
て
、
社
会
に
た
い
す
る
影
響
力
を
弱
め
た
。
国
民
の
間
で
広
範
な
広

が
り
を
も
つ
宗
教
へ
の
主
体
的
関
心
の
欠
如
は
、
も
と
よ
り
江
戸
時
代
以
来
の
儒
教
系
の
合
理
思
想
の

浸
透
や
、
排
仏

・
排
耶
思
想
の
影
響
と
切
り
離
せ
喜
は
い
Ｌ
、
社
会
運
動
の
発
展
に
と
も
な
う
唯
物
論
の

普
及
も
一
定
の
役
割
ゎ
巣
Ｔこ
んが
、
国
家
神
道
体
制
下
の
．疑
似
政
教
分
離
が
、
こ
の
傾
向
寿
支
配
的
な

も
の
と
Ｌ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　

神
仏
基
の
公
認
三
宗
教
の
う
え
に
国
家
神
道
が
君
臨
し
、
非
公
認
、
準
公
認
の
．新
宗
教
は
内
務
省

套
ａ察
Ｖ

　

の
監
視
と
取
り
締
り
の
対
象
と
さ
れ
た
国
家
神
道
体
制
は
、
時
代
錯
誤
の
宗
教
国
家
を
支
え

る
宗
教
支
配
の
体
系
で
あ
っ
た
。
国
家
神
道
体
制
は
、
国
民
か
ら
、
信
教
の
自
由
を
奪
っ
た
の
み
で
な

本を読み終える正で二２分
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国
体
の
教
養

国家搾違［岩波新雷ー

国
粋
主
義
の
麗
揚

　

帝
国
憲
法
発
布
の
翌
一
人
九
（）
年

（明
治
三
三

十
月
三
十
日
、
教
育
勅
語
が
発
布
さ
れ
、
学
校
教

育
の
基
本
に
お
か
れ
る
と
と
も
に
、
国
家
神
道
の
事
‐実
上
の
教
典
と
１
二
Ｌ
の
役
割
を
担
う
こ
シ
に
」
な
っ

た
。

　

憲
法
シ
ゑ
教
育
勅
語
が
で
き
た
明
治
二
〇
年
代
初
頭
に
は
、
自
由
民
権
の
思
想
に
対
抗
Ｌ
、
条
約
改
正

を
め
ざ
す
政
府
の
欧
化
政
策
に
反
発
し
て
、
国
粋
主
義
の
風
潮
が
急
激
－喜
閲
ま
っ
た
‘
憲
法
発
布
当
日

の
朝
、
文
部
大
臣
森
有
礼
ば
、
官
邸
で
伊
勢
神
宮
関
係
者
の
蕗
野
文
太
郎
に
刺
さ
れ
、
翌
日
、
死
亡
Ｌ

た
。
森
は
一
時
期
キ
リ
ス
ト
教
に
近
づ
い
た
こ
と
が
あ
り
、
国
粋
主
義
者
か
ら
欧
化
の
首
謀
者
と
目
さ

れ
て
い
た
が
、
犯
人
の
「噺
軒
状
」
に
よ
れ
ば
、
暗
殺
の
直
接
の
動
機
は
、
森
が
伊
勢
神
宮
に
参
拝
Ｌ

た
お
り
、
ス
テ
‐ッ
キ
で
神
殿
‐の
門
の
扉
ふま
ん
は
側
簾
室
掃
く
掲
げ
た
と
い
う
、
ー不
敬
」
行
為
の
風
聞

に
あ
っ
た

も
と
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
行
動
は
、
神
宮
の
拝
殿
の
構
造
か
ら
み
て
、
あ
り
え
な
い
は
ず

で
あ
っ
た
。
こ
の
暗
殺
の
背
景
に
は
、
一
人
八
二
年

（明
治
一
五
）
に
神
宮
暦
の
作
製
権
が
内
務
省
か

ら
文
部
省

ｏ巣
窟
帝
国
大
学
）
に
移
管
さ
れ
た
た
め
、
神
宮
暦
の
頒
布
に
よ
る
収
入
を
絶
た
れ
る
の
で

は
な
い
か
Ｌ
汚

そ
れ
た
伊
勢
・神
宮
倒
の
、
文
部
省
へ
の
は
げ
Ｌ
い
反
感
が
あ
っ
た
。

　

憲
法
発
布
の
直
後
、
宮
中
顧
問
官
で
の
ち
‐に
皇
典
講
究
所
長
と
な
っ
た
佐
佐
木
高
行
は
、
神
厳
官
再

興
を
建
言
し
、
明
治
天
皇
を
は
じ
め
、
政
府
の
指
導
層
の
一
部
は
、
神
厭
官
の
再
興
を
積
極
的
に
支
持

す
る
姿
勢
窄
ま
Ｌ
た

　

欧
化
の
時
期
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
進
鴇
が
い
ち
じ
る
し
か
っ
た
反
面
、
政
府

の
神
社
に
た
い
す
る
関
心
は
薄
く
、
神
社
と
神
官
神
職
に
た
い
す
る
処
遇
は
、
全
体
と
Ｌ
て
冷
や
か
で

あ
っ
た
。
こ
う
い
う
状
況
に
加
え
て
、
明
治
二
〇
年
代
は
じ
め
に
は
、
近
く

「布
教
条
令
」
が
発
布
さ

れ
て
、
府
県
社
以
下
の
神
社
は
宗
教
と
し
て
扱
わ
れ
、
神
宮
も
僧
侶
、
牧
師
と
同
格
に
な
る
と
い
う
う

わ
さ
が
流
れ
て
、
神
道
界
は
動
揺
し
た
。
佐
佑
木
の
建
言
に
勢
い
を
え
た
神
職
た
ち
は
、
一
人
九
（）
年

翁
浩
二
三
）
九
月
、
東
宗
に
全
国
神
官
大
会
議
を
開
き
、
「布
教
条
令
」
阻
止
と
神
紙
富
復
興
運
動
の

推
進
を
決
議
し
、
全
国
神
宮
集
議
所
を
設
立
Ｌ
た
。
当
時
、
神
職
の
間
で
は
、
府
県
社
以
▲下
の
神
宮
が
、

現
実
に
は
な
お
教
導
職
を
兼
ね
た
か
た
ち
で
宗
教
活
動
を
Ｌ
て
、
神
社
を
経
営
し
て
い
る
こ
と
に
反
対

し
、
神
官
と
教
導
職
の
完
全
な
分
離
に
よ
っ
て
神
社
の
非
宗
教
化
を
徹
底
し
よ
う
と
す
る
主
張
と
、
宗

教
と
し
て
の
活
動
を
強
化
Ｌ
、
信
者
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
神
社
宗
教
化
の
主
張
が
あ
っ
た
が
、
憲
法

発
布
後
の
神
道
界
の
大
勢
は
、
政
府
の
意
向
を
う
け
て
国
家
神
道
の
教
養
的
制
度
的
完
成
を
指
向
す
る

方
向
に
決
し
た
。

教
育
勅
語
の
作
製

　

国
粋
主
義
の
高
揚
を
背
景
に
、
憲
法
発
布
と
前
後
Ｌ
て
、
民
間
で
は
、
日
本
国
教
大
道
社
、
惟
神
学

会
、
尊
皇
奉
仏
大
同
団
等
の
神
道
系
、
仏
教
系
の
国
粋
主
義
の
思
想
団
体
が
あ
い
つ
い
で
生
ま
れ
た

本を鱒み絶えるまで′：好き



　

政
府
は
、
憲
法
制
定
を
澱
に
、
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
国
民
夢
暑
ホ流
的
に
教
育
し
、
民
権
思
想
の

普
及
浸
透
を
防
ぐ
方
針
を
き
め
、
こ
れ
を
つ
け
て
文
部
省
で
は
、
国
教
の
教
養
を
墓
本
Ｌ
エ
リ
ろ
文
書
を

つ
く
り
、
各
学
校
に
配
布
す
る
薄
想
を
立
て
た
‘

　

明
治
初
年
の
国
民
教
化
運
動
を
、
学
校
教
育
を
つ
う

じ
て
再
現
し
よ
う
と

い
う
の
で
あ
る
，

　

こ
の
文
書
は
、
明
治
天
皇
の
意
向
も
あ
っ
て
、
勅
語
の
形
式
で
出
さ
れ
る
こ
シ
だ

な
っ
た
。
そ
の
起

草
に
は
、
首
桐
山
県
有
明
、
文
相
芳
川
顕
正
に
、
枢
密
顧
問
官
元
田
永
聾
を
法
制
局
長
官
井
上
毅
が
加

わ
っ
た
が
、
実
際
の
文
章
化
は
、
元
田
と
井
上
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
元
田
と
井
上
の
間
に
は
、
国
家

神
道
、
き
ら
に
樗
政
治
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
、
大
き
な
見
鰹
の
隔
り
が
あ
っ
た
，
元
田
は
、
思
想

的
に
は
儒
教
系
で
、
明
確
な
国
教
主
義
キ
ニ奉
じ
て
お
り
、
国
家
神
道
を
完
全
な
意
味
で
の
国
教
に
Ｌ
て
、

宗
教
、
道
徳
の
全
面
に
わ
た
っ
て
、
国
家
が
方
向
づ
け
、
国
民
を
数
化
す
る
べ
≦
＆
」
あ
る
と
す
る
、
教

育
勅
語
構
想
の
主
流
派
で
あ
っ
た

　

こ
れ
に
た
い
目
二
Ｌ
井
上
は
、
西
欧
流
の
合
理
主
義
者
で
あ
り
、
当

初
は
、
教
育
勅
語
の
制
定
に
消
極
的
で
あ
り
、
む
し
ろ
反
対
で
め
っ
た
。
井
上
は
、
政
教
分
離
主
義
の

反
国
教
諭
を
抱
い
て
お
り
、
宗
教
、
道
徳
は
国
家
の
政
務
と
は
次
元
＃
鼻
ハに
す
る
と
考
え
て
い
た

　

そ

の
た
め
井
上
は
、
起
草
に
参
加
す
る
に
あ
た
っ
て
七
項
目
の
条
件
を
出
Ｌ
、
国
務
上
の
詔
書
と
区
別
Ｌ

た
形
式
を
と
っ
て
、
君
主
の
個
人
的
著
作
と
し
、
内
容
は
宗
教
に
わ
た
ら
な
い
遭
徳
富
三
日
と
す
る
こ
と

を
要
求
し
た

　

教
育
勅
語
は
、
結
局
、
こ
の
；

つ
の
見
解
の
奇
妙
な
妥
協
の
産
物
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

総勢

通

　　

そ
の
た
め
教
育
勅
語
に
お
い
て
は
、
憲
法
の

「倍
数
ノ
自
由
」
へ
の
配
慮
か
ら
＼
宗
教
に
か
ん
す
る
問

　
　【源国

　　

題
は
す
べ
て
除
か
れ
、
政
治
を
超
越
し
た
次
元
の
勅
語
と
い
う
こ
と
か
ら
、
各
大
臣
の
副
署
を
欠
い
た

｛岩波新宮－

異
例
の
形
式
で
発
布
さ
れ
た
。

国
家
神
道
の
教
典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

刀
も

　

教
育
勅
語
は
、
そ
の
国
頭
‐に
お
い
て
、
「朕
椛
フ
ニ
、
我
力
墓
祖
皇
宗
、
国
ヲ
肇
ム
ル
コ
ト
宏
遠
ニ
、

　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

徳
ヲ
樹
ツ
ル
コ
ト
深
厚
ナ
リ
、
我
力
臣
民
克
ク
中心
ニ
、
克
ク
孝
二
、
億
兆
心
ラ
ー

　

ニ
シ
テ
世
を
順
ノ
美

　　

　　

ヲ
済
セ
ル
ハ
、
此
し
我
カ
国
体
ノ
精
華
ニ
シ
テ
、
教
育
ノ
淵
源
亦
実
ニ
此
ニ
仔
ス
」
と
述
べ
、
室
視
す

な
わ
ち
神
話
上
の
・天
皇
の
祖
先
と
、
皇
宗
す
な
わ
ち
歴
代
の
天
皇
を
中
心
と
す
る
国
体
を
、
教
育
の
基

本
理
念
と
し
た
。
皇
祖
は
宗
数
上
の
観
念
で
あ
る
か
ら
、
井
上
の
意
図
に
か
か
わ
り
な
く
、
教
育
勅
語

は
国
家
宗
教
と
直
結
し
た
教
育
矛
旨
冒
し
た
文
書
と
い
う
基
本
的
性
格
を
も
つ
緒
巣
と
な
っ
た

　

つ
づ
い
て
教
育
勅
語
は
、
「臣
民
」
に
た
い
す
る
命
令
の
形
式
で

「父
母
ニ
孝
ニ
、
兄
弟
ニ
友
二
、

夫
婦
梢
和
シ
、
旧
友
相
信
シ
、
恭
倹
己
ヲ
持
シ
、
博
愛
衆
ニ
及
ホ
シ
、
学
ヲ
修
メ
、
業
ヲ
習
ヒ
、
以
テ

智
能
ヲ
啓
発
シ
、
徳
器
ヲ
成
就
シ
、
進
テ
公
益
ヲ
広
メ
、
世
務
ヲ
開
キ
、
常
二
国
憲
ヲ
重
シ
、
国
法
二

遵
ヒ
：
１
１
」
と
、
守
る
ベ
ヨ
キ
徳
目
を
列
挙
し
、
さ
ら
に

「
一
日
蛋
破
急
ア
‐レ
ハ
、
義
勇
公
ニ
奉
シ
、
以
テ

天
壌
無
窮
ノ
室
逓
ヲ
扶
翼
ス
ヘ
シ
」
と
、
戦
争
等
の
非
常
事
態
に
さ
い
Ｌ
て
、
天
皇
制
国
家
の
た
め
に

す
ベ
ーふ
せ
さ
さ
げ
る
こ
と
を
国
民
に
命
じ
た
。

本を繁み終える本で２分
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こ
こ
に
滋
ら
れ
て
い
る
思
想
は
、
誘
致
に
も
と
づ
く
封
建
的
忠
誠
の
観
念
と
、
日
本
人
の
宗
教
雛
伝

統
に
根
ざ
す
祖
先
崇
拝
の
観
念
と
の
結
合
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
徳
目
を
忠
実
に
守
り
実
践
す
る
こ
と

は

「独
り
桜
力
忠
良
ノ
臣
民
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
又
以
デ
爾
祖
先
ノ
遺
風
ヲ
顕
‐彰
ス
ル
ニ
足
ラ
ン
」
と

さ
れ
、
と
く
に
祖
先
と
の
つ
な
が
り
が
強
調
さ
れ
た

　

教
育
勅
語
に
い
う
孝
は
、
家
父
長
制
的
家
族
道

徳
の
基
本
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
天
皇
を
親
、
国
民
を
赤
子
と
す
る
家
族
国
家
観
に
そ
の
ま
ま

拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
孝
は
患
者
愛
国
と
い
う
国
民
道
徳
に
完
全
に
包
含
さ
れ
る
構
造
を
も
っ
て

い
た
。
国
民
に
と
っ
て
の
す
べ
て
が
、
天
皇
へ
の
滅
私
奉
公
に
収
数
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
教
育
勅
語

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
た
ぐ
い
ま
れ
な
強
烈
な
宗
教
教
義
下
め
っ
た
。

　

教
育
勅
語
は
、
順
次
、
各
学
校
に

「下
賜
」
さ
れ
、
お
そ
る
べ
き
強
制
力
を
も
つ
国
民
道
徳
の
‐規
範

と
な
っ
た
‘

　

井
上
毅
を
は
じ
め
、
政
府
部
内
の
政
教
分
離
論
者
た
ち
が
考
え
て
い
た
よ
う
な
教
育
勅
語

の
位
置
づ
け
は
、
し
ょ
せ
ん
国
家
神
道
の
ま
え
に
は
無
力
で
あ
り
、
教
育
勅
語
の
出
現
は
、
帝
国
憲
法

体
制
の
疑
似
合
理
性
と
、
そ
れ
を
包
摂
す
る
古
代
的
な
非
合
理
性
を
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
示
す
結
果
と

な
っ
た
‘
教
育
勅
語
が
国
民
に
た
い
し
て
ふ
る
っ
た
絶
大
な
強
制
力
は
、
天
皇
の
現
人
神
と
し
て
の
宗

教
的
権
威
に
淵
源
し
て
い
た
。
そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
れ
国
体
の
教
義
と
実
践
倫
理
の
規
範
は
、
神
聖
不
可

侵
で
批
判
を
許
さ
な
い
政
治
上
の
三
権
の
所
有
者
で
あ
る
天
皇
の
名
に
お
い
て
、
国
民
に
あ
た
え
ら
れ

た
。
国
体
の
教
養
を
不
動
の
も
の
と
Ｌ
て
成
文
化
Ｌ
た
教
育
勅
語
が
、
大
日
本
帝
国
の
国
教
で
あ
る
国

家
神
道
の
教
典
と
Ｌ
て
の
機
能
を
廻
っ
た
の
も
、
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
‘

教
育
勅
語
と
御
真
影
の
下
賜

　

教
育
勅
語
発
布
の
▲翌
年
一
月
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
第
二
同
等
中
学
校
教
員
内
村
鑑
三
は
、
学
校
に

下
賜
さ
れ
た
教
育
勅
語
に
た
い
Ｌ
て
礼
拝
を
し
な
か
っ
た
と
の
理
由
で
、
国
粋
主
義
団
体
に
攻
撃
さ
れ
、

教
職
を
去
っ
た
。
ま
た
各
地
で

「不
敬
」
や
神
社
の
祭
礼
へ
の
不
参
加
を
理
由
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
攻

撃
の
事
件
が
続
発
し
た
．
一
八
九
二
年

〔明
治
二
五
Ｖ、
東
京
帝
国
大
学
教
授
久
米
邦
武
は
論
文

「神
道

は
祭
夫
の
古
俗
」
を
攻
撃
さ
れ
、
教
職
を
逐
わ
れ
た
。
そ
の
翌
年
に
は
、
教
育
勅
語
と
キ
リ
ス
ト
教
は

相
い
れ
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
、
東
京
帝
国
大
学
教
授
井
上
善
次
郎
が

『教
育
ト
宗
教
ノ
衝
突
』
と
題

す
る
著
書
を
公
け
に
し
、
こ
れ
を
機
に
、
キ
リ
ス
ト
教
側
と
反
キ
リ
ス
ト
教
の
仏
教
者
、
思
想
家
の
間

で
は
げ
し
い
論
争
が
行
わ
れ
た
。

　

教
育
勅
語
の
発
布
に
つ
づ
い
て
、
全
国
の
小
学
校
に
天
皇
、
皇
后
の

「御
真
影
」
が
下
賜
さ
れ
た
．

一
人
九
一
年

（明
治
二
四
）
に
は
、
小
学
校
令
で
、
祝
祭
日
に
お
け
る
御
真
影
へ
の
最
敬
礼
、
教
育
勅

語
奉
読
等
の
国
家
神
道
的
儀
礼
が
さ
だ
め
ら
れ
た
．
御
真
影
は
、
事
実
上
、
国
家
神
道
の
最
高
の
礼
拝

対
象
で
あ
り
神
様
で
あ
っ
た
。
神
聖
な
教
育
勅
語
と
御
真
影
の
取
り
扱
い
と
保
管
は
、
各
学
校
の
責
任

者
に
と
っ
て
重
大
な
任
務
と
な
り
、
学
校
の
火
災
で
、
二
れ
ら
－の
聖
物
を
守
る
た
め
に
校
長
が
焼
死
す

る
等
の
い
た
ま
し
い
事
件
も
お
こ
っ
た
。
こ
う
い
う
経
験
か
ら
・
や
が
て
、
校
庭
に
不
燃
建
築
の
奉
安

殿
と
よ
ぶ
神
社
型
式
の
小
神
殿
を
独
立
Ｌ
て
設
け
る
学
校
も
現
わ
れ
た
。

本を読み終えるまで：２９



　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

　　

　

文
部
省
は
、
学
校
教
育
の
基
本
に
教
育
勅
語
を
お
き
、
私
立
学
校
に
た
い
１二
Ｌ
ｇ
、
御
真
影
の
下
賜

は
か
な
り
の
ち
ま
で
行
わ
な
か
っ
た
が
、
教
育
勅
語
か
ら
逸
脱
し
た
教
育
を
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、

つ
ね
に
監
視
を
怠
ら
な
か
っ
た

囲家為通［岩波新宮）

敬
神
楽
祖

　

国
家
神
道
の
教
養
は
、
国
体
の
教
義
と
Ｌ
て
、
帝
国
憲
法
と
教
育
勅
語
に
よ
っ
て
思
想
的
に
確
立
し

た

教
育
勅
語
は
、
天
皇
崇
拝
と
祖
先
崇
拝
キ
霧
脅
し
、
イ
エ
段
階
の
孝
キ

　

ム
ラ
段
階
か
ら
、
さ
ら

に
そ
れ
を
遮
大
Ｌ
た
ク
ニ
段
階
の
忠
に
一
体
化
し
た
。
親
へ
の
孝
と
祖
先
の
崇
拝
は
、
神
を
う
や
ま
い

天
皇
キ
衆
拝
す
る
こ
と
と
内
面
的
に
連
続
し
、
本
来
的
に
ひ
と
つ
の
観
念
で
あ
る
と
き
れ
た
。
こ
の
構

造
は
、
歴
史
的
に
日
本
人
の
宗
教
意
識
の
中
心
を
占
め
、
お
も
に
仏
教
に
よ
っ
て
培
わ
れ
て
き
た
裾
霊

祭
拝
の
観
念
を
吸
収
し
て
、
国
体
の
教
養
の
重
要
な
構
成
要
素
と
Ｌ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
Ｌ
て

一級
神
崇
祖
」
が
国
家
神
道
の
精
神
と
Ｌ
て
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
具
体
化
が
、
教
育
勅
語

の
封
建
的
徳
目
で
あ
る
し
；
ぐ
れ
た
。
国
体
の
談
義
と
祖
先
崇
拝
の
結
合
は
、
日
湛
戦
後
の
一
人
九
人
年

（明
治
三
二

　

の
民
法
施
行
に
よ
っ
て
法
的
に
も
完
聾
な
も
の
と
な
っ
た
，
教
育
勅
語
発
布
に
先
き
立
っ

て
、
一
部
公
布
き
れ
た
民
法
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
倣
っ
た
近
代
的
な
法
体
系
を
そ
な
え
て
い
た
が
、
保

守
派
、
国
粋
派
は

「民
法
出
で
て
忠
孝
亡
ぶ
」
と
の
扇
動
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
よ
る
反
対
運
動
を
お
こ

し
て
、
そ
の
施
行
を
阻
み
・
つ
い
に
家
族
制
度
と
祖
先
崇
拝
を
主
軸
と
す
る
天
皇
制
的
な
民
法
の
制
定

を
実
現
さ
せ
た
の
怖士
の
る

国
体
の
教
義
の
内
容

神
道

（神
社
神
道
、
国
家
神
道
）
に
は
教
養
が
な
り
と
い
う
説
は
、
国
家
神
道
は
宗
教
で
は
な
い
と
す

る
神
社
非
宗
教
論
の
最
大
の
根
拠
で
あ
っ
た
が
、
国
家
神
道
は
、
特
定
の
神
キ
エけそ
、
そ
れ
ら
の
神
々

へ
の
信
仰
を
説
く
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
宗
教
で
あ
っ
た
。
国
家
神
道
は
、
発
展
し
た
型
態
の
民
族
宗
教
で

あ
り
、
体
系
的
な
宗
教
イ
デ
ーオ
ロ
ギ
ー
を
そ
な
え
て
い
た
。
こ
の
国
家
神
道
教
養
は
、
国
体
の
教
義
、

す
な
わ
ち
大
日
本
帝
国
が
掲
げ
る
国
体
観
念
で
あ
っ
た
。

　

－大
日
本
帝
国
は
、
畏
く
も
白
土祖
天
照
大
神
の
肇
め
給
う
た
匡
で
あ
っ
て
、
そ
の
神
高
に
あ
ら
せ
ら

　

れ
る
万
世

一
系
の
天
皇
が
、
塾
祖
の
神
勅
の
ま
に
ま
に
、
悠
遠
の
古
よ
り
無
窮
に
Ｌ
る
し
め
Ｌ
給
ふ
。

　

こ
れ
万
邦
無
比
の
我
が
国
体
で
あ
る
。
（中
略
）
我
が
国
に
あ
っ
て
は
、
歴
代
の
天
皇
は
常
に
皇
祖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　　
　
　
　
　

　

と
御

一
体
に
あ
ら
せ
ら
れ
、
現
御
神
と
Ｌ
て
神
な
が
ら
御
代
し
ろ
し
め
し
、
宏
大
無
辺
の
幾
徳
を
垂

　

れ
き
せ
給
ひ
、
国
民
は
こ
の
仁
慈
の
室
恩
に
浴
し
て
、
億
兆
一
心
、
型
旨
を
奉
体
Ｌ
祖
志
を
継
ぎ
、

　

代
々
天
皇
に
ま
つ
ろ
ひ
奉
っ
て
、
忠
孝
の
美
徳
を
発
－弾
し
、
か
く
て
君
民

一
致
の
比
類
な
さ
一
大
家

　

族
国
家
を
形
成
し
、
無
窮
に
池
ゆ
る
こ
と
な
き
国
家
の
生
命
が
、
生
々
発
展
し
続
け
て
ゐ
る

　

て
れ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

　

我
が
国
体
の
精
華
で
あ
る

　

こ
の
万
世
易
る
こ
と
な
き
尊
厳
無
比
な
る
国
体
に
基
づ
き
、
太
古
に
肇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

　

　
　　　　
　　

　

ま
り
無
窮
に
通
じ
、
中
外
に
施
し
て
惇
る
こ
と
な
さ
道
こ
そ
は
、
惟
神
の
大
道
で
あ
る
。
Ｌ
か
Ｌ
て

本壱読み・終えるまで２分



惟
神
の
大
道
が
、
最
も
荘
厳
に
し
て
尊
賞
な
る
姿
と
１
二
・現
は
れ
た
も
の
に
神
社
が
あ
・る
‘

　

伊
勢
の

神
宮
を
始
め
奉
り
、
各
地
に
鎮
ま
り
ま
す
神
社
は
、
尊
厳
な
る
我
が
国
体
を
顕
現
Ｌ
、
永
久
に
皇
国

を
鎮
護
せ
ら
れ
て
あ
る
の
『上
の
る
；

（神
話
院
縞

‐’神
社
本
義
も

国家搾通 磨滅新雷｝

天
皇
制
の
神
話

　

こ
の
文
章
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
体
の
教
養
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
神
で
あ
る
天
皇

が
統
治
す
る
大
日
本
帝
国
の
神
聖
性
の
主
張
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
は
、
古
代
国
家
が
つ
く
り
あ
げ
た
記

紀
の
政
治
神
話
に
あ
っ
た
。

　

『古
事
記
」
『日
本
書
紀
』
橋

「神
典
」
と
祢
き
れ
、
国
家
権
力
は
、
記
紀
神
話
を
日
本
の
正
統
神
話

と
し
て
位
置
づ
け
て
、
夫
孫
降
臨
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
政
治
神
話
を
学
校
教
育
の
重
要
な
テ
ー
マ

と
し
た

政
府
は
、
こ
の
正
統
神
話
に
た
い
す
る
批
判
は
も
と
よ
り
、
客
観
的
な
研
究
や
疑
問
の
提
示

す
ら
も
、
き
び
し
く
禁
圧
Ｌ
た

多
元
的
に
発
達
し
た
日
本
の
諸
宗
教
の
う
ち
に
は
、
独
自
の
神
話
を

そ
な
え
た
宗
教
が
あ
っ
た
が
、
政
府
は
、
異
質
な
神
話
の
存
在
そ
の
も
の
を
、
不
敬
の
証
拠
と
Ｌ
て
追

及
Ｌ
、
宗
教
弾
圧
を
く
り
か
え
し
た
．
な
か
で
も
、
天
理
教
の

「
こ
ふ
き
」
の
神
話
や
大
本
数
の
国
祖

隠
退
の
神
話
等
は
、
天
皇
制
神
話
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
内
容
を
も
っ
て
い
た
か
ら
、
天
皇
の
宗
教
的

権
威
に
正
面
か
ら
挑
戦
す
る
も
の
と
ｉ
ニ
Ｌ
、
政
府
は
む
き
だ
し
の
憎
悪
を
示
し
、
こ
れ
ら
の
宗
教
に
た

い
す
る
干
渉
と
圧
迫
は
、
執
勘
で
あ
り
苛
酷
で
あ
っ
た
。

　

一
般
に
近
代
国
家
に
お
い
て
は
、
神
話
は
宗
教
な
い
Ｌ
文
化
遺
産
の
領
域
の
問
題
（上
の
り
、
直
接
の

政
治
的
機
能
を
損
う
こ
と
ば
ま
れ
で
あ
る

　

し
か
し
国
家
神
道
体
制
下
の
日
本
で
は
、
神
話
が
そ
の
ま

ま
国
家
権
力
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
基
礎
で
あ
り
、
政
府
は
正
統
神
話
を
確
立
す
る
こ
し
に
」
よ
っ
て
、
夫
ー

皇
の
名
に
よ
る
政
治
支
配
を
正
当
化
し
た
。
大
日
大
Ｌ帝
国
で
は
、
神
話
は
ま
さ
し
く
政
治
の
次
元
で
生

り三
Ｌ
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
政
府
は
、
神
話
を
、
国
民
に
教
え
込
み
、
ひ
た
す
ら
信
じ
さ
せ
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
‘

国
家
神
道
の
神
観
念

　

学
校
教
育
の
な
か
で
も
、
と
く
に
義
務
教
育
で
あ
る
初
等
教
育
で
は
、
修
身
科
を
中
心
に
、
国
体
の

教
義
の
普
及
徹
底
が
図
ら
れ
た
。
神
話
ば
、
疑
う
こ
と
を
許
さ
な
い
事
実
シ
；
ぐ
れ
、
こ
こ
に
発
す
る
世

界
に
冠
た
る
国
体
の
優
越
性
へ
の
確
信
と
、
神
に
率
い
ら
れ
る
日
本
民
族
と
い
う
選
民
意
識
が
、
排
外

的
民
族
主
義
の
ゆ
た
か
な
土
壌
と
な
っ
た

　

Ｌ
か
し
、
国
家
神
道
に
お
い
て
は
、
祭
神
論
争
で
講
呈
し

た
よ
う
に
、
神
に
か
ん
す
る
観
念
は
未
整
理
で
あ
り
、
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
国
家
神
道
の
神

観
念
は
、
国
体
の
教
養
を
学
校
教
育
に
も
ち
こ
む
う
え
で
の
難
問
題
と
な
っ
た
，

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
進
資
本
主
義
国
の
教
育
制
度
を
摸
倣
し
た
日
本
の
近
代
的
学
制
は
、
道
徳
の
面
で

は
、
欧
米
で
の
キ
リ
ス
ト
教
に
見
あ
う
役
割
キ
ー

　

国
体
の
教
養
に
も
と
め
る
必
要
が
あ
っ
た

　

し
か
し
、

歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
日
本
人
の
宗
教
概
念
で
は
、
神
ぼ
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
に
人
間
と
断
絶
し
た
絶

本安読み終えるまで：２分



対
の
存
在
で
は
な
く
、
押
入
の
連
続
額
と
撃

と
世
俗
の
分
か
ち
が
た
い
融
合
が
支
配
般
若

た

こ

．
ー
一

そ
の
た
め
、
明
治
後
半
の
修
身
教
科
書
で
は
、
国
家
神
道
の
神
々
を
超
絶
的
存
在
と
し
て
説
明
す
る
た

め
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
観
念
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
と
い
う
奇
異
な
現
象
が
み
ら
れ
た
。

　

学
校
教
育
に
か
ぎ
ら
ず
、
神
道
界
そ
の
‐も
の
に
お
い
て
も
、
最
高
神
の
ア
マ
テ
ラ

ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
や
、

宇
宙
万
物
の
創
造
主
、
造
化
三
神
の
神
格
と
属
性
に
つ
い
て
、
近
代
社
会
の
国
民
の
知
的
水
準
に
対
応

す
る

「神
学
」
の
理
論
体
系
を
、
展
開
Ｌ
よ
う
に
も
で
き
な
い
実
情
で
あ
っ
た
．
国
家
神
道
は
、
国
民

の
知
的
認
識
と
は
別
次
元
の
、
神
話
に
逃
げ
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
を
と
り
つ
く
ろ
う
ほ
か
は
な

か
っ
た
し
、
そ
の
た
め
に
国
体
の
教
養
じ
た
い
が
、
国
民
の
意
識
か
ら
隔
絶
し
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
の
．で
あ
る
。

国家袴通『砦漬新雪）

国
家
神
遭
の
軍
事
的
性
格

　

日
迄
は
、
明
治
二
〇
年
代
と
三
〇
年
代
に
、

一
〇
年
の
間
隔
で
中
国
と
ロ
シ
ア
に
た
い
し
て
二
度
の

本
格
的
な
対
外
戦
争
を
た
た
か
っ
た
。
日
清
戦
争
は
、
朝
鮮
の
支
配
権
を
め
ぐ
る
譜
国
と
の
全
面
戦
争

で
あ
り
、
自
粛
戦
争
は
、
南
下
す
る
帝
政
ロ
シ
ア
に
た
い
す
る
中
国
東
北
地
方
の
争
奪
戦
で
あ
っ
た
。

日
清
戦
後
、
帝
国
主
義
の
段
階
に
入
っ
た
日
本
資
本
主
義
は
、
ア
ジ
ア
大
陸
の
経
済
的
軍
事
的
支
配
を

め
ざ
す
軍
国
主
義
的
性
格
を
、
急
速
に
つ
‐よ
め
た
，
国
力
を
あ
げ
て
の
日
清
、
日
露
両
戦
争
を
つ
う
じ

て
、
国
家
神
道
は
、
そ
の
軍
事
的
性
格
を
一
挙
に
顕
在
化
Ｌ
た
。

　

国
体
の
教
義
の
中
心
に
は
、
世
界
に
お
け
る

「神
国
国
本
」
の
絶
対
の
擾
酸
性
の
主
張
と
、
全
‐世
界

を
指
導
す
る
聖
な
る
使
命
意
識
が
あ
り
、
天
皇
の
名
に
よ
る
戦
争
は
、
無
条
件
に
聖
戦
と
し
て
美
化
さ

れ
た
。
全
国
各
地
の
大
小
の
神
社
で
は
、
国
家
段
階
で
の
戦
勝
祈
願
と
と
も
に
、
氏
子
で
あ
る
出
征
将

兵
の
武
運
長
久
祈
幅
が
行
わ
れ
、
神
社
は
戦
争
を
つ
う
じ
て
、
氏
子
崇
敬
者
と
Ｌ
て
の
国
民
と
の
結
び

つ
き
を
強
化
Ｌ
た
。
神
社
は
、
明
治
後
期
に
は
急
速
に
軍
事
的
性
格
を
強
め
、
戦
勝
、
武
選
長
久
祈
願

と
い
う
新
た
な
宗
教
的
機
能
を
獲
得
Ｔ
Ｘ
『

　

本
格
的
な
対
外
戦
争
に
よ
る
戦
死
者
の
急
糟
は
、
天
皇
の

名
に
よ
る
戦
争
の
戦
没
者
を

「英
霊
」
と
Ｌ
て
台
舵
す
る
靖
国
神
社
の
比
重
を
大
き
く
し
た
。
招
魂
社

に
は
じ
ま
る
靖
国
神
社
は
、
獲
、
海
軍
省
所
管
の
ふ
ホ
数
施
設
で
、
一
八
七
九
年

（明
治
一
二
）
別
格
官

幣
社
に
列
格
さ
れ
て
改
称
し
、
国
家
神
道
の
系
列
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
特
殊
な
神
社
で
あ
っ
た
が
、
日

本
の
対
外
侵
略
の
拡
大
と
と
も
に
、
国
家
神
道
の
軍
事
的
性
格
を
代
表
す
る
神
社
と
Ｌ
て
発
展
Ｌ
、
国

体
の
教
養
の
重
要
な
支
柱
と
な
っ
た

本を読み終えるまで二１分
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宮
中
祭
紐
と
神
社
祭
式

報
本
反
始

　

国
家
神
道
は
宗
教
で
は
な
く
国
家
の
祭
陀
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
国
家
神
道
が
、

も
っ
ぱ
ら
祭
記
を
中
心
と
す
る
宗
教
で
あ
っ
た
こ
と
キ
意
味
す
る

　

祭
肥
と
禄
ま
つ
り
の
こ
と
で
あ
り
、
国
家
神
道
の
教
養
で
は
、
「神
成
を
畏
み
ま
つ
り
、
神
穂
を
仰

ぎ
ま
つ
る
心
を
本
と
し
て
、
皇
室
の
隆
栄
、
国
家
の
発
展
を
祈
る
真
心
の
ま
に
ふき
ん
、
国
民
の
康
福
、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ム^メー

郷
土
の
繁
盛
キ
歳
油謝
し
祈
祷
Ｌ
て
、
以
て
神
竜
寺
露
心め
奉
り
、
ま
た
冥
助
キ
喬
ルみ
奉
る
至
倍
」
キ
ェ表
現

す
る
も
の
で
あ
る
と
Ｌ
た
。
（全
国
神
職
会
絹

『樟
社
読
本
も

　

天
皇
は
、
祭
記
大
橋
を
も
ち
、
み
ず
か
ら
の
祭
舵
に
よ
っ
て
皇
祖
神
と
一
体
化
し
、
現
人
神
と
す
二
」

の
神
徳
を
示
す
も

の
と
き
れ
た
。
「臣
民
Ｌ

　

の
察
艇
は
、
神
意
を
奉
戴
Ｌ
、
天
皇
に
よ
る
皇
視
神
へ
の

奉
仕
に
帰
一
す
る
こ
と
が
目
的
と
き
れ
た
。
あ
ら
ゆ
る
祭
諺
が
、
天
皇
の
崇
和
に
帰

一
Ｌ
包
摂
さ
れ
る

と
い
う
構
造
で
、
国
家
神
道
の
察
薩
は
、
政
治
の
次
元
に
お
け
る
天
皇
の
統
治
を
、
宗
教
の
次
元
に
お

い
て
表
現
Ｌ
て
い
た
。
祭
記
の
精
神
は
、
「鞍
本
反
蛤
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、
神
恩
に
感
謝

し
、
神
徳
を
た
た
え
、
神
童
に
帰
一
す
る
こ
と
を
意
味
Ｌ
た
．

国家掠選【岩波新苫）

宗
教
儀
礼
の
機
能

　

国
家
神
道
の
祭
魂
は
、
宗
教
儀
礼
の
一
棟
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
民
族
宗
教
の
儀
礼
が
も
つ
機
能
の

意
図
的
な
復
活
を
特
徴
と
Ｌ
て
い
た
。
一
般
‐庭
示
教
儀
礼
は
、
祭
司
等
の
儀
礼
執
行
者
を
中
心
に
、
参

加
者
全
員
に
よ
っ
て
、

一
定
の
形
式
に
し
た
が
っ
呼ｒ脅
聞ま
れ
る
‘

　

そ
の
形
式
は
、
儀
礼
の
意
味
と
目
的

を
儀
式
化
Ｌ
て
一雄
し
た
も
の
で
、
そ
の
動
作
を
つ
う
じ
て
、
参
加
Ｌ
た
全
員
は
、
共
適
す
る
ひ
と
つ
の

意
志
を
表
明
し
、
こ
の
意
志
を
互
い
に
確
認
Ｌ
あ
う
こ
と
に
な
る
。
定
期
お
よ
び
臨
時
の
‐定
型
化
さ
れ

た
宗
教
儀
礼
は
、
一
定
の
集
団
に
と
っ
て
、
結
合
の
再
確
認
と
意
志
統
一
の
場
と
Ｌ
て
の
政
治
的
機
能

を
も
つ
わ
け
で
あ
る
‘

　

民
族
宗
教
の
儀
礼
で
は
、
こ
の
結
合
と
統

一
が
、
そ
の
ま
ま
社
会
集
団
全
体
の

日
常
生
活
に
お
け
る
結
合
と
統

一
矛
意
味
す
る
，
国
家
神
道
の
祭
舵
は
、
こ
う
い
う
民
族
宗
教
の
儀
礼

の
機
能
を
、
近
代
社
会
に
お
い
て
再
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
目
的
は
、
天
皇
の
政
治
上
、
宗
教

上
の
絶
対
の
権
威
を
王
張
す
る
図
体
の
教
養
を
、
定
型
化
さ
れ
れに
有
効
で
示
し
、
こ
の
儀
礼
に
、
全
国

民
を
強
制
的
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
体
の
教
義
に
も
と
づ
く
共
同
体
的
な
結
合
し
舜
誠
一
を

確
保
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

そ
の
た
め
、
国
家
神
道
の
祭
記
は
、
本
覇
に
お
い
て
政
治
的
で
あ
り
、
す
べ
て
の
寮
詑
が
、
最
高
の

儀
礼
執
行
者
で
あ
り
生
き
神
で
あ
る
天
皇
の
祭
鶴
を
基
準
と
Ｌ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
た

　

天
皇
の
祭

記
、
す
な
わ
ち
宮
中
祭
詑

｛皇
室
神
道
の
祭
記
）
の
主
要
な
内
容
と
形
式
は
、
扉
離
戦
後
の
一
九
〇
八

年
｛明
治
四
一
）
九
日
の
皇
室
祭
鵡
令
に
よ
っ
て
確
定
し
た
。
神
社
の
祭
記
の
形
式
は
、
こ
れ
に
つ
づ

い
て
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
宮
中
祭
舵
を
基
準
と
１
ニ
Ｌ
整
え
ら
れ
制
度
化
さ
れ
た
。

本蛋読み終．えるまで：１分
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宮
中
三
殿

宮
中
祭
記
は
、
皇
居
内
に
つ
く
ら
れ
た
神
社
で
あ
る
宮
中
三
殿
お
よ
び
掠
嘉
殿
で
行
わ
れ
た

　

宮
中

の
祭
典
に
奉
仕
す
る
神
職
ぱ
望
奥
と
よ
ば
れ
る
‘

　

宮
中
三
殿
は
、
賢
所
、
皇
霊
段
、
神
殿
の
三
社
で
、

神
域
の
周
囲
に
は
土
塀
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
墨
別
さ
れ
て
い
る

　

三
殿
は
、
す
べ
て
南
面
Ｌ
て
連
結
さ
れ

て
お
り
、
雨
に
賢
所
正
門
が
設
け
ら
れ
、
白
砂
を
敷
き
つ
め
た
そ
の
南
庭
に
は
、
中
央
に
神
楽
舎
、
左

右
に
霞
舎
、
東
方
に
御
羽
車
舎
と
奏
楽
舎
が
あ
る
．
一ニ
殿
の
西
後
方
に
は
、
南
面
し
て
、
新
嘗
祭
の
祭

場
に
の
み
用
い
ら
れ
る
神
窟
殿
と
付
属
の
曙
舎
が
独
立
Ｌ
て
建
て
ら
れ
て
お
り
、
門
も
、
べ
つ
に
神
嘉

門
が
設
け
ら
れ
て
い
る
‘飼

自適

‐楽
舎

　
　

李白路繋

正
門

　

　

　　　

ー＝

　　　

　　
　

　　　

　
　

　
　
　

洋誓殿配置図
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賢
所
は
、
一ニ
殿
中
の
最
高
神
殿
‐で
、
床
も
他
の
二
殿
よ
り
も
高
い
。
賢
所
は
、
温
明
殿
・
内
侍
所
と

も
よ
ば
れ
た
時
代
が
あ
り
、
神
話
に
い
う
皇
位
ね
；
の
ら
わ
宝

ニ
種
の
神
器
、
ヤ
タ
ノ
カ
ガ
ミ
、
ク
サ
・ナ

ギ
ノ
ツ
ル
ギ
、
ヤ
サ
カ
ニ
ノ
マ
ガ
タ
ーマ
の
う
ち
の
、
神
鏡
を
虚
ろ
神
殿
に
始
ま
っ
て
い
る
。

　

神
鏡
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
キ
キ
の
ら
わ
し
、
三
種
の
神
器
の
う
ち
で
も
っ
と
も
重
ん
じ
ら
‐れ

て
き
た

古
代
に
、
神
霊
な
伊
勢
神
宮
の
成
立
に
と
も
な
い
、
内
宮
の
神
体
と
な
っ
た
が
、
そ
の
き
い
、

同
形
の
青
銅
鏡
を
摸
し
て
つ
く
ら
せ
、
賢
所
に
腐
っ
た
。
そ
の
た
め
、
神
鏡
そ
の
も
の
を
賢
所
と
よ
ぶ

場
合
も
あ
っ
た
．
伊
勢
内
宮
の
神
体
鏡
も
、
そ
の
蝉
遺
品
で
あ
る
賢
所
の
神
体
鏡
・も
、
古
代
、
中
世
、

近
世
を
つ
う
ド
ニ
」
幾
度
も
の
変
転
を
か
き
ね
て
お
り
、
歴
史
ＬＬ舜
事
実
と
し
て
は
、
そ
の
伝
承
は
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
う
Ｔ
二
・
賢
所
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
を
詑
る
伊
勢
神
宮
内
宮
の
代

富
と
い
う
基
本
的
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
国
家
神
道
の
も
と
で
、
神
宮
が
国
家
神
道
の
本
宗
と
き

だ
め
ら
れ
た
の
に
対
応
し
て
、
神
宮
と
一
体
の
賢
所
が
、
宮
中
祭
記
の
最
高
神
機
と
き
だ
め
う
れ
た
。

賢
所
の
西
隣
り
の
皇
霊
殿
は
、
明
治
中
期
ま
で
は
皇
霊
と
の
み
称
Ｌ
、
神
武
天
皇
を
中
心
に
、
歴
代

の
天
皇
、
即
位
し
な
い
ま
ま
死
後
追
号
を
う
け
た
追
尊
天
皇
、
歴
代
の
皇
后
、
皇
妃
、
皇
視
の
霊
を

碓
っ
て
い
る

　

つ
ま
り
天
皇
家
の
檀
霊
の
た
め
の
神
殿
で
あ
る

　

明
治
初
年
の
神
仏
分
離
に
よ
り
、
宮

中
か
ら
歴
代
の
位
牌
が
菩
提
所
の
寺
院
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
一
人
六
九
年

｛明
治
二
）
神
厭
官

神
殿
に
祭
神
三
陸
の
ひ
と
つ
と
Ｔ
；
＼歴
代
天
皇
の
神
霊
を
肥
っ
た
の
が
、
皇
霊
鷹
の
起
源
で
あ
り
、
室

霊
は
、
二
年
後
、
宮
中
に
遷
座
さ
れ
た

本を読み終える求で二１分



　　　　　　　　　　　　　

－

　　　

－

　

神
殿
樗
、
天
神
地
蔽
八
百
万
神
を
縫
っ
て
い
る

神
殿
の
起
源
は
、

一
人
六
九
年

（明
治
二
）
神
蔵

　　

８

官
に
八
神
と
天
神
地
殻
の
二
座
を
鏡
察
Ｌ
た
八
神
殿
▲に
始
ま
り
、
一
八
七
二
年

（明
治
五
）
に
宮
中
に

選
さ
れ
た
の
．ち
、
同
年
、
神
職
と
改
称
Ｌ
た

　

天
神
地
献
と
区
別
Ｌ
て
人
神
を
能
る
の
は
、
白
川
神
道
、

吉
田
神
道
が
う
け
つ
い
で
き
た
古
代
の
神
話
官
の
伝
統
で
あ
っ
た
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
ズ
キ
を
ミ
カ
ミ
を
最

高
神
と
す
る
国
家
神
道
の
教
義
に
合
わ
せ
て
、
人
神
を
と
く
に
記
る
こ
と
を
や
め
、
天
神
地
蔵
に
ふ
く

め
た
も
の
で
あ
る
。

国電毎週〔著減新雪）

神
嘉
殿

　

神
嘉
殿
は
、
イ
ネ
の
農
耕
儀
礼
ニ
ヒ
ナ
メ
ーマ
ツ
リ
の
た
め
の
神
殿
で
あ
る

こ
の
，儀
礼
が
、
天
皇
の

宗
教
的
橘
威
の
源
泉
と
し
て
、
そ
の
宗
教
的
機
能
の
中
心
を
占
め
て
き
た
歴
史
的
伝
統
か
ら
、
三
殿
と

は
べ
っ
の
、
独
立
の
神
殿
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
神
嘉
毅
の
構
造
と
祭
記
の
謎
談
は
、
江
戸
時

代
中
期
の
大
尊
祭
、
新
嘗
祭
の
復
興
の
さ
い
ー雪

　

古
制
を
調
査
し
復
元
し
た
も
の
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
，

宮
中
の
新
嘗
祭
に
は
、
毎
年
指
定
さ
れ
る
悠
紀
旧
、
主
基
田
の
神
機
で
、
厳
重
に
古
式
に
の
っ
と
っ
て

つ
く
ら
れ
た
神
聖
な
新
穀
が
さ
さ
げ
ら
れ
た
，
こ
の
ほ
か
、
皇
室
祭
縦
令
に
よ
ら
な
い
祭
舵
と
し
て
、

太
極
令
Ｌ
工
旦
儲
令
に
も
と
づ
く
禁
鵡
と
、
皇
位
継
承
に
か
ん
す
る
祭
縦
が
あ
り
、
ま
た
歴
代
天
皇
の
山

陵
と
皇
族
の
墳
墓
に
た
い
す
る
祭
舵
が
あ
っ
た
‘

　

皇
室
祭
記
令
に
よ
っ
て
、
宮
中
祭
肥
に
は
大
祭
、
小
祭
の
別
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
祭
舵
は
、

一
般

に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
古
い
伝
統
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
大
半
は
、
明
治
維
新
後
に
新
た

に
つ
く
ら
れ
た
大
小
の
祭
り
で
あ
り
、
の
ち
一
九
－
－七
年

（昭
和
－；
に
部
分
的
に
改
正
さ
れ
た
。

宮
中
祭
説

　

改
正
後
の
皇
室
祭
縦
令
に
よ
る
と
、
大
祭
は
、
元
始
祭

〔
一
月
三
日
）、
紀
元
節
祭

（二
月
ト
一
日
）、

春
秋
二
季
の
皇
霊
祭
と
神
澱
祭

（春
分
日
と
秋
分
日
ｖ、
神
武
天
皇
祭

（四
月
三
日
）、
神
嘗
祭

（十
日
十

七
日
）、
新
嘗
祭

工
」

月
－－十
三
、
二
十
四
日
）、
先
帝
祭
、
先
帝
以
前
三
代
の
式
年
祭
、
先
后
の
式
年

祭
、
呈
批
た
ろ
醐王
后
の
式
年
祭
、
の
各
祭
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
小
祭
ば
、
歳
日
祭

（
一
”
一
日
）、
祈
年

祭
｛二
月
十
七
日
）、
明
治
節
祭

（十
一
月
三
日
）、
賢
所
御
神
楽

（十
二
月
中
旬
）、
天
長
節
祭

（四
月
二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－
、”′
－い

十
九
日
）、
先
帝
以
前
－－一代
の
倒
祭
、
先
后
の
例
祭
、
皇
批
た
る
皇
后
の
例
祭
、
鞍
塔
天
皇
以
下
先
帝

以
前
四
代
に
い
た
る
歴
代
天
皇
の
式
年
祭
、
の
各
祭
で
あ
っ
た
‘

　

大
祭
で
は
、
天
皇
が
皇
族
と
文
武
の
高
級
官
僚
を
暴
十
い
て
み
ず
か
ら
祭
典
を
執
行
Ｌ
た

　

小
寮
で
は
、

天
皇
＃
皇
族
と
官
僚
を
率
い
て
み
ず
か
ら
礼
拝
し
、
掌
翼
長
に
祭
典
を
執
行
さ
せ
た
。
祭
典
は
、
主
と

１
；
Ｌ
宮
中
三
殿
で
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
た
が
、
大
祭
の
う
ち
、
と
く
に
元
姶
祭
は
三
殿
す
べ
て
で
行
わ
れ
、

「天
係
降
臨
天
日
嗣
ノ
本
籍
ヲ
歳
首
ニ
叱
ル
」
｛明
治
四
年
、
神
厳
省
の
正
院
へ
の
上
申
書
）
祭
典
と
し
て

重
ん
じ
ら
れ
、
明
治
初
年
に
は

　

－ノ夫
降
祭
」
と
称
す
べ
き
だ
と
の
意
見
も
あ
っ
た

紀
元
節
祭
は
室
霊

殿
で
行
わ
れ
て
き
た
が
、

一
九
二
八
年

（昭
湖
三
）
か
ら
三
殿
す
・ベ
て
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
、

本を読み終えるまでヨ分



と
く
に
重
い
取
り
扱
い
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
‘

　

ま
た
、
新
嘗
祭
は
神
嘉
殿
で
、
大
嘗
祭
ほ
、
伊
勢

神
宮
と
賢
所
で
行
わ
れ
た

　

こ
れ
ら
の
お
び
た
だ
し
い
祭
典
の
う
ち
、
明
治
維
新
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
祭
典
は
、
大
祭
で
は
柿

拝
察
と
新
嘗
祭
お
よ
び
そ
の
鎮
魂
祭
の
み
で
あ
り
、
小
森
で
は
歳
ロ
ー、
祈
年
、
賢
所
御
神
楽
の
三
票
に

す
ぎ
な
い
。
そ
の
ほ
か
四
方
拝

（
一
月
一
日
）、
節
折

（六
月
、
十
二
９
の
晦
日
）、
大
成

（同
｝

　

の
三
儀

式
が
、
古
代
以
来
の
伝
統
を
も
つ
儀
礼
で
あ
‐っ
た
．

　

国
家
神
道
の
祭
魂
の
基
準
と
し
て
編
成
さ
れ
た
宮
中
祭
記
は
、
新
た
に
つ
く
り
出
さ
れ
た
国
家
宗
教

の
儀
礼
に
ふ
さ
わ
し
く
、
新
登
場
の
祭
肥
が
大
半
を
占
め
て
い
た

新
し
く
つ
く
ら
れ
た
宮
中
祭
肥
の

祭
典
は
、
天
皇
の
祖
先
の
祭
り
と
、
記
紀
神
話
に
依
拠
す
る
政
治
色
の
つ
よ
い
祭
り
で
あ
り
、
天
皇
崇

拝
を
積
極
的
に
お
Ｌ
出
す
た
め
に
、
明
治
中
期
ま
で
に
つ
ぎ
つ
ぎ
と
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
く

に
天
皇
の
祖
先
を
肥
る
多
数
の
祭
典
が
新
設
さ
れ
た
の
は
、
固
体
の
教
義
に
お
い
て
占
め
る
祖
先
崇
拝

の
重
要
な
役
割
に
対
応
し
て
、
天
皇
が
み
ず
か
ら
祖
先
崇
拝
の
範
を
垂
れ
る
と
い
う
趣
旨
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
．

祝
祭
日
の
制
定

　

宮
中
祭
泥
は
、
国
家
神
道
の
基
本
キ
三
小
ず
儀
礼
で
あ
っ
た
か
ら
＼

「臣
民
」
は
、
あ
げ
〆ふ
－の
祭
瀧

に
参
加
す
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
国
民
の
祝
祭
日
は
、
す
べ
て
宮
中
祭
般
に
し
た
が
っ
て
さ
だ
め
ら
れ

　　

　

　

倦　

　

　
　

　

　

政
府

は
、

－
八
七
三
年

（明
治
六
）
十
月
、
「牛
山
ー祭
日
祝
日
等
ノ
休
暇
日
ヲ
左
ノ
通
此
旨
布
告
候

事
」
と
の
太
政
官
布
告
を
発
し
、
元
始
祭

（
一
月
三
日
）、
新
年
宴
会

＾
一
月
五
日
）、
孝
明
天
皇
祭

二

月
三
十
日
）、
紀
元
節

｛二
月
十
一
日
）、
神
武
天
皇
祭

（四
月
三
日
）、
神
嘗
祭

（九
月
十
七
日
、
の
ち
十
月

十
七
日
）、
天
長
節

｛十
一
月
三
日
）、
新
嘗
祭

（十
一
月
二
十
三
Ｈ
）
の
八
日
を
祝
祭
ロ
Ｌ
き

だ
め
た
。

こ
れ
ら
▲は
、
宮
中
の
新
年
宴
会
を
祝
う

「新
年
宴
会
」
の
．ほ
か
は
、
す
べ
て
宮
中
祭
記
に
も
と
づ
く
祝

祭
日
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
一
人
七
人

．年

（明
治
＝

）
に
は
、
祖
先
崇
拝
の
習
俗
と
し
〆上
疋
着
し
て
い
る
春
秋
の
彼
岸

を
国
家
の
手
中
に
お
さ
め
る
た
め
に
、
春
秋
二
季
の
皇
霊
祭

（春
分
日
、
秋
分
日
）
が
祭
日
に
加
え
ら

れ
、
一
九
二
七
年

｛昭
和
三

　

三
月
に
は
、
明
治
天
皇
の

　

最
ー徳
」
を
記
念
す
る
意
味
で
、
明
治
節

｛十
一
月
三
Ｈ
）
が
祝
日
と
な
っ
た
．
ま
た
、
天
皇
の
誕
生
日
を
祝
う
天
長
節
は
、
明
治
、
大
正
、
昭
和

と
日
が
か
わ
り
、
昭
和
に
入
っ
て
、
大
正
天
皇
祭

（十
二
月
二
十
五
日
ｖ

　

が
祭
日
に
加
え
ら
れ
た
。

紀
元
節

祝
祭
日
の
な
か
で
、
政
治
的
に
も
っ
と
も
大
き
な
役
割
を
果
し
た
も
の
に
、
紀
元
節
が
あ
る
。

一
八

七
二
年

（明
治
五
）
十
一
月
、
政
府
は
、
江
戸
時
代
以
＊
ボ
の
大
陸
太
陽
暦
を
太
陽
暦
に
改
め
－る
の
．を
機

に
、
神
話
上
の
神
武
天
皇
即
位
の
年
を
元
年
Ｌ
工
９
ろ
皇
紀

（天
皇
紀
元
）
を
採
湘
Ｌ
て
、
そ
の
即
位
日

本写読み終えるまで：１分



キ
ニ
月
二
十
九
日
と
き
だ
め
、
例
年
、
縄
日
に
祭
典
ル
ニ汀
う
こ
と
を
布
寿
し
た

翌
年
三
月
、
政
府
は

－神
武
天
幕
御
即
位
Ｈ
紀
元
節
ト
被
称
屍
春
一
・こ
“
太
政
官
莱
轡
キ
ス挫
Ｔ
こ
ん

『「日
本
書
紀
」
に
は
、
神
武
一大
茎
が

‐争
覇
中
春
正
月
災
辰
蛸
一

　

に
印
議
し
た
と
記
き
れ
て
い
る
．

こ
れ
は
、
辛
西
年
が
、
右
代
中
国
で
成
立
し
た
議
講
説
の
説
く
変
革
の
年
で
あ
る
；
と
か
ら
、
鞘
一
代

の
天
皇
の
躍
位
を
、
裟
‐数
的
に
率
西
年
元
日
Ｌ
ち
脱述
Ｌ
た
も
の
で
あ
り
、
も
と
よ
り
客
服
飾
な
歴
史
と

樟
霧
関
係
で
あ
っ
た
‐
改
暦
に
と
も
な
い
、
明
治
六
年
の
旧
暦
元
部
が
．
新
暦
一
罰
ゞ
十
九
日
と
な
る

の
で
、
一
勺
ニ
ト
九
日
を
紀
元
節
と
１
二
・市
詩
１
「た
わ
け
で
あ
ろ

　

ドし
か
Ｌ
、
－
－の
方
式
で
は
、
毎
年
紀
元
節
が
動
く
と
い
‐つ
難
点
が
あ
る
う
え
、
こ
の
旧
肘
は
南
幽
暗

ふま
せｒ考
と
し
て
天
保
年
間
に
？
・
ら
れ
た
天
保
騎
で
あ
る
の
．に
、
－す
り
足
”
考
そ
の
ニ
メ
ホ＊神
武
天
幕
郎

落
日
と
す
る
二
と
に
は
願
う
か
に
無
窟
が
あ
っ
Ａへ

　

そ
こ
で
政
府
は
、
神
産
：大
望
当
時
の
‐中
国
贋
を
援

箱
’
；
三

一千
覇
淫
余
年
昔
の
暦
ル
ユ逸
算
ョ
に
」
と
１
二
・
、
同
年
十
日
に
い
た
り
、
二
月
十

・
ロ
キ
溢
恥
元
鞭

；
す
る
こ
と
に
改
め
た
．
神
武
天
皇
祭
も
、
同
様
の
計
算
で
、
三
月
ト
一
目
を
四
月
三
ロ
に
改
め
る
ん．

し
か
し
、
翼
蜜
に
は
禁
悪
瞭
で
あ
り
不
可
能
な
は
ず
の
こ
の
計
算
が
、
何
を
醍
拠
と
し
た
か
に
つ
い
て

」う
、
ま
た
計
算
の
‐方
法
に
つ
ｈ；
・
も
公
表
さ
れ
た
・巨
ｔ
な
ぶ
に
終
り
、
国
民
は

一
方
的
に
三
月
十

‐
日
を

豊
岡
の
日
と
１
二
‐・
短
ず
る
よ
う
に
強
罰
き
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

　

紀
元
鱗
は
、
天
皇
統
治
の
国
体
の
沖
嶺
的
柱
占
お
ゑ悪
報
Ｌ
、
近
代
天
皇
制
国
家
に
と
っ
て
の
最
大
の

型
な
る
記
念
日
で
あ
っ“た

　

一
九
二
大
串

　

雷
正
一
五
Ｙ

　

に
櫨
、
同
勢
主
義
者
に
よ
っ
て
紀
元
節
当
Ｈ

′叢
叱
国
祭
と
綴
え
て
、
琵
外
的
民
鑑
主
義
；
肴
回掲
す
る
運
動
が
始
ま
っ
た
－

　

宮
中
類
舵
を
根
拠
と
す
る
祝
祭
日
の
縄
定
に
［
っ
て
、
匿
民
の
肘
常
生
講
に
は
、
呈
室
神
道
が
縦
桜

の
響
馨
を
技
鑑
す
こ
・こ
に
な
っ
た
・
そ
の
夏
前
、
幕
来
ま
で
、
日
本
人
“
生
活
に
根
を
あ
ろ

二
」
い
た

五
節
句
、
へ
鱒
審
刀
祝
日
は
、
一
八
七
三
孝

　

｛鰐
』翌
０

　

に
公
的
に
磁
化
さ
れ
た
．
五
節
句
の
‐コ
ｈの

桃
と
捲
下
り
節
句
は
、
節
分
等
と
と
も
に
、
民
間
の
習
俗
と
キ
ニ
・雫
き
つ”
′
け
た
が
、
そ
り
ほ
か
は
衰

え
て
忘
れ
ら
れ
て
い
っ
た

棒
宮
票
認

婦
控
の
宗
従
も
、
宮
中
祭
肥
り
制
度
化
に
と
も
な
っ
て
蒙
州
き
れ
た

と
く
に
、
伊
勢
神
宮
の
ゑ
魂

は
、
神
白
疑
＊薩
と
に
ば
れ
て
、
宮
中
禁
艇
と
一
体
“
も
の
と
し
て
市
税
き
れ
た

伊
勢
神
雪
は
・

　

一
人

ヒ
ー
年

商
治
廼
）
の
い
わ
ゆ
る
純
改
正
に
よ
っ
て
、
国
家
枠
遁
幻
惑
宗
に
ふ
さ
わ
し
く
、
内
富
む
主
」

体
に
？
・
り
変
え
‐っ
れ
、
正
式
に
這

「禅
身ご

と
称
す
る
；
と
に
な
っ
・た
，
咽
へ
七
四
串

｛瑚
詰
ヒ
ー

に
は
、
『神
宮
祭
式
」
（明
治
祭
式
一

　

一
九
巻
が
成
り
．
＝
－年
強
に
刊
行
さ
れ
た
‘
神
宮
罰
式
は
の
ち
さ

ら
に
改
定
き
れ
、

一
九

‐
四
年

夫^
正
三

‐
拝
、
神
宮
祭
覗
令
が
轄
令
と
すし
て
公
布
さ
れ
て
削
姿
的

に
確
迄
Ｌ
た
－

　

神
宮
祭
縦
へ美
・
は
、
祭
魂
広
大
、
中
、
小
の
三
祭
に
分
け
‐り
れ
て
い
た
，
大
祭
に
は
、
祈
年
祭
、
神

御
衣
祭
、
月
次
祭
、
神
富
宗
、
緬
寝
袋
、
遜
零
ｕ奈
、
臨
時
奉
幣
禦
が
あ
“
・
中
終
に
にミ

ロ
副
朝
夕
大

国家神道（岩波新岸野
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悌
醗
慾
、
椴
Ｈ
群
、
元
給
祭
、
紀
元
節
祭
、
風
日
新
祭
、
実
美
節
祭
、
明
艶
節
警
等
が
あ
っ
た
．
撰
辻

来
社
関
係
の
多
欲
の
紫
講
じ
、
小
祭
に
ふ
く
め
・っ
れ
た
‐
神
宮
祭
寵
は
、
伊
勢
神
宮
の
伝
統
キ
ニ
定
の

純
閉
で
ま
か
Ｌ
な
が
ら
、
さ
ら
に
宮
中
禁
妃
に
兇
為
与
太
祭
、
中
祭
を
つ
け
加
え
た
も
の
‐べ上
の
ｈ
ミ

ニ
．

の
確
立
は
・
近
代
天
皇
閲
国
家
の
主
務
の
雨
セ軒
－－こ
の、ね
・
酢
詩
の
神
殿
で
あ
る
神
宮
の
完
成
ふ
ゑ恩
唆
し

た
，

神
社
祭
証
の
制
度
化

　

一
般
神
社
の
終
盤
に
つき
て
は

　

官
贈
繁
社
か
ら
瞳
肌
社
以
下
へ
と
姿
式
の
制
定
が
進
め
ら
れ
、
．へ

正
囲
を
つ
う
ｒ
そ
．
富
中
禁
憲
キ
禽
出準
Ｌ
－す
る
察
式
好
画
一
化
が
ほ
ぼ
．達
成
き
れ
た
，
国
家
神
道
Ｆ
の

奈
詑
の
制
度
化
壕

　

．
へ
七
二
年

｛関
翁
ご夢

　

に
、
富
開
議
社
の
中
心
的
な
祭
認
′ど
の
ろ
祈
年
祭
の
鰹

武
尊

　

神
孫
捲
か
達
「
こ
んの
が
雄
初
で
、
つ
い
で
、
幣
吊
の
苓
鍵
、
祭
典
の
式
次
第
、
祝
詞
、
神
鰹
、

参
向
官
等
に
か
ん
す
る
蛭
定
か
誓
え
う
れ
た

　

抑
辻
祭
記
の
経
蔚
的
基
礎
も
、
一
人
ｔ
三
年

繭
ｇ
ｍ

ベ
ー

　

三
ｇ
の

　

一貫
常
渚
辻
富
祭
式
－

　

以
後
、
急
速
に
充
実
Ｔ
二
・
ｈ
っ
た

　

．
蓑
七
返
キ

ー昭
治
へ
一

　

四

勺
に
嘘
・
武
部
嚢
か
‐っ
各
務
梁
に

‐神
社
祭
式
坤

　

が
迷
せ
ら
れ
た
・
こ
れ
は
、
富
社

甘^
逗
繁
急

　

に

つ
い
て
の
、
最
初
の
統
一
的
な
察
式
の
制
定
で
、
祈
年
祭
、
断
喜
禁
、
例
祭
を
宵
祭
と
Ｌ
て
と
く
に
霞

ん
ｒ
｝た
‘
数
部
者
は

　

府
県
社
以
下
の
神
社
に
た
い
－
そ
ば
、
神
社
祭
式
に
準
じ
て
、
適
宜
に
祭
典
を

行
う
よ
う
連
を
出
そ
ｖた

　

帝
園
憲
法
の
発
布
＃
衣
笠
＼

　

国
家
神
道
が
薙
ぎ
÷
‐ろ
と
、
神
社
勾
祭
総
務
度
も
、
順
次
、
体
系
化
さ

れ
た
Ｌ

　

へ
丸
四
年

（胆
泳竪
．仁
一

　

に
は
、
雪
国
幣
社
の
火
小妃
は
大
祭
と
公
式
の
祭
記
の
－．窺
類
に
分

け
ら
れ
、
府
県
社
以
‐ド
の
神
社
の
大
祭
と
公
式
の
祭
鶴
も
、
こ
れ
に
雌
ず
ろ
こ
シ
に
ヒ
ーう
た
，
二
の
舞

式
／－・さ
だ
あ
ら
れ
た
祭
典
は
、
公
式
の
禁
擢
の
う
ち
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
の
瀞
戦
神
事
が
あ
る
ほ
か

覆

　

す
べ
て
宮
中
宗
枇
に
も
と
づ
く
宗
雄

－

　

事
艶
、
仮
鞍
の
漂
馨
れホ
で
あ
っ
た
，

　

日
露
戦
後
の
一
九
｛－－七
年

｛羽
治
四
＝
－、
内
務
省
は

　

－神
社
祭
大
行
事
作
法
」
を
公
布
し
、
‐
九
一

四
年

【大
正
三
一

　

に
は
、
神
社
霜
化
の
釜
．
を
制
度
面
で
蹄
立
す
る
た
め
、
神
宮
祭
犯
令
と
日
を
同
じ

く
マ
ニ
＼

　

－官
題
鞘
社
以
ｒ
神
社
禁
露
令
ー

　

を
箸
令
で
、
‐官
賎
幣
社
跳
ｒ
神
社
祭
式
」
を
内
務
省
令
で

き
だ
め
た

　

内
務
省
制
定
の
‐神
社
察
式
覆

　

い
わ
紗
る
例
祭
中
心
主
義
で
、
各
沖
社
の
祭
典
程
、
例
祭
を
軸
に
絹

費
き
れ
て
い
た

　

こ
の
の
ち
山師
社
祭
式
は
、
昭
穏
朝
に
入
っ
て
、
前
後
五
－回
誹
公
的
に
改
蕉
さ
れ
た

最
終
段
階
の
棒
社
祭
舞
令
に
よ
る
と
、
禁
兜
は
大
中
小
の
各
衆
に
分
け
二
っ
れ
、
大
衆
櫨
、
祈
年
祭
、
新

書
祭
、
罰
祭
、
遷
座
祭
、
臨
時
奉
幣
祭
｛こ
の
り
、
中
京
は
擾
日
‐祭
．
元
蛤
祭
、
紀
元
節
祭
、
天
長
節
罰
、

明
治
節
祭
お
よ
び
神
社
に
特
別
の
ｒ昭
緒
あ
る
祭
縦
で
あ
っ
ーん
、
そ
れ
以
外
の
禁
叱
は
小
察
と
さ
れ
た

な
お
、
靖
国
神
韓
と
、
そ
の，事
実
上
の
分
轄
の
糞
間
神
社

｛地
育
め
．禍
魂
注
一

　

の
ぼ
あ
い
は
、
難
、
海

軍
関
係
の
神
社
と
い
う
特
殊
性
か
－っ
、
大
祭
に
、
靖
国
神
社
（ム
リ
ム［魂
禦
が
、
護
国
神
社
で
は
棋
堆
祭
、

合
詑
祭
が
卿
４ヘーリ
れ
た

　

神
宮
票
蔵
に
お
い
て
も
、
．
接
神
社
の
祭
肥
に
お
い
て
も
、
大
祭
、
中
蟹
に
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ふ
く
ま
ね
て
巨
な
い
宮
中
登
記
に
つ
い
て
は
・
そ
れ
ぞ
れ

‐遥
拝
」
が
裂
定
さ
れ
て
い
た
・
こ
う
し
て
、

全
国
津
々
浦
々
の
神
社
で
、
す
べ
て
の
宮
中
祭
桃
に
見
為
う
儀
礼
が
必
ず
富
ま
れ
，
宗
教
医
家
の
姿
を

あ
げ
た
わ
け
で
あ
る
－

祭
典
の
画
一化

神
社
寮
式
で
は
、
祭
藁
の
次
第
が
画
一
的
に
き
き
め
‐っれ
て
い
た
・
ふ
つ
う
、
禁
裏
で
は
、
況
誇
り

妻
上
、
欝
吊
、
趣
酪
の
娩
進
、
玉
串
お
罰
と
拝
礼
、
直
会
寺
が
行
わ
れ
、
禁
漁
昌に
奉
仕
す
る
者
は
、
内

密
省
令
耕
さ
＃んめ
る
灘
刷
、
藷
を
つ
つ
Ｌ
′ル
マ
斎
戒
を
し
、
け
が
れ
々
ゑ
歌
う
た
め
に
修
説
キ
ニ
汀
４
；
と

が
き
ざ
め
ら
れ
て
い
さ

　

近
代
夫
藁
剤
国
家
は
、
宗
教
儀
礼
の
形
式
き
内
容
鐘
も
と
よ
り
、
瀧
礼
裁
結ぼ

の
た
め
の
タ
ブ
ー
の
期
翻
に
い
た
る
キ
ー
マ
．
事
こ
ま
か
に
規
定
し
た
り
．で
あ
る
－

内
務
省
の
祭
式
で
は
、
官
同
幣
社
－の
祈
年
祭
、
籍
瀞
祭
お
よ
び
解
禁
の
－大
祭
式
ー

　

ル

　

つ
ぎ
の
よ

‐（ノ
に
き
さ
め
て
い
た
．
一等
日
平
Ｈ
一緒
蝿
ヲ
‐装
飾
ス
、
時
刻
宮
可
以
‐ド
所
定
／
串
二
者
ヶ
、
次
蟹
泥
供

過
渡
容
迄

　

Ａ撫
ヨ
リ
先
手
衷
′‐沢
？
”
」
、
次
常
窯
併
進
蝕
載
所
三
者
夕
、
次
柊
戴

先^
調
楯
物
友
常
串
嬢

選
漆
改
随
員
－

　

友
鮒
畠
溌
逸
渡
所
定
ノ
班
ニ
著
７
、
次
郵
常
務
挙
綴
ヲ
便
宜
ノ
研
二
置
ク

醸
輯
ぬ
供
遵

吏
嫡
員
副
フ
｝、
次
宮
司
鷲
事
弁
輔
セ

歯
ヲ
繁
塞
娩
違
使
二
中
ス
、
次
官
幻
御
扉
ヲ
閣
キ
畢
リ
テ
側
ニ

憐
ス

　

荘
間
奏
楽
ｙ、
次
禰
宜
以
下
神
爺
ヲ
供
ス

【此
縄
泰
峯
）、
次
宮
司
祝
詞
ヲ
券
ス
、
次
幣
窯
嫌
選
種

麹
袋
部
落
祷
ヲ
ふ
千
鞍
ヨ
リ
出
シ
仮
二
案
上
二
置
ク

｛袋
ハ
キ
メ
弾
質
′
所
二
誤
７
－、
次
宮
司
鯛
諸
物
ヲ

拳
ル
、
次
精
霊
供
遼
鮫
祝
詞
ヲ
褒
ズ
、
次
幣
吊
鋲
進
髄
玉
串
ヲ
奉
り
テ
拝
礼

玉^
串
ハ
鞘
殉
之
ヲ
塘
ス
」
、

次
幣
鵠
鍵
進
痩
随
亜
拝
礼
、
次
宮
司
玉
串
ヲ
奉
り
－Ｔｒ拝
礼

蚤
馨
ハ
雫
翼
ク
ラ
附
ス
ー、
次
撤
宮
司
右
ク

ハ
稲
富
以
下
搾
乳
、
次
旅
宮
司
考
ク
ハ
鞘
富
以
下
御
幣
物
ヲ
蹴
ス
、
次
謡
宜
以
ド
神
罰
ヲ
徹
ス

　

｛此
間

を
変
｝、
次
宮
司
卸
畔
ラ
ノ醒
チ
緊
リ
テ
本
避
三
機
ス

【靴
圏
奪
甜へ｝、
次
葵
凝
祭
議
事
レ
ル
由
ヲ
常
鴇
供

逃
龍
二
中
ス
、
次
各
選
出
ー‘

　

ま
た
官
開
墾
社
の
本
頚
涯
藍
禁
の
大
祭
式
で
は
、
地
方
長
官
が
御
霊
代

キ
き
さ
げ
も
つ，な
ど
．
祭
典
で
瀧
勢
な
役
割
を
果
す
こ
と
が
』三
に
あ
ら
れ
て
い
た

神
社
祭
式
の
祝
詞

　

神
社
の
祭
典
で
は
、
神
に
奏

す
る
祝
詞
が
中
心
的
な
役
割
を
占
め
る
：
神
社
窒
式
に
は
、
主
要
た
，

祭
境
で
用
い
ろ
撰
訓
が
記
載
さ
れ
、
桜
嗣
の
基
準
が
示
さ
れ
て
い
さ
・
溌
嗣
は
、
神
へ
の
榎
本
反
輸
の

赤
誠
を
表
現
す
る
も
の
Ｌ
き
れ
る
こ
Ｌ
工
ず
っ、
古
体
を
尊
び
、
浩
刷
蓋
屋
と
助
詞
キ
ニ濯
字
で
小
さ
′・凄

く
な
ど
、
古
代
の
文
雄
表
環
法
が
堪
い
ら
れ
る
と
と
も
に
、
文
章
も
璽
藻
で
あ
ろ
こ
Ｌ
Ｓ
も
と
め
ら
れ

た
．
古
代
の
代
表
的
な
祝
詞
で
あ
る

「六
砿
詞
」
を
は
じ
め
『延
喜
式
」
に
載
せ
ら
れ
た
祝
詞
が
重
ん

じ
ら
れ
、
新
た
に
醍
謁
を
つ
く
ろ
｝ご
い
の
．規
範
・云

れ
た
．
新
Ｌ
ノ・
つ
く
ら
れ
た
擬
詞
ば
、
古
体
の
・表

現
も
ｒ
こ
り
な
が
ら
、
そ
の
内
容
で
は
近
代
大
気
制
照
家
の
胴
体
の
教
養
を
潔
い
あ
げ
、
夫
窯
制
イ
デ
オ

ロ
ギ
丁
の
背
‐故
に
効
果
的
な
投
網
を
果
Ｌ
た
‘

　

た
と
え
ば
元
飴
禁
の
祝
詞
は

　

－掛
主
く
も
畏
き
葉
神
社
の
‐大
前
に
宮
可
位
勲
功
爵
氏
名
悪
み
濃
み
も

国家神道（岩波新都
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Ｑ

晦
き
く
、
遠
望
楓
の
大
郵
代
よ
り
、
天
皇
金
の
蔀
代
灘
代
受
け
蚤
坐
し
て
、
朝
食
Ｌ
実
る
夫
つ
日
嬢
高

御
難
一の
火
元
蛤
み
＼

　

霞
の
首
に
言
与
奪
ろ
と
為
て
、
今
日
の
御
祭
奉
仕
ろ
状
方
泰
ふ
り
′・
妄
言
く
間
食
し

て
、
天
皇
節
の
粗
食
す
実

っ
日
飽
の
大
馨
降
、
天
地
の
共
露
境
に
動
く
事
無
く
変
る
事
無
く
斎
座
り

幸

奉
り
希
望

　

夫
の
．下
平
計
く
閣
内
安
浮
く

　

裏
大
朝
廷
の
．大
御
稜
威
ル
キ
ハ欝
Ｌ
同
郷

こ
糾
細
か
し

め
縮
ひ
、
望
大
御
国
の
大
御
栄
を
天
足
’
－堕
足
’
に
」
足
に
￥
再
論
へ
と
、
礼
代
の
御
賞
湖
護
衛
軸
の
‐物

ふゲ葬
奉
り
一
Ｌ
窓
み
愚
み
も
直
方
拳
ろ
く
と
白
す
ー

　

ｒ；
い
う
国
体
の
教
養
そ
の
も
の
を
盛
り
込
ん
だ
文
章

で
あ
っ
た
‐

国
家
神
適
の
儀
礼

神
社
“
火
小謎
で
樟
、
例
祭
と
と
も
に
、
ト
シ
ゴ
ヒ
の
祈
年
祭
と
ニ
レー＋
〆
の
新
参
繋
が
祭
肥
の
」主
力

キ
エ
ロ
ぬ
て
い
た
；
－－札
は
、
全
国
の
圧
倒
的
多
数
の
神
社
が
、
農
耕
社
会
の
共
弱
体
狩
‐生
産
と
生
活
の

た
め
の
係
魂
ぷ
＼

　

主
要
な
機
能
と
・
二
」
き
た
こ
と
を
反
戦
‐す
る
も
の
で
あ
っ
た

皇
室
神
道
も
神
社
樽

道
も
、
原
始
、
古
代
以
来
、
日
本
社
会
の
主
要
な
生
生
が
饗
業
で
あ
っ
た
段
落
を
っ
う
”
；
上
梓
達
Ｌ
た

宗
教
観
念
を
基
本
と
・三
」
い
る
が
、
費
本
主
義
社
会
で
成
立
し
た
醐
家
神
道
は
、
イ
ネ
の
襲
誹
議
礼
に

嫉
鍵
ず
‐ろ
天
皇
の
宗
栽
的
雛
或
に
立
っ
て
、
全
国
の
神
社
の
襲
耕
社
会
に
根
ざ
す
伝
統
＃
、
新
年
、
顔

書
の
二
大
祭
を
つ
う
じ
て
、
新
た
な
国
家
宗
教
の
体
系
に
鞭
き
人
れ
た
の
で
あ
る

　

し
か
し
、
官
聾
“
黍
毅
令
と
禁
式
で
画
一
化
き
れ
た
神
社
祭
証
は
、
も
っ
ぼ
．っ
政
治
た
め
要
諦
か
‐り

整
え
ら
れ
た
宮
中
祭
枇
キ
基
準
と
▼
二
・
い
た
か
三

　

歩
元
的
な
源
流
を
も
つ
中
小
の
神
韓
に
お
い
て
は
、

一
部
の
待
乾
神
事
は
の
こ
さ
れ
た
が
、
全
体
と
▼
；
」
は
、
旧
来
の
伝
統
の
断
絶
や
次
棲
息
的
で
人
為
的
な

改
変
が
行
わ
れ
た
－

　

麗
家
神
道
の
繋
郡
に
み
ず
か
ら
ル
ニ
ロ
わ
せ
る
た
め
に
、
祭
典
の
日
時
や
方
式
浮
く

ず
れ
た
例
も
少
た
と
た
参
っ
た

　

土
地
に
密
封
し
、
祭
り
や
現
能
縄
益
の
祈
り
を
つ
う
じ
て
氏
子
崇
敬

者
の
生
誕
に
つ
な
が
っ
て
い
た
土
苔
の
小
神
社
は
、
ヒ
か
ら
の
察
式
の
」同
一
化
に
よ
っ
て
、
民
衆
の
神

社
か
ら
国
家
の
神
社
へ
鯵
費
黄
を
強
い
ら
れ
た
・
国
家
神
道
リ
モ
要
な
儀
礼
は
、
雷
中
祭
斌
の
延
長
で

あ
り
、
民
衆
の
生
罰
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
礼
な
か
っ
た
か
ら
・

．
軽
め
民
衆
は
、
株

鞍
の
な
か
で
営
ま
愈
も
重
々
Ｌ
い
票
醜
に
為
ま
り
関
心
を
小
さ
な
か
っ
た
、
Ｌ
が
Ｌ
数
階
は
、
国
体
の

教
義
を
歌
蟹
的
に
普
及
す
る
た
め
、
凝
箱
既
に
は
、
国
民
長
家
庭
話
舵
を
奨
励
し
、
各
戸
が
必
ず
神
樽

を
二
三
与
え
、
神
宮
大
麻
を
肥
る
よ

に
よ
び
か
汁
た

　

同
家
神
道
は
、
新
た
に
組
み
立
て
た
園
体
の
数
萎
え

　

神
代
に
溺
認
す
る
謎
柿
の
道
と
強
弁
す
る
こ

～三
』
よ
っ
て
し
か
、
国
民
に
強
制
す
る
根
拠
か
ｒ
も
ち
；へな
に
氷
薮
で
あ
り
・
複
舌
主
義
こ
ゑ
ん
か
国
家
樟

道
の
事
税
で
あ
っ
た
－

　

そ
“
た
め
、
閑
寂
神
道
の
統
礼
で
は
、
祝
巽
の
‐文
体
か
ら
奉
仕
者
の
服
装
、
所

作
、
鴨
語
、
春
実
に
い
た
る
ま
で
、
こ
と
さ
ら
に
、
古
式
、
古
罰
が
強
調
さ
れ
た
・
そ
の
た
め
、
国
家

神
道
が
わ
ず
か
一
世
紀
も
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
過
去
に
、
新
Ｌ
く
っ
′・り
出
２に
趣
示
教
儀
礼
ま
で
が
、
悠

遠
の
堅
固
の
昔
か
ら
「つ
づ
け
ら
れ
て
き
た
儀
礼
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
、
広
範
な
国
民
に
あ
た
え

ろ
精
巣
Ｌ
云

っ
た
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ムー

　

同
家
神
逝
以
前
の
神
道
穆
実
体
質
＼

　

多
～足
的
で
あ
り
青
台
鴻
で
あ
っ
た
か
ら
＼

　

神
道
蕩
饗
翌
嘉

は
・

多
く
の
流
儀
が
樺
存
し
、
そ
れ
ユ
ー
ね
の
儀
礼
ルー、
仏
教
糸
、
陰
欝
道
系
．
儒
教
蒙
り
類
似
の
儀
礼
と
轡

ムデ
ニ
・
い
た
，
国
家
神
逝
の
議
礼
は
、
国
民
の
宝
話
と
ふ
か
く
結
び
つ
い
た
こ
れ
ら
の
習
合
的
鏡
礼
を

適
宜
に
取
捨
し
て
、
官
製
の
新
’
三
瀦
式
キ
壁
Ｊへ意
味
づ
け
た
も
の
や
あ
っ－た
．
国
家
神
道
の
儀
礼
に

は
、
日
本
の
宗
教
的
伝
誌
を
熊
取
１
二
・換
骨
奪
胎
し
た
要
圭
券
あ
る
反
雨
、
伝
雛
か
ら
意
図
的
に
断
絶

Ｌ
た
部
面
が
あ
っ
た
－

　

た
と
え
ば
、
上
木
挫
愛
の
き
ｂ
に
執
行
す
る
地
雛
祭
は
、
雛
祭
と
よ
ば
れ
る
国
家
神
道
の
儀
礼
の
ひ

と
つ
‐で
あ
っ
た
か
、
同
様
綿
鱗
札
は
、
仏
教
各
宗
に
お
い
て
も
、
密
教
の
教
養
に
立
つ
墓
メ
宗
の
地
鎮

式
、
津
と
素
の
浄
土
宗
、
真
宗
の
地
鎮
式
、
日
蓮
宗
の
池
鏡
六
等
が
あ
う
、
新
旧
の
キ
リ
ス
ト
教
で
は

定
礎
に
き
い
ｒ
二
」
の
祈
り
が
行
わ
れ
る
‐
神
道
鉢
系
統
に
お
い
て
も
、
白
唯
林
道
、
吉
田
諦
道
瀞
の
‐地

軸
祭
は
、
歌
世
紀
の
歴
史
を
も
っ
て
い
ろ

　

姫
家
神
道
が
今
世
紀
に
入
っ
て
定
型
化
き
－た
地
銀
紫
は
・

日
本
卦
き
ーで
多
元
的
に
併
存
、
そ

い
ろ
、
特
定
鶴
土
地
寿
；
ごよ
め
寺
講
ず
る
宗
教
儀
礼
の
ひ
と
つ
で
あ

り
・
わ
ず
か
数
十
字
の
伝
統
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
新
し
い
儀
礼
で
あ
る
，
国
家
神
道
の
も
と
で
つ
く
ら
‐

れ
た
特
定
の
儀
礼
を
も
っ
て
、
日
本
の
宗
教
儀
礼
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
峠
、
琵
史
上
の
事
実
か
－っ
み
て

・も
不
可
能
で
為
ヮ
、
ふテ
ニ
Ｌ
す
べ
て
の
調
艮
が
、
そ
れ
－く
れ
の
．宗
教
と
関
係
な
く
、
習
俗
と
１
二
・藤
埋

・な
く
受
け

い
れ
う
る
管
理
注
が
あ
も
た
ど
と
ば
、

・こ
う
〆・
い
い
４
ご

と
は
「
三
ご
な
い
，

神
前
結
婚
式

　

国
家
神
道
の
衆
肥
が
、
制
度
的
に
統
一
き
れ
整
備
さ
れ
た
の
も
も
、
現
実
に
国
民
と
神
社
寺
錆
び
つ

け
／・
い
た
も
っ
と
も
つ
［
い
概
帯
は
、
と
地
と
裏
藍
に
結
び
つ
い
た
繁
り
と
、
一
家
、
閑
人
の
環
世
利

益
の
欲
求
に
こ
ん～
；へる
所
鞭
、
祈
祷
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
江
戸
時
代
豆
ふ輩
の
、
朝
宮
詣
で
、
七
五
三
零

‐残

　

留
人
の
一
筆
の
断
に
あ
た
る
舞
則
に
行
わ
れ
る
過
渡
儀
礼

　

髭
違
儀
礼
一

　

で
あ
っ
た

　

こ
－「
～
『

宗
教
的
陰
髄
を
も
つ‐織
札
鯵
な
か
で
、
開
家
棒
遊
時
代
に
は
じ
め
て
創
奏
き
れ
、
縄
丹
前
に
国
民
の
掌

一法
に
普
及
し
た
も
の．－－、
神
前
精
鎌
式
が
あ
っ
た

　

日
本
で
は
」、
古
米
、
詰
婚
の
儀
式
に
櫨
＼

　

宗
教
が
直
接
関
与
て
こ
与
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
炉
、
系

統
的
な
過
瀬
儀
礼
の
体
系
を
工
え
ー
え
▲；
『
リ
ス
ト
舞
の
進
出
に
し三
二
～

キ
リ
ス
Ｌ
当
払
の
鍔
齢
式
が
国

民
の
間
に
広
く
額
ら
れ
ろ
よ
‐つ
に
な
り
、
そ
の
影
張
；
＼

　

明
治
中
期
に
は
，仏
前
結
婚
式
も
飼
案
き
れ
た

日
清
戦
後
の
一
へ
九
九
正
」
増
給
ニ
ニ
｝、
帝
室
剃
度
謝
意
鱒
が
お
か
れ
、
ず
′〆
～日
程
に
幻
ぼ
っ
て

た
窯
女
子

｛大
正
美
黛
－
“
珪
楯
式
に
ュ
え
ー
え
て

　

声
た薫
轄
綜
合
」
が
制
定
さ
れ
た

　

－
；
〃
と
キ言
壕

は
じ
め
て
神
耐
熱…縦
の
儀
礼
が
つ
く
ら
れ
．
翌
年
塩
月
、
望
大
ヂ
カ
結
婚
式
が
賢
所
大
瀧
で
挙
行
き
れ

た
，
二
の
の
ち
・宮
中
の
ｒ神
前
霜
轄
の
儀
礼
は
、

．
九

一
〇
年

　

｛曙
治
四
三
）
に
制
定
さ
れ
た

　

－言
巳室
親

族
令
一

　

の
耐
式
鱒

一
語

－籍
被
ｊ
式
唄

　

に
よ
っ
て
熊
定
封
こ
ん・
皇
太
子
詰
婚
の
年
、
神
宮
＊
斎
会
の
・東

京
大
神
宮
｛逼
藤
、
日
比
春
大
河
富
〕
で
は
、
宮
中
－の
神
前
精
樹
に
範
を
と
っ
て
、
三
ｎ
筆
記
」
の
神
話

に
も
と
づ
く
神
前
結
婚
の
形
式
を
つ
く
り
．
岡
神
宮
で
、
は
じ
め
て
神
前
結
婚
式
を
挙
行
し
た
‐
こ
の

｛

国家神道（岩波新山寄
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Ｑ

の
ち
神
前
轄
選
ば
、
岡
鮒
化
さ
れ
た
彰
式
で
広
く
異
閤
に
普
及
Ｌ
、
日
大
古
楽
の
‐繕
輯
形
式
か
の
き
ぅ

に
す
ら
受
け
′
こ
ら
れ
て
、
国
民
の
；王
活
に
定
着
し
た
－

　

柿
前
超
樹
式
は
、
国
家
の
祭
記
－．；
の
る
は
ず

の
，神
社
の
た
て
ま
え
か
ら
い
え
ば
、
明
ら
か
に
鞘
禁
鰭
の

宗
教
儀
礼
で
あ
っ‐た
が
、
皇
太
子
の
号
織
断
を
醍
と
す
る
神
前
糖
霜
式
の
普
及
は
、
天
皇
と
神
社
と
国
民

Ｌ
」
の
結
び
つ
き
を
麟
め
る
う
え
で
、
大
き
な
籍
業
を
も
た
‐マ
ーた
，
国
家
神
道
ド
ニ
ビ
、
キ
リ
ス
ト
教
に

劇
緯
さ
れ
て
翻
案
き
れ
た
油
キ
週
儀
礼
で
あ
る
糊
豆
別
結
婚
式
の
み
．が
、
）
‐こ
り
国
民
の
霊
活
に
特
製
Ｌ
慨

キ
曇
る
・Ｌ
た
と
い
う
事
実
は
、
間
家
神
道
の
本
来
分
国
家
的
救
詰
的
儀
礼
に
た
い
す
る
国
民
の
関
心
“

稀
薄
さ
と
、
あ
ざ
や
か
な
対
箱
考
量
；
；
・
い
ろ

圏家神道（岩波新奇
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５

　

夫
室

制

下

の
創
建

神

社

　　　　　　　　　　　　

ご

　

し
さ

　

；

　

＊

神
社
の
改
変
と
創
建

　

国
家
神
道
の
も
シ
ニ
ビ
、
政
府
は
多
数
の
神
社
を
新
た
に
創
建
し
た
。
国
家
神
道
は
、

一
九
世
紀
な
か

ば
も
費
・
に
成
立
Ｌ
て
い
た
多
様
な
系
統
の
神
社
を
、
天
賦
崇
拝
寿
主
軸
に
再
編
成
し
た
が
、
も
と
よ
り

国
家
神
道
の
思
想
一．～適
合
す
る
神
社
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
か
ら
、
ま
ず
箱

に
、
伊
勢
－神
宮
を
は

じ
め
神
社
そ
の
も
の
の
内
容
を
人
為
的
に
改
変
ｆ
こ
与
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

　

こ
栂
神
社
勢
改
変
ル
：
醒

行
１
二
し
、
国
家
構
方
は
、
国
家
神
道
の
思
想
に
立
つ
神
社
を
つ
ぎ

つ
ぎ
に
創
建
Ｌ
て
、
国
家
神
道
の
既

成
事
実
を
つ
く
り
あ
げ
た

　

こ
う
Ｌ
て
、
璽
浩
維
新
か
ら
太
平
洋
戦
争
の
敗
戦
に
い
た
る
約
八
〇
年
間

に
、
神
社
神
道
は
歴
史
的
伝
統
と
は
異
質
な
新
た
な
要
素
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
；
こ
れ
ら
の
剛
強

神
社
の
‘主
力
を
な
す
少
数
の
大
神
社
種
、
全
神
社
の
首
潔
を
占
め
る
萄
力
な
地
位
浄
勇
んへ
え
ら
れ
た
，

漸
Ｌ
い
国
家
宗
教
に
は
、
そ
の
教
義
に
見
あ
う
新
し
い
宗
教
施
設
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
国
家
は
そ
れ

ら
の
宗
教
施
設
を
、
形
式
の
う
え
で
は
可
能
な
限
り
古
く
襲
い
、
神
社
の
伝
統
Ｌ
み
断
絶
を
意
図
的
に

埋
め
る
嵩
心
を
払
わ
聴
ば
な
ら
な
か
っ
た

腫家神道（岩波新笥

創
建
神
社
の
四
系
統

　

天
皇
制
下
の
創
建
神
社
に
は
、
数
は
少
な
い
が
、
き
わ
め
て
社
格
の
高
い
有
力
神
社
が
あ
っ
て
、
国

家
神
道
の
教
義
を
代
表
テ
ニ
Ｌ
い
た
‘

　

こ
れ
ら
の
神
社
は
、
国
家
権
力
に
よ
る
神
社
網
建
の
ね
ら
い
を
示

す
も
の
で
あ
り
、
大
滋
し
て
、
つ
ぎ
の
四
系
統
に
分
け
る
こ
と
が
『窓
ご
ろ
‘

　　

＝

）

近
代
芙
整
調
園

家
の
た
め
の
戦
没
者
を
氾
る
神
社

｛靖
国
神
社
、
梢
魂
斡
・護
国
神
社
｝

　

｛一
二

南
北
朝
時
代
の
南
朝
方

「忠
臣
」
を
肥
る
‐神
社

傘
憐瑚
神
社
、
劃
部
野
神
社
等
｝

　

｛三
）

天
皇
、
皇
族
を
肥
る
神
社

｛橿
原
神
宮
、

平
安
神
宮
、
噂
橋
神
富
淳
一

　

｛四
）
植
民
地
、
占
領
地
に
創
建
さ
れ
た
神
社

　

｛朝
鮮
神
宮
、
理
園
神
料

　

昭

南
神
社
等
「

　

そ
の
他
、
国
家
神
道
の
普
及
を
魁
的
と
Ｌ
て
、
全
国
各
地
に
、
ア
マ
テ
ラ

ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
を
祭
神
と

す
る
神
社
と
逓
拝
殿
が
建
て
ら
れ
た
，
ま
た
、
囲
家
神
道
の
教
養
か
ら
い
え
ば
二
義
的
で
あ
る
が
、
特

定
の
人
物
の
霊
を
棒
と
し
て
罷
る
伝
統
に
沿
い
、
し
か
も
政
治
的
な
鞄
巣
を
考
慮
Ｌ
て
創
建
さ
れ
た
、

さ
と夢
ご
ま
な
系
統
の
多
数
の
神
社
が
あ
っ
た
，
こ
れ
ら
鱒
神
社
は
、
社
格
も
比
較
的
低
い
も
の
が
多
く
、

地
方
的
な
崇
敬
の
対
象
と
さ
れ
た
神
社
も
・か
く
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
主
要
な
系
列
に
は
、
勤
王
を
基
準

『

に
武
将
、
橋
打
者
等
を
叱
っ
た
津
勲
神
社

｛離
州
信
長
）、
豊
国
神
社

尊
臣
秀
吉
）、
豊
栄
神
社

｛毛
利

元
就
Ｖ
等
、
江
戸
時
代
の
藩
主
を
肥
っ
た
神
社
、
国
学
、
水
戸
学
等
の
関
係
者
を
配
っ
た
本
暦
神
社

軍
属
宣
長
）、
弥
富
神
社
｛￥
旧
篤
胤
、
佐
藤
信
灘
｝
等
、
明
瀞
維
新
の
志
士
や
維
新
政
府
の
功
臣
を

肥
っ
た
松
陰
神
社

｛吉
田
松
陰
）、
製
本
神
社

会
条
美
方
、
三
炎
実
美
一

　

等
、
軍
神
を
罷
っ
た
乃
木
神
社

｛乃
木
希
典
）
、
東
郷
神
社

｛東
郷
平
八
郎
）
等
、
義
人
や
公
共
に
貞
献
Ｌ
た
人
物
を
鵡
っ
た
赤
穂
大
石
神

社

実
行
菱
樵
以
下
四
十
北
に
｝、
小
酬
嫌
報
徳
二
宮
神
社

（一・奮
尊
徳
）、
貞
醍
滋
糾民
社

毎
由
細
腕
－
等



が
あ
‐っ
た
．
さ
ら
に
、
数
紙
神
道
の
‐各
宗
教
が
創
建
し
た
神
社
と
し
て
、
宗
忠
神
社

竜
－住
教
）、
非

た
神
社

　

愛

敬
一

　

等
が
あ
っ
た
．

　

こ
れ
ら
の
神
社
の
な
か
に
総
、
織
田
信
長
学
理
ろ
副
諸
富
幣
社
鴇
興
神
社
、
豊
臣
秀
吉
を
肥
る
同
豊

獅
神
社
の
よ
テ
に
、
維
新
当
初
、
東
照
宮
の
宗
教
的
縮
駿
を
低
め
る
目
的
で
網
遼
さ
れ
、
高
い
社
格
を

逝
た
え
ら
れ
た
例
外
的
な
事
例
も
あ
っ
た
か
、
全
体
と
し
て
は
、
村
社
、
無
椿
社
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ

た
、
政
府
は
、
神
社
行
政
師
薙
立
後
は
、
遥
拝
所
も
ふ
く
め
て
、
．
戦
国
蛭
お
自
主
的
に
神
社
を
鋼
雄

す
る
４
ご
さ
を
抑
止
す
る
方
針
を
と
っ
た
か
ら
、
；
救
う
の
ド
級
割
建
神
社
狩
な
か
に
は
、
か
る
？
じ

て
国
家
の
宗
魂

よ
の
る
神
社
の
地
龍
を
獲
得
し
た
神
社
も
少
な
く
な
か
っ
た

７９も

摺
魂
社
か
ら
靖
国
神
社
へ

　

割
塾
神
社
鋤
主
力
キ
エ
サ
す
四
系
統
の
ひ
と
つ
を
占
爵
る
靖
国
神
社
、
護
国
沖
社
の
糸
範
は
、
天
皇
崇

拝
と
軍
国
主
義
の
結
論
を
特
徴
と
し
て
い
た
。
靖
国
神
社
の
起
源
獣
、

一
へ
六
九
年

（明
治
－－｝

　

六
月
、

東
京
九
段
の
昭
安
台
に
創
建
さ
れ
た
招
魂
社
で
あ
る
‘

　

明
治
維
新
の
内
職
に
さ
い
し
て
、
天
皇
堰
側
で

は
、
大
資
長
靴
闘
の
た
び
に
、
自
軍
戦
没
者
の
精
魂
寮
を
富
ん
だ
が
、
一
＆
六
八
年
｛壕
憲
四
一

　

五
月
、

太
政
官
擬
音
に
よ
っ
て
、
東
部
東
山
に
社
殿
を
設
け
、
器
永
去
年
以
来
の
国
事
殉
難
者
と
鳥
羽
決
見
識

葡
の
戦
没
者
の
盤
を
神
と
ヨ
ニ
」
縦
っ
た
，
各
溝
で
も
、
こ
れ
に
倣
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
摺
魂
場
キ
設
け
る
よ

う
に
な
っ
た

　

東
京
歯
都
と
と
も
に
、
東
京
に
全
国
的
な
規
梯
の
僻
桃
社
を
新
設
す
る
こ
と
に
な
り
、

陸
軍
の
創
設
者
「ょ
の
ら
犬
村
益
次
郎
を
中
心
に
糊
建
が
具
体
化
し
た
‐
社
地
は
、
皇
居
を
鏡
議
す
る
意

味
か
ら
＼

　

蒙
東
殿
の
乾
‐島
鰐
擬
す
る
岡
安
台
が
選
ば
れ
、
鳥
羽
伏
見
戦
券
ふ

ら
函
飾
戦
争
に
い
た
ろ
夫

謎
軍
側
の
戦
没
者
三
荘
八
人
名
が
なれ記
さ
れ
た
。
招
魂
社
の
呪

師
搬
）
に
は
、
遠
州
赤
心
隊
等
の
勤

下
詞
官
の
武
装
神
職
団
が
採
用
さ
れ
た
‘

　

網
建
の
翌
々
月
、
剥
治
天
皇
は
、
祭
肥
料
等
と
し
て
社
領

一

万
石
を
あ
た
え
た
。
こ
れ
は
伊
勢
神
宮
に
次
ぐ
擾
選
で
あ
っ
た
か
、
実
際
に
は
新
政
府
が
肘
政
鞭
の
た

め
、
当
分
、
五
千
石
は
返
ー
ｒ
二
・、
五
千
穏
で
蟹
魂
か
帯
＝む
こ
Ｌ
に
」
な
っ
た
．

　

繋
魂
社
で
は
、
旧
来
の
神
濡
息
の
葬
祭
を
は
な
れ
た
、
独
白
の
慰
霊
の
形
式
と
し
て
、
御
霊
信
仰
系

統
の
形
式
を
採
用
し
た

　

一
人
七
回
年

｛明
治
ヒ
）
一
理
の
大
祭
に
は
、
は
じ
め
て
明
治
天
皇
が
参
拝

し
た
が
、
国
民
の
‐霊
を
馨
る
神
社
に
天
扇
が
参
拝
す
る
こ
と
は
前
例
が
な
く
、
こ
の
親
拝
は
戦
没
者
に

た
い
す
る
破
格
の
処
遇
キ
』
風
味
Ｌ
た
。
塾
霊
た

は
、
東
山
精
魂
社
に
縄
る
窓
を
招
魂
社
に
台
寵
し
、
こ

の
の
ち
順
次
、
各
地
の
招
魂
社
に
纏
る
盤
キ
人
口寵
１
二
＼

　

中
央
の
招
魂
社
と
１
二
±
の
実
姉
を
つ
く
っ
て

い
っ
た
。

靖
国
神
社
と
護
国
神
社

　

一
八
七
九
態

（明
治
こ
・－

　

六
月
、
悟
魂
社
は
靖
国
神
社
と
改
称
し
、
別
格
官
幣
社
の
社
格
を
あ
た

え
ら
れ
た
，
こ
の
列
格
に
よ
っ
て
、
靖
蘭
神
社
は
国
家
神
道
の
重
要
な

一
支
柱
と
１
ニ
Ｌ
位
置
づ
け
ら
れ

た

　

端
国
神
社
は
、
創
建
の
謡
瀞
か
ら
、
当
初
、
軍
務
富
が
管
轄
Ｌ
、
の
ち
、
内
務
省
、
内
務

・
隆

・

章帯ミきみ繕える至で］お



自家薄遇す寿波旨霊－

海
軍
省
の
共
同
管
轄
を
経
て
、
際
、
海
軍
省
所
管
の
神
社
と
な
っ
た
‘

　

祭
典
の
き
い
は
、
祭
主
は
陸
、

海
軍
将
富
が
つ
と
め
、
選
、
海
軍
省
が
任
命
し
た
宮
司
は
、
歪
主
の
代
理
者
で
あ
っ
た
．
靖
国
神
社
の

警
護
に
”著
憲
兵
が
為
た
すり
な
ど
、
靖
国
神
社
は
、
名
実
と
も
に
軍
の
宗
教
施
設
で
あ
り
、
一
般
の
神
社

行
政
の
枠
外
に
お
か
れ
た

　

蛸
園
神
社
は
、
夫
陶
土
の
名
に
よ
る
軽
量
な
る
戦
争
ご
と
に
戦
没
者
夢
み
□瀧

Ｌ
て
発
展
を
っ
づ
‐け
、
そ
の
祭
神
は
、

，
九
四
二
年

昭
和
一
ヒ
）
に
は
二
三
万
八
千
余
、
太
平
洋
戦

争
‘の
敗
戦
時
に
は
一
三
（し
万
を
こ
え
た
．

　

靖
園
神
社
舛
祭
就
球
、
春
秋
の
劉
大
祭
と
、
新
祭
神
命
認
め
た
め
櫛
臨
時
大
祭
導
ふ
１心
と
ｉ
二
・
い
た

社
殿
‐に
は
、
沖
体
の
議
、
獅
と
と
も
に
、
舎
醜
者
の
氏
名
等
を
記
し
た
釜
雨
鱒
が
お
か
れ
た
‘

　

社
殿
に

は
、
精
魂
斎
庭
と
よ
ぶ
砂
を
敷
き
つ
め
竹
垣
で
囲
ん
だ
聖
域
が
あ
っ
て
、
倉
犯
の
き
い
は
こ
こ
に
板
殴

キ
雪
敵
け
‐て
招
魂
の
祭
巌
が
行
わ
れ
た

　

こ
鴻
．祭
儀
は
、
深
夜
手
前
二
時
に
、
閑
中
で
営
ま
れ
、
天
か
ら

馨
る
緒
祭
神
の
神
霊
キ
迎
え
、
本
鴎
に
鎮
め
る
儀
式
で
あ
っ
た
．

　

靖
国
神
社
は
、
戦
没
者
キ
墨
‐国
の
炎
盤
と
し
て
犯
り
、
天
皇
の
参
拝
と
い
う

「裸
選
」
夢
；
の
た
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
．
繊
争
の
た
び
に
、
国
民
の
間
に
夫
怠
業
様
と
軍
間
主
義
わ
ふ
ロ及
さ
せ
る
う
え
で
、
色

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　
　

犬
な
役
割
を
巣
Ｌ
た
‘

　

靖
国
神
社
の
祭
能
は
、
非
業
の
死
を
と
げ
た
者
の
霊
を
神
と
し
て
肥
り
、
そ
の

渡
磁
ゎ
轟撰
ぬ
る
と
い
う
、
な
浄
い
伝
統
を
も
つ
鐸
雲
信
仰
を
う
け
う

い
で
お
り
、
さ
ら
に
こ
れ
と
天
皇

崇
拝
を
直
話
す
る
構
遜
を
も
っ
て
い
た
‘

　

Ｌ
か
Ｌ
、
靖
国
神
社
に
お
い
て
は
、
国
民
の
宗
教
意
識
に
定

歯
Ｌ
て
き
た
慰
霊
の
伝
統
に
、
本
薗
的
な
改
変
が
加
え
ら
れ
て
い
た

　

封
建
社
会
以
前
の
日
本
で
は
、

戦
乱
に
た
お
れ
た
者
は
、
敵
球
方
の
区
珊
な
く
供
養
Ｌ
、
そ
の
霊
を
綴
め
鎮
め
る
と
い
う
伝
統
が
赤
．っ

た
．
Ｌ
＊
し
靖
国
神
社
の
原
理
毒
、
列
格
好
さ
い
の
探
文
に

　

ｒ
ニ
ー
明
治
定
年
と
き
か
年
よ
り
以
降
、

内
外
の
謹
の
荒
振
る
竃
等
を
討
罰
め
、
服
は
ぬ
人
キ
ニ
言
和
ー
払
神
沸時
に
、
汝
命
等
の
、
赤
き
直
ョ
音
“心

を
以
て
、
家
を
忘
れ
身
を
郷
ち
て
、
各
も
各
も
死
亡
に
し
真
の
大
き
高
き
勲
功
に
散
り
て
し
、
天
皇
国

宝
は
麦
園
と
知
食
ず
事
ぞ
と
思
食
言
…
：
．」
と
あ
る
よ
う
に
、
幕
府
軍
閲
卵
戦
没
者
や
警
醒
の
兵
士
等
、

ｅＣ誓

天
皇
の
“
「敵

一

　

の
死
に
は

，
醜
を
も
あ
た
え
な
い
と
い
う
イ
ン
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
発
想
に
迩
っ
て
い
た
，

靖
週
の

　

一国

ー

　

は
、
ど
こ
も
二
に
も
、
大
ｎ
本
帝
国
の
こ
と
（士
の
り
、
天
皇

へ
の
忠
誠
の
み
が
、
い
っ
さ

い
の
価
値
の
塊
華
で
あ
っ
た

　

戦
没
者
は
、
夫
塾
の
た
め
‐に
死
ぬ
こ
Ｌ
に
－よ
っ
て
、
生
前
の
所
行
の
是

非
善
悪
と
ば
｛比
金
に
無
関
係
に
、
神
と
Ｌ
て
叱
ら
れ
、
国
家
は
国
民
に
た
い
Ｌ
て
、
こ
の
、神
々
を
礼
拝

す
る
こ
シ
を
強
制
「
；
を

　

指
国
掠
社
様
柿
へ
の
礼
拝
の
強
制
に
た
い
「
二
＼

　

大
正
期
に
吉
野
作
遊
ら
は
、

国
民
の
道
徳
澱
み
混
乱
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
Ｌ
、
国
靴
主
義
者
た
ち
の
は
げ
し
い
反
撃
を
う
け

た

；
れ
は
、
靖
国
神
社
の
構
造
そ
の
も
の
．が
は
ら
ん
で
い
る
矛
盾
の
・現
わ
れ
で
あ
っ
』下

　

谷
地
の
招
魂
社
は
、
事
喪
主
の
靖
国
神
社
の
地
方
的
分
社
と
し
て
整
備
さ
れ
、

－
九
ロ
ー
年

（明
治

－ュ
四
）
に
は
、
国
費
で
維
持
き
れ
る
富
祭
撰
魂
社

一
Ｃ
五
社
が
｝蔓
ん
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
ほ
か
に
三
Ｃ

余
社
の
弘
祭
招
魂
社
が
あ
っ
た
．
日
中
戦
争
下
第
一
丸
三
九
年

　

鯖
和
一
灘
〕
三
月
、
精
魂
社
を
護
国

神
社
と
改
称
Ｌ
、
道
府
県
あ
た
り
各
一
社
を
指
定
護
国
神
社
、
他
を
指
定
外
護
国
神
社
と
し
た
。
指
定

謎
園
神
社
は
「
西
村
で
、
府
県
社
に
進
じ
、
指
定
外
糖
八
三
社
で
村
社
に
難
じ
た

　

指
定
護
国
神
社
は
、

章を選－ふ職えるまでヨクナ



師
団
所
在
地
等
、
陸
、
海
軍
の
関
係
地
に
設
け
ら
れ
た
鐙
魂
社
が
多
か
っ
た

禦飛娠通す肴激語．署）

南
朝
の
忠
臣
を
能
る
神
社

　

創
建
神
社
の
一
系
統
を
占
め
る
、
い
わ
ゆ
る
南
朝
の
忠
臣
を
犯
る
神
社
は
、
明
治
前
半
を
中
心
に
、

集
中
的
に
鋼
建
さ
れ
た

　

一
九

－

　

－
年

頃
治
四
四
｝

　

に
は
、
帝
国
議
会
で
南
北
朝
の
正
閥
が
問
題
と

な
っ
た
が
、
政
府
の
立
襲
ば
、
縦
断
当
初
以
来
、

一
貫
き
二
・南
朝
を
正
統
と
す
る
大
義
名
分
論
で
あ
り
、

南
朝
関
係
の
神
社
割
蓮
は
、
こ
の
立
場
の
灘
認
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　
　　
　　　

　

‐不
“
関
係
の
創
球
神
社
に
は
、
後
醍
醐
天
皇
を
紐
る
吉
野
神
宮

｛富
幣
大
辻
｝
を
は
じ
め
、
調
良
硯

王

｛富
幣
中
社
・
鎌
倉
宮
）、
競
貝
瀬
王

｛関
・井
伊
客
寓
）、
懐
良
綴
王

（同
・
八
代
宮
）、
尊
良
親
王
と

恒
良
親
王
｛同
・
金
崎
宮
）
等
の
、
天
皇
、
豊
藤
キ
云
準棒
と
す
る
柿
靴
も
．が
く
ま
れ
て
い
た
．
い
わ
ゅ

る
忠
臣
の
神
社
は
、
別
諸
富
幣
社
が
－
へぜ
桂
に
の
ぼ
り
、
さ
ら
に
低
い
社
格
の
神
社
が
各
地
に
つ
く
ら

れ
た
。
そ
の
主
要
な
も
の
に
は
、
楠
正
成
の
湊
川
神
社
、
輔
泡
武
時

一
族
の
鞄
池
神
社
、
新
岡
義
貞
の

藤
島
神
社
、
北
畠
観
一碧
一
族
の
阿
部
野
神
社
と
霊
山
神
樵
等
が
あ
る
‘

　

明
治
前
柵
の
国
家
神
道
の
形
成

期
に
、
政
府
櫛
手
で
南
朝
調
係
の
神
社
が
あ
い
つ
い
で
割
樫
さ
れ
た
背
景
に
は
、
天
皇
へ
の
忠
誠
心
を

国
民
の
園
に
定
着
さ
せ
ろ
う
え
で
、
南
朝
の
忠
臣
の
行
実
を
典
型
と
Ｌ
て
ク
ロ
ー
ズ

・
ア
ップ
す
る
；

と
が
、
脚
民
教
化
上
、
き
わ
め
て
獅
効
だ
と
み
る
政
府
の
判
断
が
あ
っ
た

　

こ
れ
ら
の
神
社
の
う
ち
、
も
っ
と
も
早
く
成
立
し
、
そ
の
代
表
的
な
存
在
と
な
っ
た
の
は
、
神
戸
の

霧
鯛
神
社
で
あ
っ
た

　

湊
川
神
社
の
創
建
は
、
王
政
筒
古
直
後
の
一
人
六
八
年

（慶
応
態

　

四
月
、
明

治
天
皇
か
ら
出
た
楠
建
造
営
め
沙
汰
に
始
ま
ろ
‘

　

こ
の
沙
汰
は
、
神
社
関
係
『こ
げ
、
祭
政
一
致
の
布
告

後
に
行
わ
れ
た
最
初
の
譜
議
で
あ
う
た
．

　

楠
社
造
営
の
太
政
富
達
に
は

「大
政
更
新
之
析
柄
、
表
忠
之
盛
典
被
為
行
、
天
下
之
忠
臣
孝
了
ヲ
勧

奨
被
避
候
ニ
付
そ
ハ
、
楠
贈
正
一－．位
中
将
正
成
楢
忠
節
湊
共
助
兜
万
世
二
樽
キ
、
真
二
手
議
之
一
人
、

臣
子
之
亀
鑑
二
候
故
、
今
般
神
号
ヲ
追
認
シ
社
増
造
営
披
遊
慶
恩
食
二
候
二
：
：
”
と
あ
っ
て
、
割
建

の
目
的
を
明
示
し
て
い
た

　

造
営
は
兵
蝉
県
に
委
任
さ
れ
、
造
営
料
と
し
て
明
治
天
皇
か
ら
金
三
千
両

が
あ
た
え
ら
れ
た
ほ
か
、
政
府
の
高
官
、
泌
知
灘
、
民
間
人
等
か
ら
金
品
や
土
地
の
献
納
が
行
わ
れ
た

．
八
七
二
年

｛明
治
五
）
五
月
、
造
営
が
成
り
、
社
号
を
湊
川
神
社
と
し
、
閣
椿
腐
幣
誠
に
列
格
き
れ

た

も
と
も
と
、
古
代
国
家
以
来
好
神
祇
制
度
に
は
、
大
中
小
の
富
常
社
、
園
鰭
社
は
あ
っ
た
か
、
溺

格
官
需
社
の
社
格
は
、
湊
鴎
神
社
の
割
理
に
あ
た
っ
て
、
新
た
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

　

官
幣
社

は
、
神
祇
官
、
の
ち
に
は
宮
内
省
が
幣
吊
を
供
進
す
る
高
位
の
神
社
で
あ
る
が
、
「臣
下
」
を
祭
神
と

す
る
新
規
創
建
の
神
社
の
場
合
は
、
政
治
的
に
と
く
に
車
視
す
る
必
要
が
あ
っ
て
も
、
従
来
の
官
社
の

い
ず
れ
に
も
刊
格
Ｌ
に
く
い
た
め
、
別
格
富
幣
社
と
い
う
新
社
酪
を
考
え
だ
し
た
わ
け
で
あ
る
、

　

福
井
の
議
院
神
社
は
、

八
七
〇
年

｛縄
治
憲

　

に
新
田
義
貞
・の
戦
没
地
に
扇
が
逢
立
き
れ
、

一
人

七
六
年

（明
治
九
）
に
は
社
号
を
あ
た
え
ら
れ
て
、
副
洛
官
常
社
に
列
せ
ら
れ
た

熊
本
県
潔
府
の
菊

池
神
社
は
、
朝
廷
窮
命
を
う
け
搾二

人
七
〇
年

興^
ぬ雪
二

　

に
菊
池
城
量
に
社
殿
が
造
営
さ
れ
た
の
が

自転狭み惑えるまで「お
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大
江
志
乃
夫
証
人
調
書

工

（第
五
回
ｕ
弊

◎

宣
誓
そ

の
他
の

状
況

住

　

所

職

　

業

年

　

齢

氏

　

名

期

　

日

証

　　

人

　　

調

　　

書

　　　　

藍
理
智
理
娼
顕
き

裁
判
長
は
、
宣
誓

の
趣
旨
を
告
げ
、
証
人
が
う
そ
を
い

っ
た
場
合
の
罰
を
注
意
し
、

別
紙
宣
誓
書
を
読
み
あ
げ
さ
せ
て
そ
の
誓
い
を
さ
せ
た
。

茨
城
県
勝
田
市
武
田
九
四
二

茨
城
大
学
教
授

昭
和
三
年
ニ
月
八
日
生

大

　

江

　

志
乃
夫

平
成
三
年
二
月

一

　

三
日

　

午
前

一
〇
時
０
０
分

Ｐ

　　

ト
ー．－
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つ
け
ま
し
た
け
ど
、
そ
の
ほ
か
に
も
ま
だ
ミ
ス
が
ご
ざ
い
ま
す
。

－０
、
六
六
号
証
の
未
尾
に
本
文
正
誤
表
と
い
う
こ
と
で
添
付
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
以
外
に
も
誤
り
が
あ
っ
た
と

　　

い
う
こ
と
で
す
ね
。

（速
記
録
末
尾
添
付
正
誤
表
を
示
す
）

＝
、
こ
こ
に
ぺ
１
ジ
数
と
行
と
、
そ
れ
か
ら
誤
っ
て
お
る
部
分
、
正
し
い
部
分
と
い
う
こ
と
で
書
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、

　　

こ
ち
ら
に
記
載
さ
れ
て
お
る
と
お
り
の
誤
り
が
あ
っ
た
と
。
そ
し
て
こ
れ
を
正
し
く
直
し
た
と
い
う
も
の
は
、
こ

　　

れ
で
し
ょ
う
か
。

一
二
、
こ
れ
を
先
生
の
調
書
に
添
付
す
る
と
い
う
こ
と
に
か
え
さ
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
れ
で
は
こ
れ
か
ら
本
件
各
支

　　

出
の
宗
教
的
な
意
繊
と
そ
の
社
会
的
な
意
味
と
い
う
ふ
う
な
問
題
に
つ
い
て
お
尋
ね
い
た
し
ま
す
が
、
そ
の
前
提

　　

と
い
た
し
ま
し
て
、
靖
国
神
社
と
か
、
あ
る
い
は
護
国
神
社
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
ふ
う
な
こ

　　

と
を
、
こ
れ
か
ら
お
聞
き
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
詳
し
く
は
甲
三
九
号
証
の
岩
波
新
書
の

「靖
国
神
社
」

　　

に
記
載
が
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
簡
単
に
お
答
え
い
た
だ
け
れ
ぱ
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
一
つ
に
は
靖
国
神
社
が

　　

ど
の
よ
う
な
沿
革
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
こ
れ
を
簡
単
に
御
説
明
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

　　　　

非
常
に
簡
単
に
は
意
見
書
の
四
ペ
ー
ジ
か
ら
七
ペ
ー
ジ
ま
で
に
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
が
、
靖
国
神
社
は
そ
の

　　　　

前
身
、
こ
れ
は
東
京
招
魂
社
、
こ
れ
は
明
治
二
年
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
の
政
府
の
制
度
で
い
い
ま
す

　　　　

と
、
軍
務
官
、
兵
部
省
と
そ
れ
か
ら
陸
軍
省

・
海
軍
省
と
い
う
官
庁
の
変
化
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
う
い
っ
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た
軍
事
を
司
る
省
の
管
轄
下
に
一
貫
し
て
敗
戦
ま
で
置
か
れ
て
お
り
ま
す
。

一
八
七
九
年
、
明
治

柵

　

一一年
に

　　　　

東
京
招
魂
社
が
靖
国
神
社
と
名
を
改
め
ま
し
て
、
そ
し
て
政
府
の
定
め
た
社
格
制
度
の
下
で
、
別
格
官
幣
社

　　　　

に
な
り
ま
す
。
で
、
こ
の
と
き
に
官
幣
社
、
国
幣
社
を
管
轄
す
る
内
務
省
が
管
轄
庁
の
中
に
参
加
し
ま
す
け

　　　　

れ
ど
も
、
明
治
二
〇
年
、

一
八
八
七
年
に
再
び
陸
軍
省

・
海
軍
省
の
管
轄
に
な
り
ま
し
て
、
つ
ま
り
内
務
省

　　　　

が
排
除
さ
れ
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
昭
和
二
〇
年
、

胴
九
四
五
年
の
敗
戦
ま
で
に
至
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
他
の

　　　　

す
べ
て
の
神
社
と
非
常
に
性
格
を
異
に
し
て
お
り
ま
し
て
、
創
設
依
頼

一
貫
し
て
軍
事
官
庁
の
管
轄
下
に
置

　　　　

か
れ
た
神
社
と
い
う
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

榊

　

つ
大
き
な
、
制
度
の
面
で
は
大
き
な
特
徴
だ

　　　　

と
思
い
ま
す
。
で
、
こ
の
軍
事
官
庁
の
管
轄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
特
に
靖
国
神
社
の
祭
神
が
、

　　　　

ま
ず
第

一
に
祭
神
の
資
格
が
戦
没
者
で
あ
る
こ
と
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
か
ら
第
二
に
そ
の
要
件
と
し
て
は
、

　　　　

軍
人
、
軍
属
、
そ
れ
か
ら
こ
れ
に
準
ず
る
者
、
そ
れ
か
ら
そ
の
他
具
体
的
に
定
め
ら
れ
た
者
と
い
う
形
で
戦

　　　　

没
軍
人
を
祭
神
と
し
て
ま
つ
る
と
い
う
性
格
の
神
社
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
軍
事
官
庁
の
管
轄
の
下

　　　　

に
置
か
れ
て
い
た
と
、
こ
れ
が
祭
神
の
特
性
で
あ
り
ま
す
ね
。

一
三
、
次
に
各
県
に
は
護
国
神
社
と
い
う
も
の
が
設
置
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
護
国
神
社
の
沿
革
と
い
う
も

　　

の
は
、
こ
れ
も
簡
単
に
説
明
し
て
い
た
だ
く
と
ど
う
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。

　　　　

護
国
神
社
は
そ
の
前
身
は
地
方
招
魂
社
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
最
初
は
廃
藩
置
県
の
前
の
各
藩
で
建
て
た

　　　　

り
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
そ
の
中
に
特
に
政
府
が
援
助
す
る
、
い
わ
ゆ
る
官
制
招

　　　　

魂
社
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
が
後
に
指
定
護
国
神
社
、
そ
の
中
か
ら
指
定
護
国
神
社
と
い
う

　　　　

形
で
現
在
の
都
道
府
県
の
護
国
神
社
が
成
立
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
管
轄
は
、
最
初
は
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教
部
省
、
数
部
省
が
廃
止
さ
れ
た
後
は
内
務
省
と
い
う
こ
と
で
、
ほ
か
の
一
般
の
神
社
と
同
じ
よ
う
に
内
務

省
の
管
轄
の
下
に
置
か
れ
て
お
り
ま
す
。
で
、
一
九
三
九
年
、
昭
和
一
四
年
の
内
務
省
令
で
「招
魂
社
を
護

因
神
社
と
改
称
の
件
」、
そ
れ
か
ら
内
務
省
告
示
「社
司
を
置
く
護
国
神
社
の
指
定
に
関
す
る
件
」
と
い
う
こ

と
で
、
指
定
護
国
神
社
と
い
う
も
の
が
成
立
を
し
ま
し
た
。
愛
媛
県
の
場
合
で
い
う
と
、
愛
媛
県
護
国
神
社
、

愛
媛
県
松
山
市
新
立
町
一
丁
目
と
い
う
指
定
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
護
国
神
社
も
、
一
般
の
、
そ

の
社
格
は
府
県
社
並
み
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
法
令
を
見
ま
す
と
、
こ
れ
は
府
県
社
、
例
え
ば
明
治
二
七

年
、
一
八
九
四
年
の
勅
令
第
二
二
号
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
「府
県
社
及
び
郷
社
並
に
内
務
大
臣
の
指
定

す
る
護
国
神
社
」、
こ
れ
は
当
時
は
招
魂
社
と
い
う
名
称
で
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
後
に
護
国
神
社
と

自
然
に
改
め
ら
れ
て
お
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
「護
国
神
社
に
左
の
神
職
を
置
く
」
と
い
う
こ
と
で
、
必
ず
府

県
社
と
は
別
に
護
国
神
社
と
い
う
の
が
特
記
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
点
で
一
般
の
神
社
と
は
扱
い
が
異

な
っ
て
い
る
と
、
法
令
上
も
扱
い
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
。
そ
の
点
で
は
内
務
省
の
管

轄
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
般
の
神
社
と
は
法
令
上
の
扱
い
を
異
に
し
て
い
る
神
社
と
い
う
こ
と
が
い

え
る
と
思
い
ま
す
。
で
、
護
国
神
社
の
祭
神
は
こ
れ
は
靖
国
神
社
の
祭
神
と
い
う
こ
と
に
定
め
ら
れ
て
お
り

ま
す
。
で
、
大
体
に
お
い
て
そ
の
道
府
県
出
身
者
で
、
靖
国
神
社
の
祭
神
で
あ
る
者
、
あ
る
い
は
例
外
的
に

そ
の
道
府
県
内
の
軍
隊
に
所
属
し
て
い
た
戦
没
者
を
祭
神
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
で
、

た
だ
、
幕
末
明
治
維
新
期
の
い
わ
ゆ
る
殉
難
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
既
に
、
こ
う
い
っ
た
護
国
神
社
制
度

が
で
き
る
前
に
地
方
招
魂
社
の
祭
神
と
し
て
ま
つ
ら
れ
て
い
た
人
で
、
靖
国
神
社
の
祭
神
に
な
っ
て
い
な
い

例
外
的
な
存
在
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
般
的
に
は
原
則
と
し
て
は
靖
国
神
社
の
祭
神
が
護
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国
神
社
の
祭
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

一
四
、
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
管
轄
的
に
は
靖
国
神
社
と
護
国
神
社
と
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

　　

祭
神
と
し
て
共
通
を
し
た
祭
神
を
お
ま
つ
り
す
る
と
い
う
ふ
う
な
神
社
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
す
か
ね
。

　　　　

そ

の
と
お
り
で
す
。

一
五
、
先
生
の
意
見
書
の
中
に
も
中
央
の
靖
国
神
社
、
地
方
の
護
国
神
社
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
位
置
づ
け

　　

が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

　　　　

祭
神
、
そ
れ
か
ら
も
う

一

　

つ
、
祭
記
の
形
態
で
す
ね
。
祭
陀
儀
礼
の
形
態
。
こ
の
二
つ
が
護
国
神
社
と
靖
国

　　　　

神
社
に
共
通
し
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
ほ
か
の
神
社
に
は
な
い
特
色
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
中
央
と
地

　　　　

方
と
い
う
関
係
で
と
ら
え
て
も
よ
ろ
し
い
と
思
い
ま
す
。

一
六
、
と
こ
ろ
で
、
日
本
の
場
合
に
は
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
近
代
天
皇
制
が
生
み
出
さ
れ
、
大
日
本
国
憲
法
に
よ
っ
て

　　

そ
の
枠
組
み
が
決
定
さ
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
お
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
敗
戦
ま
で
の
近
代
天
皇
制
が

　　

ど
の
よ
う
な
国
家
形
態
だ
っ
た
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
簡
単
に
御
説
明
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

　　　　

近
代
天
皇
制
と
い
う
の
は
明
治
憲
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、

一

　

つ
は
天
皇
が
統
治
権
を
総
覧
す
る
と

　　　　

い
う
形
で
、
天
皇
が
政
治
的
な
主
権
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

一

　

つ
。
そ
れ
か
ら
も
う

一

　

つ
は
、
特
に
憲
法

　　　　

の
中
に
例
外
的
な
運
用
と
し
て
成
立
し
た
の
が
、
特
に
天
皇
が
軍
隊
を
直
接
に
統
率
を
す
る
と
い
う
軍
の
直

　　　　

接
の
統
帥
権
者
で
あ
っ
た
と
い
う
点
。
そ
れ
か
ら
第
三
番
目
は
、
こ
れ
は
天
皇
が
祭
肥
、
お
祭
り
を
す
る
祭

　　　　

肥
大
権
の
保
有
者
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
、
こ
れ
は
憲
法
に
明
文
上
の
規
定
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

　　　　

戦
前
の
憲
法
学
説
で
は
祭
肥
大
権
と
い
う
こ
と
が
解
釈
と
し
て
確
定
し
て
お
り
ま
し
て
、
い
わ
ゆ
る
天
皇
は
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１

　　

．●．・・．
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大
き
な
効
果
を
持
っ
た
行
事
で
あ
る
。

五
○
、
そ
う
い
た
し
ま
ず
と
、
憲
法
が
定
め
て
お
る
政
教
分
離
の
原
則
か
ら
考
え
て
、
靖
国
神
社
で
行
わ
れ
る
み
た
ま
祭

　　

に
愛
媛
県
知
事
が
献
灯
料
を
出
す
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

　　　　

で
す
か
ら
、
こ
の
み
た
ま
祭
の
目
的
が
今
言

っ
た
よ
う
な
目
的
、
宗
教
目
的
の
い
わ
ゆ
る
靖
国
神
社
の
祭
記

　　　　

の
顕
数
的
側
面
を
持
つ
宗
教
的
祭
肥
で
あ
る
と
。
し
か
も
、
そ
の
一
番
中
心
に
な
る
の
が
こ
の
提
灯
の
掲
示

　　　　

で
あ
る
と
。
そ
の
堤
灯
を
献
納
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
ま
あ
、
靖
国
神
社
祭
記
の
目
的
そ
の
も
の
に

　　　　

直
接
に
奉
仕
を
す
る
と
い
う
意
味
合
い
を
持

っ
て
ま
す
し
、
効
果
と
し
て
は
、
年
間

一
番
多
く
の
参
詣
者
に
、

　　　　

愛
媛
県
が
大
型
献
灯

一

　

つ
を
奉
納
し
て
お
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
る
と
い
う
意
味
で
絶
大
な
効
果
を
発
揮

　　　　

す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す

五
一
、
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
、
本
来
的
に
は
、
愛
媛
県
知
事
が
み
た
ま
祭
に
献
灯
料
を
出
す
行
為
は
、
政
教
分

　　

離
原
則
に
違
反
す
る
と
い
う
ふ
う
な
行
為
に
な
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
ね
。

は
い
、
そ
う
で
す
。

五
二
、
続
き
ま
し
て
、
玉
串
料
の
問
題
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（乙
弟
．．号
証
を
示
す
）

　　

こ
れ
は
、
昭
和
五
六
年
の
四
月
に
靖
国
神
社
社
務
所
名
義
で
愛
媛
県
東
京
事
務
所
長
宛
に
出
さ
れ
た
靖
国
神
社
の

　　

秋
季
例
大
祭
に
関
し
て
玉
串
料
の
お
供
え
を
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
要
請
文
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
文
案

　　

で
は
、
玉
串
料
の
お
供
え
を
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
ふ
う
な
記
載
が
ご
ざ
い
ま
す
。
乙
六
号
証
の
み
た
ま
祭
に
お

　　

け
る
献
灯
に
つ
い
て
は
、
「献
灯
方
お
願
い
」
と
い
う
ふ
う
な
記
載
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
用
語
の
遣
い
方
で

十島
服
勘
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両
者
で
異
な
る
ぶ
ん
が
少
し
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
何
か
意
味
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

　　　　

こ
れ
は
、
実
を
言
い
ま
す
と
、
第

一
審
判
決
は
こ
の
玉
串
料
に
つ
い
て
の
理
解
が
ち
ょ
っ
と
正
確
で
な
い
ん

　　　　

で
は
な
い
か
と
。
今
、
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
献
灯
の
場
合
に
は
、
献
灯
を
お
願
い
す
る
と
い
う
こ

　　　　

と
で
、
そ
の
献
灯
の
代
わ
り
に
お
金
の
形
で
、
大
型
献
灯

一
個
分
の
お
金
を
献
納
す
る
と
い
う
形
に
な
っ
て

　　　　

お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
玉
串
料
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
「玉
串
料
を
お
供
え
い
た
だ
き
た
い
」
と
い
う
こ
と

　　　　

で
、
最
初
か
ら
玉
串
料
と
。
こ
れ
は
、
玉
串
を
お
供
え
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
玉
串
の
代
わ
り
に

　　　　

お
金
の
形
で
奉
納
す
る
ん
で
は
な
し
に
、
靖
国
神
社
の
側
か
ら
、
最
初
に
、
玉
串
料
と
い
う
お
金
の
形
で
お

　　　　

供
え
い
た
だ
き
た
い
と
、
こ
う
い
う
依
頼
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
い
わ
ゆ
る
献
灯
料
と
玉
串
料
と

　　　　

は
非
常
に
性
格
が
異
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

五
三
、
そ
う
い
た
し
ま
ず
と
、
玉
串
料
そ
の
も
の
を
お
供
え
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
は
、
神
社
の
祭
式
に
お
い
て
は

　　

ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

　　　　

こ
れ
は
、
今
言
っ
て
い
る
玉
串
料
と
い
う
の
は
、
戦
前
の
国
家
神
道
時
代
に
言
う
い
わ
ゆ
る
神
の
食
べ
物
、

　　　　

布
、
つ
ま
り
神
僕
幣
席
料
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
で
、
神
綴
幣
宗
料
、
こ
れ
は
、
厳
密
に
は
神
無
料
と
幣
京

　　　　

料
に
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
あ
、
戦
前
の
法
規
で
は
、
多
く
は

一
括
し
て

　　　　

神
僕
幣
宗
料
と
い
う
形
で
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
で
、
具
体
的
に
は
、
国
家
神
道
時
代
の
神
社
の
社
格
は
、
天

　　　　

皇
、
国
、
或
い
は
地
方
団
体
の
ど
の
機
関
が
神
綴
幣
吊
料
を
そ
の
神
社
に
供
進
す
る
か
と
い
う
の
で
神
社
の

　　　　

社
格
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
神
綴
幣
宗
料
と
い
う
の
が
戦
前
の
神
社
制
度
の
一
番
根
本
に
な
っ
て

　　　　

い
た
と
。
し
た
が

っ
て
、
官
幣
社
は
、
官
と
い
う
の
は
天
皇
で
あ
り
ま
し
て
、
官
が
幣
常
料
を
供
進
す
る
神

一４９山〆



社
で
あ
る
と
。
国
幣
社
と
い
う
の
は
、
国
、
政
府
が
幣
宗
料
を
供
進
す
る
神
社
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
位
置

づ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
だ
れ
が
こ
の
弊
吊
料
を
供
進
す
る
か
と
い
う
の
が
そ
の
神
社
の
格
付
け

に
な
っ
て
い
る
と
。
ま
あ
、
こ
う
い
う
神
僕
幣
吊
料
と
い
う
の
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
。

し
た
が

っ
て
、
こ
れ
は
、
当
初
か
ら
神
餓
幣
吊
料
と
い
う
形
で
定
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ

っ
て
、
い
わ
ゆ

る
神
霞
常
泉
に
代
わ

っ
て
お
金
の
形
で
納
め
る
と
い
う
も
の
と
は
違
っ
て
お
り
ま
す
。
と
言
い
ま
す
の
は
、

祭
詑
儀
礼
の
形
式
が
法
規
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
備
え
る
神
綴
で
あ
る
と

か
幣
宗
と
い
う
も
の
の
内
容
は
こ
れ
は
決
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
う
い
っ
た
神
解
や
幣
宗
を
皆
思

い
思
い
に
供
え
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
で
、
定
め
ら
れ
た
神
僕
幣
宗
を
調
達
す
る
の
は
神
社
の

側
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
調
達
す
る
た
め
の
資
金
と
い
う
形
で
神
撰
幣
廉
料
を
納
め
る
と
い
う
の
が
こ
れ
が

既
に
、
明
治
六
年
三
月
、
式
部
寮
達
番
外
官
幣
諸
社
宵
祭
祭
式
で
定
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
で
、
こ
こ
で
は
、

こ
れ
は
逆
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
「幣
宗
神
無
料
は
そ
の
祭
日
の
前
、
棟
梁
よ
り
相
渡
す
べ
き
こ
と
」
と
、

こ
う
い
う
よ
う
な
規
定
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
つ
ま
り
、
国
家
神
道
が
成
立
し
た
当
初
か
ら
神
綴
階
束
料

と
い
う
お
金
の
形
で
納
め
る
と
い
う
制
度
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
点
が
、
献
灯
を
依
頼
さ
れ
て
、
そ
れ

を
お
金
の
形
で
納
め
た
献
灯
料
と
は
違
っ
て
お
り
ま
し
て
、
最
初
か
ら
神
僕
鞘
席
料
と
い
う
形
で
お
金
の
形

で
納
め
る
制
度
と
し
て
定
め
ら
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

五
四
、
そ
の
場
合
に
、
神
観
幣
宗
料
と
玉
串
料
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
ふ
う
な
繋
が
り
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
、
靖
国
神
社
編
の
靖
国
神
社
史
を
見
て
み
ま
す
と
、
靖
国
神
社
は
別
格
官
幣
社
で
あ
り
ま
し
て
、
し

た
が
っ
て
、
天
皇
が
神
繊
幣
吊
料
を
供
進
す
る
と
い
う
格
の
神
社
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
天
皇
以
外
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は
神
僕
幣
宗
料
と
い
う
名
義
で
奉
納
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
。
で
、
靖
国
神
社
の
合
流
祭
、
臨
時
大
祭
の

と
き
に
は
、
こ
れ
は
臨
時
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
臨
時
に
神
僕
幣
宗
料
が
奉
納
さ
れ
る
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
靖
国
神
社
史
に
よ
り
ま
す
と
、
天
皇
が
納
め
る
の
が
幣
吊
料
、
又
は
幣
物
料
、
或
い
は
御
幣
料
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。
で
、
皇
太
子
が
納
め
る
場
合
が
玉
串
料
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
皇

后
が
奉
納
す
る
と
き
に
は
供
物
料
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
天
皇
、
皇
后
が
連
名
で

奉
納
す
る
場
合
に
は
祭
資
料
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
官
幣
社
で
あ
り
ま

す
か
ら
、
神
僕
幣
烏
料
、
或
い
は
幣
宗
料
と
い
う
名
称
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
権
限
を
持
っ
た
の
は
天
皇

だ
け
で
あ
る
と
。
で
、
こ
れ
が
外
の
人
が
納
め
る
場
合
に
は
、
玉
串
料
、
或
い
は
供
物
料
と
い
う
名
称
で
納

め
る
と
い
う
習
慣
に
な
っ
て
い
ま
す
。

五
五
、
そ
う
い
た
し
ま
ず
と
、
神
綴
幣
束
料
、
或
い
は
供
物
料
、
或
い
は
玉
串
料
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
だ
れ
に
対
す
る

　　　　　

一

　　

ど
う
い
う
ふ
う
な
行
為
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
。

　　　　

こ
れ
は
、
祭
神
に
対
し
て
お
供
え
物
を
す
る
、
そ
の
お
供
え
物
を
神
社
が
準
備
す
る
た
め
の
お
金
を
納
め
る

　　　　

と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

五
六
、
そ
う
す
る
と
、
当
然
、
そ
う
い
う
玉
串
料
と
か
或
い
は
供
物
料
を
納
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
祭
神
と

　　

い
う
存
在
を
認
め
、
そ
の
祭
神
に
対
し
て
一
定
の
物
を
捧
げ
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
意
識
と
い
う
の
は
当
然
あ

　　

る
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
あ
る
わ
け
な
ん
で
す
ね
。

そ
う
で
す
。

五
七
、
そ
の
中
に
は
、
当
然
、
神
を
褒
め
た
た
え
る
と
か
、
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
と
い
う
の
も
含
ま
れ
て
い
る
と



い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

　

え
え

　

し
た
が
っ
て
、
玉
串
料
と
は
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
単
に
、
拝
礼
を
す
る
と
き
に
手
に

　

持
っ
て
神
の
前
に
捧
げ
る
玉
串
だ
け
で
な
く
し
て
、
靖
国
神
社
の
場
合
で
す
と
、
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
、

　

大
祭
の
と
き
に
、
中
門
及
び
招
魂
場
に
五
色
の
絶
を
附
せ
る
真
榊
串
を
掲
げ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

　　

し
て
、
真
榊
串
と
い
う
の
は
大
玉
率
の
中
の
名
称
で
あ
り
ま
す
。
で
、
こ
れ
は
、
「是
迄
御
大
祭
の
節
大
玉
串

　　

は
仮
に
木
綿
相
用
来
り
候
の
処
、
御
本
社
出
来
の
上
は
五
色
絹
一
匹
宛
御
用
相
成
候
様
支
度
比
股
奉
伺
也
」

　

と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
、
木
綿
の
大
玉
串
を
立
て
て
い
た
の
を
、
今
度
は
五
色
の
地
を
附
し
た
真
横
串

　　

に
変
更
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
大
玉
串
の
種
類
を
変
更
し
た
と
い
う
資
料
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い

　

う
よ
う
に
、
単
に
、
拝
礼
の
と
き
の
玉
串
だ
け
で
な
く
て
、
こ
う
い
っ
た
大
玉
串
、
こ
う
い
っ
た
も
の
も
含

　　

ま
れ
て
い
る
。
あ
ら
か
じ
め
お
供
え
し
て
お
く
大
玉
串
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ

　

と
で
す

五
八
、
神
社
の
祭
式
に
お
い
て
は
、
一
定
の
祭
壇
の
と
こ
ろ
に
い
ろ
ん
な
も
の
が
掲
げ
ら
れ
ま
す
ね
。

五
九
、
例
え
ば
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
を
準
備
し
て
も
ら
う
た
め
に
玉
串
料
を
出
す
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
場
合
も
あ

　　

る
ん
で
し
ょ
う
か
。

　　　　

え
え
、
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

六
０
、
そ
れ
も
そ
う
い
う
ふ
う
な
理
解
で
よ
ろ
し
い
ん
で
し
ょ
う
か
。

え
え
、
祭
神
に
お
供
え
す
る
も
の
を
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
お
金
を
出
す
と
い
う
こ
と
で

爾
ザ
キ

　

・

・；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

；

　

二

　　

′

　　　　

・

　　　　

‘

　　

．
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す

ね
。

六

一
、
わ
た
し
の
ほ
う
が
従
前
理
解
し
て
お
っ
た
の
は
、
玉
串
料
と
い
う
の
は
、
神
道
に
お
け
る
祭
式
の
場
合
、
玉
串
と

　　

い
う
榊
に
神
垂
を
飾
っ
た
も
の
が
こ
ざ
い
ま
し
て
、
そ
れ
を
参
拝
者
の
中
の
特
定
の
方
が
納
め
る
と
、
こ
う
い
う

　　

よ
う
な
儀
式
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
お
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
榊
に
神
垂
を
付
け
た
そ
の
対
価
を

　　

玉
串
料
と
い
う
よ
う
な
形
で
納
め
る
の
か
な
と
い
う
ふ
う
な
理
解
も
若
干
し
て
お
っ
た
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
誤
り

　　

な
ん
で
す
か
。

　　　　

そ
れ
は
逆
で
あ
り
ま
し
て
、
神
儀
幣
束
料
、
玉
串
料
を
お
供
え
奉
納
し
た
人
が
拝
礼
を
す
る
と
き
に
、
玉
串

　　　　

料
の
奉
納
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
象
徴
す
る
意
味
で
手
に
榊
の
玉
串
を
取
っ
て
お
供
え
を
し
て
拝
礼
を
す

　　　　

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が

っ
て
、
戦
前
の
祭
式
で
は
、
玉
串
を
手
に
取

っ
て
拝
礼
を
す
る
と
い

　　　　

う
資
格
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
具
体
的
に
祭
神
の
前
に
お
供
え
物
を
持
っ
て
行
っ
て
備
え
た
い
わ
ゆ
る

　　　　

神
職
の
長
、
宮
司
と
、
そ
れ
か
ら
、
神
僕
幣
席
料
を
納
め
た
人
、
具
体
的
に
は
、
官
幣
社
の
場
合
に
は
、
天

　　　　

皇
の
代
理
と
し
て
知
事
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
二
人
だ
け
が
玉
串
を
手
に
取
っ
て
拝
礼
す
る
こ
と
を

　　　　

許
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
玉
串
料
の
奉
納
者
と
、
そ
の
取
次
者
と
い
う
資
格
を
持

っ
た
人
だ
け
が
拝
礼
の

　　　　

と
き
に
玉
串
を
手
に
取
っ
て
拝
礼
を
す
る
と
い
う
資
格
を
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

六
二
、
こ
う
い
う
玉
串
の
奉
禽
、
或
い
は
玉
串
料
の
奉
納
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
日
本
遺
族
会
、
或
い
は
靖
国
神
社
が
、
そ

　　　

の
宗
教
的
な
意
義
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
説
明
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

　　　　

靖
国
神
社
、
遺
族
会
は
、
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
行
事
と
し
て
認
め
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
財
団
法
人
日

　　　　

本
遺
族
会
の
．「昭

和
五
七
年
三
月

　

玉
串
料
の
公
金
支
出
は
憲
法
上
何
ら
問
題
が
な
い
」
と
い
う
表
題
の
文

－５３一



書
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
玉
串
料
に
つ
い
て
は
あ
ら
か
じ
め
神
社
側
に
準
備
し
て
お
い
て
い
た

だ
く
た
め
に
納
め
る
お
金
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
記
し
て
お
り
ま
す
。
「こ
う
し
て
み
る
と
、
玉
串
の
奉

費
は
、
正
式
参
拝
に
お
い
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
儀
式
の
一
部
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
又

『玉
串
料
』
は
、

神
社
側
の
こ
う
し
た
儀
式
に
そ
な
え
て
の
準
備
に
対
す
る
意
味
を
も
含
め
、
参
拝
者
の
神
へ
の
お
供
物
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
」
と
い
う
認
識
を
し
て
お
り
ま
す
。

六
三
、
そ
う
し
た
し
ま
ず
と
、
愛
媛
県
が
靖
国
神
社
の
春
秋
の
例
大
祭
に
お
い
て
玉
串
料
を
支
出
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ

　　

い
て
は
、
宗
救
的
に
は
大
変
重
要
な
宗
教
行
為
に
直
接
関
与
し
て
お
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で

　　

し

ょ
う
か
。

　　　　

そ
う
で
す
。
と
い
う
の
は
、
特
に
例
大
祭
の
祭
記
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
祭
犯
儀
礼
の
一
番
の
核
心
は
、
宮

　　　　

司
が
神
殿
の
扉
を
開
き
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
先
ず
、
神
儀
を
並
べ
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
幣
宗
を
奉
納
い

　　　　

た
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
祝
詞
を
読
ん
で
、
そ
れ
か
ら
、
宮
司
、
そ
れ
か
ら
、
玉
串
料
奉
納
者
な
い
し
は
そ

　　　　

の
伝
達
者
と
い
う
順
序
で
い
わ
ゆ
る
手
に
持
っ
た
玉
串
を
捧
げ
て
拝
礼
を
す
る
と
。
こ
れ
で
終
わ
り
で
ご
ざ

　　　　

い
ま
す
か
ら

　

つ
ま
り
、
神
僕
略
吊
と
い
う
お
供
え
物
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
手
持
ち
の
玉
串
を
捧
げ
て
礼
拝

　　　　

を
す
る
と
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
神
社
の
例
大
祭
儀
礼
の
全
て
で
あ
る
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
と
い
う
こ

　　　　

と
で
、
い
わ
ゆ
る
神
社
祭
鷹
の
最
も
核
心
的
な
部
分
を
形
作
っ
て
い
ま
す
。

六
四
、
そ
う
い
た
し
ま
ず
と
、
そ
う
い
う
神
社
祭
式
に
お
け
る
中
核
的
な
行
為
で
あ
る
玉
串
料
の
支
出
を
愛
媛
県
知
事
が

　　

靖
国
神
社
に
対
し
て
な
し
た
と
。
こ
の
行
為
は
、
憲
法
の
政
教
分
離
の
原
則
か
ら
見
ま
ず
と
、
ど
の
よ
う
な
形
に

　　

な
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
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こ
れ
は
、
玉
串
料
の
奉
納
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
っ
た
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
神
社
神
道
の
祭
記
儀
礼
の
最
も

　　　　

核
心
的
な
部
分
に
か
か
わ
る
直
接
参
加
す
る
も
の
で
あ
る
と
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
国
な
り
県
な
り
が
行

　　　　

う
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
政
教
分
離
の
原
則
に
明
ら
か
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と

　　　　

思

い
ま
す
。

六
五
、
続
き
ま
し
て
、
供
物
料
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
お
尋
ね
い
た
し
ま
す
。
愛
媛
県
で
は
護
国
神
社
の
例
大
祭
に
対
し

　　

て
供
物
料
を
支
出
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
供
物
料
と
い
う
の
は
、
神
道
に
お
け
る
宗
教
的
な
意
義
と
い
う
こ
と
で

　　

は
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
持

っ
て
お
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

　　　　

先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
意
見
書
の

ー
九
ペ
ー
ジ
に
引
用
し
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

　　　　

皇
后
が
、
臨
時
大
祭
、
合
記
祭
に
対
し
て
単
独
で
供
進
し
た
場
合
に
は
供
物
料
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
る
。

　　　　

そ
の
意
味
で
、
天
皇
が
単
独
で
供
進
し
た
場
合
に
、
御
幣
物
料
、
幣
東
金
、
幣
吊
料
と
、
こ
う
い
う
名
称
が

　　　　

使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
ま
さ
に
、
幣
吊
料
と
供
物
料
、
こ
れ
は
内
容
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と

　　　　

が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

ニ
ュ
ア
ン
ス
、
若
干
の
意
味
合
い
か
ら
言
い
ま
す
と
、
こ
の
幣
綱
料
の
場

　　　　

合
に
は
、
む
し
ろ
、
こ
れ
は
幣
宗
と
い
う
ほ
う
の
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
供
物
料
と
な
り
ま
ず
と
、
神
綴
料

　　　　

に
幾
ら
か
偏
っ
た
意
味
合
い
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
ま
せ

　　　　

ん
が
、
性
格
と
し
て
は
神
優
幣
宗
料
と
全
く
同
じ
も
の
で
す
。

六
六
、
神
澱
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
今
ま
で
も
何
回
か
あ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
神
道
の
意
味
合
い
の
中
で
は
、
神

　　

綴
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
お
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

　　　　

神
僕
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
神
道
の
祝
詞
に
も
出
て
ま
い
り
ま
す
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
山
海
の
産
物
で
あ
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る
食
べ
物
を
神
に
捧
げ
て
神
に
食
べ
て
い
た
だ
く
と
い
う
意
味
合
い
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。

（乙
第
四
六
号
証
を
示
す
）

六
七
、
こ
れ
は
、
昭
和
五
六
年
に
、
愛
媛
県
遺
族
会
長
の
白
石
春
樹
が
愛
媛
県
知
事
の
白
石
春
樹
宛
に
出
さ
れ
た
文
書
で
、

「秋
季
慰
霊
大
祭
を
左
記
の
通
り
御
奉
仕
申
上
げ
ま
す
か
ら
禽
障
御
繰
合
せ
御
参
列
を
賜
わ
り
祭
詞
の
奏
上
を
戴

く
こ
と
が
出
来
ま
す
れ
ば
淘
に
仕
合
せ
に
存
じ
ま
す
」
と
い
う
内
容
の
文
書
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
供
物
料

に
つ
き
ま
し
て
は
、

一
審
被
告
の
主
張
は
、
護
国
神
社
に
対
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
し
て
、
愛
媛
県
遺
族

会
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
も
、
宗
教
的
な
意
味
合
い
も
な
い
ん
だ
と
、
そ
う
い
う
よ
う
な
趣

旨
の
主
張
も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
先
生
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

　　

こ
れ
は
、
意
見
書
の
三
〇
ペ
ー
ジ
以
降
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
乙
四
六
号
証
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
昭
和

　　

五
六
年
の
八
月
二
〇
日
の
日
付
で
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
固
有
名
詞
と
し
て
は
愛
媛
県
遺
族
会
長
白
石
春

　

樹
か
ら
愛
媛
県
知
事
白
石
春
樹
に
当
て
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
と
こ
ろ
が
、
そ
の
本
文
は
、
「さ
て
当
社
秋

　　

季
慰
霊
大
祭
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
「当
社
」
が
何
で
あ
る
か
そ
の

「当
社
」
に
該
当
す
る
固
有

　　

名
詞
は
こ
の
文
章
の
中
で
は
出
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
乙
第
四
七
号
証
の
供
物
料
の
資
金
前
波
に

　　

つ
い
て
の
伺
い
、
こ
れ
は
県
の
側
の
伺
い
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
で
は
、
「来
る
１０
月
１０
日

（祝
）
松

　　

山
市
御
幸
ー
丁
日
愛
媛
県
護
国
神
社
に
お
い
て
愛
媛
県
戦
没
者
秋
季
慰
霊
祭
が
行
わ
れ
ま
す
。
つ
き
ま
し
て

　　

は
、
こ
れ
に
対
し
、
県
か
ら
供
物
料
を
支
払
い
た
し
た
く
云
々
」
と
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
依
頼
の
文
書
に

　　

は
愛
媛
県
護
国
神
社
と
い
う
言
葉
は
ど
こ
に
も
出
て
こ
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
県
の
側
は
、
こ

　　

の

「当
社
一

　

は
当
然
に
愛
媛
県
護
国
神
社
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
し
か
も
、
愛
媛
県
護
国
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神
社
に
対
す
る
供
物
料
の
支
出
と
い
う
形
で
、
こ
こ
で
は
愛
媛
県
遺
族
会
に
支
出
す
る
と
い
う
言
葉
は
出
て

　　　　

き
て
お
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
県
と
し
て
は
、
直
接
に
護
国
神
社
に
対
す
る
供
物
料
の
支
出
と
い
う
形
で
処

　　　　

理
を
し
て
お
り
ま
す
。
で
、
こ
れ
は
、
両
方
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
非
常
に
奇
妙
な
文
書
で
あ
り
ま
し
て
、
つ

　　　　

ま
り
、
依
頼
状
に
は
愛
媛
県
護
国
神
社
と
い
う
言
葉
は

一

　

つ
も
出
て
こ
な
い
の
に
、
県
は
、
当
然
の
こ
と
の

　　　　

よ
う
に
、
遺
族
会
に
対
し
て
で
な
く
て
、
護
国
神
社
に
対
し
て
の
供
物
料
の
支
出
と
い
う
形
で
会
計
処
理
の

　　　　

手
続
を
行
っ
て
い
る
と
。
つ
ま
り
、
愛
媛
県
遺
族
会
長
が

「当
社
」
と
言
え
ぱ
、
愛
媛
県
は
、
こ
れ
は
愛
媛

　　　　

県
護
国
神
社
の
こ
と
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
と
い
う
両
方
の
間
の
共
通
認
識
と
い
う
も
の

　　　　

が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
事
態
は
生
じ
得
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
し
た
が

っ
て
、
遺
族

　　　　

会
に
対
す
る
支
出
関
係
の
文
書
は
、
明
白
に
、
護
国
神
社
に
対
す
る
支
出
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
で
、

　　　　

遺
族
会
長
白
石
春
樹
は
、
護
国
神
社
に
代
わ
っ
て
、
言
わ
ば
護
国
神
社
の
氏
子
団
体
、
す
な
わ
ち
崇
拝
者
団

　　　　

体
の
代
表
者
と
し
て
、
当
然
、
遺
族
会
が
、
「当
社
」
と
言
え
ば
、
護
国
神
社
と
い
う
こ
と
を
県
は
認
識
し
て

　　　　

い
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
こ
う
い
う
文
書
を
発
し
て
い
る
。
で
、
県
は
、
そ
の
認
識
ど
お
り
、
護
国
神
社

　　　　

に
対
す
る
供
物
料
の
支
出
と
し
て
手
続
を
取

っ
た
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
こ
の
証
拠
は
明
白
に
示
し
て
お
る

　　　　

と
思

い
ま
す
。

六
八
、
そ
う
い
た
し
ま
ず
と
、
愛
媛
県
が
護
国
神
社
の
例
大
祭
に
対
し
て
供
物
料
を
公
金
支
出
し
て
お
る
と
い
う
こ
と
は
、

　　

結
局
は
、
宗
教
的
な
意
味
が
き
わ
め
て
強
い
行
為
で
あ
る
と
。

　　　　

こ
れ
は
、
供
物
料
は
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
玉
串
料
と
全
く
同
じ
内
容
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
宗
教

　　　　

的
に
も
同
じ
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
全
く
靖
国
神
社
に
対
す
る
玉
串
料
の
支
出
と
同
じ
意
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．

　　　　　　　

・

味
を
持
つ
と
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
県
知
事
の
靖
国
神
社
に
対
す
る
関
係
、
或
い
は
護
国
神
社
に
対
す
る

関
係
に
よ
っ
て
そ
の
客
観
的
な
意
味
の
持
つ
重
さ
は
全
く
違
っ
て
ま
い
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
行
為
と
し
て
は

全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
、
目
的
と
し
て
も
同
じ
も
の
で
あ
り
ま
す
。

六
九
、
そ
う
い
た
し
ま
ず
と
、
先
ほ
ど
、
玉
串
料
の
公
金
支
出
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
政
教
分
離
原
則
に
違
反
す
る
遵
法

　　

な
行
為
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
な
さ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
同
じ
よ
う
に
、
護
国
神
社
の
例
大
祭
に
対
し
て
供
物

　　

料
を
奉
納
す
る
行
為
も
同
じ
よ
う
に
違
憲
な
違
法
行
為
で
あ
る
と
い
う
評
価
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

当
然
で
あ
り
ま
す
。

七
０
、
続
き
ま
し
て
、
【
審
被
告
や
或
い
は
日
本
遺
族
会
の
人
の
中
に
、
玉
串
料
と
い
う
も
の
は
、
神
社
仏
閣
に
参
拝
す

　　

る
際
に
お
賓
銭
を
あ
げ
て
参
拝
を
す
る
あ
の
お
蜜
銭
と
同
様
の
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
し
て
お
る
と

　　

こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
先
生
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

　　　　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
意
見
書
の
三
三
ペ
ー
ジ
以
降
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ま
あ
、
確
か
に
、
日
本
遺
族
会
は
、

　　　　

先
ほ
ど
の
文
書
の
中
で
、
先
ほ
ど
の
紹
介
し
た
文
章
に
す
ぐ
続
け
て
、
「
つ
ま
り
玉
串
料
は
、
私
た
ち
日
本
人

　　　　

が
日
常
神
社
、
仏
閣
に
参
拝
す
る
際
、
お
衷
銭
を
あ
げ
て
、
礼
拝
す
る
。
あ
の
『お
舞
銭
』
と
同
様
の
性
質

　　　　

の
も
の
で
あ
り
」
と
、
こ
う
説
明
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
説
明
は
全
く
の
誤
り
で
、
そ
の
前
に
言
っ
て
い

　　　　

る
こ
と
と
矛
盾
し
て
お
り
ま
す
。
で
、
第

一
に
、
衣
銭
は
こ
れ
は
匿
名
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
だ

　　　　

れ
か
衣
銭
箱
に
ど
れ
だ
け
の
金
額
を
投
入
し
た
か
は
、
こ
れ
は
投
入
し
た
本
人
以
外
に
は
明
ら
か
で
な
い
。

　　　　

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
玉
串
料
は
、
こ
れ
は
支
出
者
の
名
前
が
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

　　　　

し
た
が
っ
て
、
玉
串
料
を
公
金
で
支
出
し
た
場
合
に
は
、
乙
第
七
号
証
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
靖
園
神
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社
社
務
所
発
行
の
受
納
証
が
発
行
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
形
式
上
の
会
計
処
理
手
続
が
可
能
に

な
り
ま
す
。
寮
銭
の
場
合
に
は
そ
の
よ
う
な
証
明
書
類
の
発
行
が
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
公
金
か
ら
賓

銭
を
支
出
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
ま
す
。
第
二
番
日
に
姿
銭
は
神
社
に
対
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
仏
閣
に

対
し
て
で
も
、
参
詣
者
の
一
方
的
行
為
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
す
る
神
社
、
仏
閣
な
ど
か
ら
対
応
行
為
は
、

特
別
の
場
合
を
除
い
て
は
全
く
存
在
し
ま
せ
ん
。
で
、
特
別
な
場
合
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
初
詣
な
ど
の

参
詣
客
の
多
い
特
別
の
場
合
に
は
、
参
詣
者

【
殻
に
対
し
て
神
社
が
お
破
い
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
対
応
行

為
が
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
あ
そ
れ
も
不
特
定
多
数
の
参
詣
者
を
対
象
と
し
て
行
う
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
中
か
ら
寮
銭
を
上
げ
た
人
だ
け
を
選
ん
で
や
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ

れ
か
ら
、
玉
串
料
は
神
社
に
正
式
参
拝
す
る
場
合
の
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
儀
礼
行
為
と
さ
れ
て
お
り
ま
す

が
、
褒
銭
は
神
社
、
仏
閣
に
参
詣
す
る
場
合
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
儀
礼
行
為
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
賓
銭

を
上
げ
る
か
ど
う
か
は
参
詣
者
の
任
意
に
任
さ
れ
て
い
ま
す
。
寮
銭
を
上
げ
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
参
詣

を
拒
否
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
、
賓
銭
を
上
げ
ず
に
参
詣
し
た
行
為
が
儀
礼
に
反
す
る
行
為

だ
と
い
っ
て
非
難
を
浴
び
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
三
番
目
に
、
賓
銭
は
必
ず
し
も
宗
教
的
儀

礼
と
結
び
付
い
た
性
格
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
、
現
に
、
わ
た
し
の
場
合
、
外
国
に
行
っ
て
、
そ
こ

で
文
化
的
価
値
の
高
い
キ
リ
ス
ト
教
会
の
内
部
を
見
学
し
た
場
合
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
で
は
献
金
箱
を
置

い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
感
謝
の
意
味
で
献
金
箱
に
若
干
の
金
銭
を
投
入
し
て
帰
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

司
じ
よ
う
に
、
国
内
で
参
観
料
を
徴
収
し
な
い
古
寺
な
ど
を
見
学
し
た
場
合
に
は
、
同
じ
よ
う
に
警
銭
箱
に

同
じ
趣
旨
の
金
銭
を
投
入
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
、
入
場
無
料
の
美
術
館
や
博
物
館
な
ど
で

一５９－－



入
り
口
に
維
持
協
力
依
頼
の
寄
付
金
箱
を
置
い
て
あ
る
場
合
に
、
や
は
り
、
そ
れ
に
対
し
て
感
謝
の
意
味
で

お
金
を
投
入
す
る
と
い
う
の
と
全
く
同
様
の
行
為
で
あ
り
ま
し
て
、
対
象
が
宗
教
施
設
で
あ
る
か
否
か
、
ま

た
、
ど
の
宗
派
に
属
す
る
宗
教
施
設
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
こ
の
場
合
問
題
に
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、

第
四
の
場
合
に
、
衣
銭
は
、
衣
銭
を
上
げ
る
対
象
が
宗
教
的
施
設
の
場
合
、
言
わ
ば
そ
の
宗
教
施
設
が
本
来

の
目
的
と
す
る
宗
教
的
行
為
な
い
し
は
宗
教
的
施
設
の
維
持
費
等
に
必
要
な
費
用
に
当
て
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
そ
の
場
合
に
、
衣
銭
を
財
源
と
し
て
費
用
を
支
出
す
る
宗
教
施
設
の
行
為
と
、
そ
れ
か
ら
、

喪
銭
を
上
げ
た
本
人
が
直
接
の
関
係
を
持
つ
こ
と
は
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
例
大
祭
に
お
け

る
玉
串
料
と
か
、
或
い
は
、
み
た
ま
祭
に
お
け
る
献
灯
料
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
は
違
っ
て
お
り
ま
し
て
、

衣
銭
と
、
宗
教
施
設
が
行
う
宗
教
的
行
為
と
の
間
に
は
非
常
に
間
接
的
な
関
係
し
か
な
い
と
。
ま
あ
、
こ
う

い
っ
た
よ
う
な
こ
と
で
、
衣
銭
と
玉
串
料
と
は
全
く
性
格
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

七
一、
今
の
説
明
で
、
お
蜜
銭
と
玉
串
料
と
の
違
い
が
大
変
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
玉
串
料
の
支
出
と
い
う
の
は
き
わ
め

　　　

て
宗
教
的
な
意
味
が
濃
い
。

一
方
、
お
賓
銭
と
い
う
の
は
宗
教
的
な
色
彩
と
い
う
の
は
弱
い
。
こ
う
い
う
よ
う
な

　　

も
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
よ
ろ
し
い
で
す
ね
。

　　　　

そ
う
で
す
。

七
二
、
次
に
、
玉
串
料
の
支
出
に
つ
き
ま
し
て
、
一
審
被
告
、
或
い
は
遺
族
会
の
ほ
う
で
は
、
こ
れ
は
社
会
的
な
儀
礼
行

　　

為
で
は
な
い
と
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
的
な
色
彩
も
乏
し
い
世
俗
的
な
行
為
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
主
張

　　

が
な
さ
れ
て
お
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
先
生
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

　　　　

こ
れ
は
、
意
見
書
の
三
六
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
が
、
一審
被
告
側
は
、
高
裁
宛
準
備
書
面
の
一
五
ペ
ー
ジ
以

ず
十

’
１
医
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下
で
津
の
地
鎮
祭
最
高
裁
判
決
を
引
用
し
て
、
こ
の
引
用
が
、
「建
築
工
事
現
場
に
お
い
て
、
た
と
え
専
門
の

宗
教
家
で
あ
る
神
職
に
よ
る
神
社
神
道
固
有
の
祭
礼
に
則
っ
て
起
工
式
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
参

列
者
及
び

ー
般
人
の
宗
教
的
関
心
を
特
に
高
め
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
こ
れ
に
よ
り
神
道

を
援
助
、
助
長
、
促
進
す
る
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
も
の
と
も
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
は
、
国
家
が
主
催
し
て
、
私
人
と
同
様
の
立
場
で
、
本
件
の
よ
う
な
儀
式
に
よ
る
起
工
式
を
行

っ

　　　　　　　　

一

た
場
合
に
お
い
て
も
、
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
、
国
家
と
神
社
神
道
と
の
間
に
特
別
に
密
接

　　　　　　　　　

一

な
関
係
が
生
じ
、
ひ
い
て
は
、
神
道
が
再
び
国
教
的
な
地
位
を
え
た
り
、
あ
る
い
は
信
教
の
自
由
が
お
び
や

　　　　　　　　　　　　

－

か
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
な
結
果
を
招
く
も
の
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。」
と
判
示
し
て

い
る
と
し
て
、
右
判
示
中
の

「起
工
式
」
を

「玉
串
料
等
の
支
出
」
と
読
み
替
え
る
な
ら
ば
、
右
判
示
は
そ

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

の
ま
ま
本
件
事
案
に
該
当
す
る
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
全

　　　　　　　　

－

く

寵
み
誤
り
で
あ
り
ま
し
て
・
先
ず
、
玉
串
料
等
の
支
出
は
、
い
ず
れ
も
靖
国
神
社
の
例
大
祭
、
み
た
ま
祭
、

　　　　　　　　　　

洲

　

　
　
　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　
　
　
　

　
　
　
　

　

　
　
　

　

　

　
　

　

　
　
　

　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

護
国
神
社
の
慰
霊
大
祭
に
対
す
る
支
出
で
あ
り
ま
し
て
、
建
築
現
場
に
お
け
る
儀
式
と
違
っ
て
、
宗
教
法
人

法
に
言
う
礼
拝
の
施
設
を
備
え
る
神
社
に
お
け
る
礼
拝
の
儀
式
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
先
ほ
ど
の
最
高
裁

の
判
示
の
文
章
を
読
み
替
え
る
と
す
れ
ば
、
祭
記
儀
礼
が
行
わ
れ
た
場
所
に
か
か
る
建
築
現
場
を
、
礼
拝
の

施
設
を
備
え
る
神
社
と
読
み
替
え
、
祭
記
儀
礼
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
起
工
式
を
、
例
大
祭
と
読
み
替
え
る

の
が
正
し
い
読
み
替
え
で
あ
り
ま
す
。
で
、
玉
串
料
等
の
支
出
は
祭
記
儀
礼
へ
の
参
加
の
仕
方
に
か
か
る
も

の
で
あ
り
ま
し
て
、
「起
工
式
」
を

「玉
串
料
の
支
出
」
と
読
み
替
え
る
な
ら
ば
と
い
う
一
審
被
告
側
の
主
張

の
前
提
は
全
く
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。



七
三
、
今
、
先
生
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
読
み
替
え
で
す
ね
、
こ
れ
を
ち
ょ
っ
と
私
の
ほ
う
で
し
て
み
る
と
、
最
高
裁
の
判

決
文
は
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
聞
い
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
か
。
「礼
拝
の
施
設
を
備
え
る
神

社
に
お
い
て
、
た
と
え
専
門
の
宗
教
家
で
あ
る
神
職
に
よ
り
神
社
神
道
固
有
の
祭
記
儀
礼
に
則
っ
て
、
例
大
祭
等

が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
参
列
者
及
び
一
般
人
の
宗
教
的
関
心
を
特
に
高
め
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
は
考

え
ら
れ
ず
、
こ
れ
に
よ
り
神
道
を
援
助
、
助
長
、
促
進
す
る
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
も
の
と
も
認

め
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
】」
の
こ
と
は
、
国
家
が
主
催
し
て
、
私
人
と
同
様
の
立
場
で
、
本
件
の
よ
う
な
儀
式
に

よ
る
例
大
祭
な
ど
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
、
国
家
と
神
社
神
道
と

の
間
に
特
別
に
密
接
な
関
係
が
生
じ
ひ
い
て
は
、
神
道
が
再
び
国
教
的
な
地
位
を
得
た
り
、
或
い
は
信
教
の
自
由

が
お
び
や
か
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
な
結
果
を
招
く
も
の
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。」
と
、
こ
う

い
う
ふ
う
な
読
み
替
え
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

　　

そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
読
み
替
え
を
い
た
し
ま
す
と
、
今
の
文
章
と
い
う
の
は
ま
さ
し
く
戦
前
の
国
家
神
道

　　

そ
の
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
政
教

一
致
の
原
則
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
。

七
四
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

は
い
。

七
五
、
し
た
が
っ
て
、
一審
被
告
が
主
張
し
て
る
よ
う
な
最
高
裁
の
判
決
文
を
そ
の
ま
ま
本
件
事
案
に
当
て
は
め
て
す
る

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
に
な
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
さ
に
、
政
教
分
離
の
原
則
を
逸
脱
し
た
憲
法
違
反
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
文
章
に
な
る
と
い
う
こ

　

と
で
す
。

－６２－
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や
っ
ぱ
り
、
こ
う
い
っ
た
各
州
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
創
意
工
夫
を
凝
ら
し
た
様
様
の
追
悼
施
設
と
い
う
も

　　　　

の
が
つ
く
ら
れ
て
い
て
、
し
か
も
そ
れ
が
移
民
国
家
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
と

っ
て
は
特
定
の
宗
教
に

　　　　

か
た
よ
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
非
常
に
慎
重
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
市
民
の
日
常
生
活

　　　　

の
中
に
入
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
え
ず
市
民
に
感
動
を
与
え
続
け
る
と
、
こ
う
い
う
戦
没
者
の
追
悼
施

　　　　

設
と
い
う
も
の
も
、
市
民
に
親
し
ま
れ
愛
さ
れ
、
日
常
生
活
の
中
で
絶
え
ず
接
触
を
続
け
、
し
か
も
戦
没
者

　　　　

の
名
前
と
い
う
も
の
が
常
に
市
民
の
目
の
前
に
出
て
く
る
と
、
こ
う
い
っ
た
よ
う
な
追
悼
施
設
と
い
う
こ
と

　　　　

も
工
夫
次
第
に
よ
っ
て
は
で
き
る
ん
だ
、
可
能
な
ん
だ
と
。
ま
た
、
そ
れ
が
現
実
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
国

　　　　

民
の
生
活
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
る
と
。
し
か
も
、
非
常
に
私
自
身
そ
れ
に
感
動
を
し
た
と
。
こ
う
い
う
こ

　　　　

と
で
、
な
ぜ
、
靖
国
神
社
と
い
う
宗
教
施
設
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
、
非
常
に
大
き
な

　　　

疑
問
を
覚
え
た
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

（尋

　

問

　

続

　

行
）高

　　

松

　　

高

　　

等

　　

裁

　　

判

　　

所裁
判
所
速
記
官

　　

佐

　

藤

　

裕

　

美
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所
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成

　

田

　

珠
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鎮

魂

の

祈

り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

靖
図
神
社
の
祭
典

　

靖
園
神
社
は
、
勅
祭
社
と
呼
ば
れ
、
御
創
立
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
大
祭

等
に
際
し
、
勅
使

（天
皇
の
御
使
者
）
が
差
し
遣
わ
さ
れ
て
来
た
、
尊
書
±
の

篤
い
ご
崇
敬
を
い
た
だ
い
て
い
る
御
社
で
あ
る
。

　

ま
た
、
日
々
神
職
に
よ
る
奉
慰
の
誠
が
捧
げ
ら
れ
、
一
日
と
し
て
絶
え
る

こ
と
な
く
様
々
な
祭
典
が
幾
重
に
も
繰
り
重
ね
ら
れ
て
来
た
。

　

神
社
と
し
て
、
最
も
重
要
な
祭
典
は
春

・
秋
の
例
大
祭
で
あ
る
。
「春
季

例
大
祭
」
は
、
毎
年
四
月
二
十

一
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
の
三
日
間
、
「秋

季
例
大
祭
」
は
、
十
月
十
七
日
か
ら
二
十
日
ま
で
の
四
日
間
に
亘
っ
て
騎
行

さ
れ
、
こ
れ
ら
の
祭
典
に
は
勅
使
が
差
し
遣
わ
さ
れ
、
皇
族
方
も
親
し
く
御

参
拝
に
な
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
「み
た
ま
祭
」‘は
、
昔
か
ら
日
本
国
民
の
多
く
が
先
祖
の
祭
り
を

す
る
、
い
わ
ゆ
る

「お
盆
」
に
あ
た
る
七
月
十
三
日
か
ら
十
六
日
ま
で
の
四

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ぼ
ん
ぼ
り

日
間
執
り
行
わ
れ
、
奉
納
さ
れ
た
各
界
名
士
の
揮
室
雪
洞
、
遺
族

・
戦
友

・

崇
敬
者
ら
か
ら
奉
納
さ
れ
た
提
灯
が
参
道
を
埋
め
尽
く
し
、
老
若
男
女
多
く

御羽車

の
参
拝
者
を
迎
え
る
夏
祭
り
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
外
、
新
年
祭
、
建
図
記
念
祭
、
祈
年
祭
、
昭
和
祭
、
御
創
立
記
念
日
祭
、
明
治

祭
、
新
嘗
祭
、
天
皇
御
誕
辰
奉
祝
祭
、
月
次
祭

（毎
月
一
日
、
十
一
日
、
二
十
一日
）
等
、

年
間
を
通
し
て
約
六
十
の
恒
例
の
祭
典
を
は
じ
め
ミ
更
に
毎
朝
夕
の
御
撰
祭
を
奉
仕
申

し
上
げ
て
い
る
。

　

或
い
は
、
戦
友
会
等
か
ら
の
申
し
込
み
に
よ
り
、
慰
霊
祭
も
御
本
殿
に
て
執
り
行
わ

れ
て
い
る
。
そ
の
次
第
は
、
修
敵
、
献
優

（こ
の
間
、
吹
奏
楽

「山
の
幸
」
を
奉
奏
）、

祝
詞
奏
上
、
祭
文
奏
上
、
玉
串
拝
礼
、
黙
藤

（こ
の
間
、
「国
の
鎮
」
を
奉
奏
）、
撒
優
の

順
で
あ
る
。

　

ま
た
、
遺
族
や
戦
友
の
方
々
か
ら
の
申
し
込
み
に
よ
り
、
お
身
内
等
、
個
々
の
御
祭

神
の
年
祭

（六
十
年
祭
、
六
十
一
年
祭
；
：
↓

も
行
わ
れ
て
い
る
。

　

更
に
、
遺
族
の
お
申
し
込
み
に
も
と
づ
き
、
永
代
に
亘
り
毎
年
ご
命
日
な
ど
ゆ
か
り

の
日
に
、
御
祭
神
の
お
名
前
を
奏
上
申
し
上
げ
、
神
楽
を
お
捧
げ
す
る
永
代
神
楽
祭
も

執
り
行
わ
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
こ
の
祭
典
で
奉
奏
の
神
楽
は
、
香
淳
皇
后
御
歌

「や

す
ら
か
に

　

ね
む
れ
と
ぞ
お
も
ふ

　

君
の
た
め

　

い
の
ち
さ
さ
げ
し

ま
す
ら
を
の
と

も
」
に
、
元
宮
内
省
楽
部
楽
長
多
忠
朝
氏
が
作
曲
振
り
付
け
を
し
た

「み
た
ま
慰
め
の

舞
」
で
あ
る
。

３５圏第一部 靖国神社と日本人
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皇
室
と
靖
国
神
社

　

明
治
天
皇
の
思
し
召
し
に
よ
っ
て
、
明
治
二
年
六
月
に
創
建
さ
れ
た
靖
国
神
社

（当
時
、
沼
魂
社
）
は
、
そ
れ
以
降

も
皇
室
か
ら
厚
い
御
処
遇
を
う
け
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
一
般
に
神
社
で
は
も
っ
と
も
大
切
な
祭
事
を
例
祭
と
い

い
、
靖
圃
神
社
で
は
一
年
に
春
秋
二
季
の
二
度
、
例
大
祭
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
例
六
祭
に
勅
祭
社
で
あ
る
靖
国
神
社
に

は
、
宮
中
か
ら
勅
使
が
差
遣
さ
れ
る
。
天
皇
陛
下
の
思
し
召
し
の
ほ
ど
を
神
前
に
告
げ
る
「祭
文
」
が
奏
上
さ
れ
、
神

霊
へ
の
お
供
え
も
の
と
し
て
幣
常
が
奉
ら
れ
る
。
ま
た
行
幸
や
特
別
の
機
会
に
奉
納
さ
れ
た
様
々
な
御
幣
物
は
、
神
宝
、

社
宝
と
し
て
今
日
に
伝
え
ら
れ
、
ご
歴
代
の
厚
い
御
崇
敬
の
さ
ま
が
し
の
ば
れ
る
。

４０囲
囲

明
治
天
皇

我
国
の
為
を
つ
く
せ
る
人
々
の
名
も
む
さ
し
野
に
と
む
る
玉
か
き

大
正
天
皇

図
の
た
め
た
ふ
れ
し
人
の
家
人
は
い
か
に
こ
の
世
を
す
ご
す
な
る
ら
む

昭
和
天
皇

国
の
た
め
い
の
ち
さ
さ
げ
し
人
々
を
ま
つ
れ
る
宮
は
も
も
と
せ
へ
た
り

今
上
陛
下

国
が
た
め
あ
ま
た
逝
き
し
を
悼
み
つ
つ
平
ら
げ
き
世
を
願
ひ
あ
ゆ
ま
む

・

　　

●
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勅使参向（平成１８年春季例大祭）

三笠宮殿下御参拝（平成１８年秋季例大祭）。御
参拝後、 奉迎の遺族にお言葉をかけられる。

１１１－
ー

　

ー
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護
園
神
社
の
概
要

《「故
郷
の
護
国
神
社
」
展
示
》

【護
国
神
社
の
歴
史
】

　

各
護
圃
神
社
は
そ
れ
ぞ
れ
に
歴
史
が
あ
る
。
同
時
に
靖
圃
神
社
と
と
も
に
い
く
つ
か
の
共
通
項
も
あ
る
ｏ

　

そ
の
お
お

よ
そ
の
共
通
項
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

護
園
神
社
、
靖
国
神
社
は
明
治
の
御
代
に
な
っ
て
か
ら
創
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
信
仰
は
古
来
日
本
人
の

宗
教
観
、
祖
先
観
に
根
ざ
し
た
伝
統
的
習
俗
が
基
礎
と
し
て
あ
る
。
祖
先
や
共
同
体
に
尽
く
し
た
人
々
を
神
と
し
て
肥

り
、
同
時
に
そ
の
神
は
子
孫
や
そ
の
共
同
体
を
守
っ
て
く
だ
さ
る
と
い
う
信
仰
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

護
国
神
社
に
限
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
幕
末
維
新
の
戦
役
．
国
事
に
殉
じ
た
人
々
を
出
し
た
各
藩
で
は
各
地
に
招
魂
場
を
設
け
、
そ
の
慰
霊
祭
を
行
っ
た
。

②
殉
国
烈
士
の
神
霊
を
篤
く
祭
舵
す
べ
き
と
の
明
治
天
皇
の
聖
旨
を
奉
戴
し
、
や
が
て
招
魂
社
と
し
て
固
定
す
る
。

③
明
治
七
・
八
年
内
務
省
遂
に
よ
り
官
費
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「宮
祭
沼
魂
社
」
と
な
る
。

④
「招
魂
社
は
之
を
護
園
神
社
と
改
称
す
。
昭
和
十
四
年
四
月
一
日
施
行

（昭
和
十
三
年
内
務
省
告
示
）」
に
基
づ
き
、
「護

　

園
神
社
」
と
改
称
さ
れ
、
内
務
大
臣
指
定
護
園
神
社
と
指
定
外
護
国
神
社
の
二
種
に
分
類
さ
れ
た
。
指
定
護
園
神
社

　

は
府
県
社
に
相
当
す
る
社
格
で
あ
る
。
本
特
別
展
に
お
け
る
護
国
神
社
は

「指
定
護
国
神
社
」
で
あ
る
。
指
定
護
圏

神
社
は
一
府
県
一
社
を
原
則
と
し
て
い
た
が
、
旧
幕
藩
体
制
当
時
の
藩
領
の
区
分
・
聯
隊
区
等
の
関
係
で
二
社
、
三

５３国策二部 故郷の謎園神社



社
あ
る
県
が
あ
る
。

⑤
大
東
亜
戦
争
終
戦
後
ミ
リ
タ
リ
ー
・
シ
ュ
ラ
イ
ン
と
し
て
占
領
軍
の
監
視
、
攻
撃
を
受
け
、
存
亡
の
危
機
に
立
た
さ

　

瞥

　

れ
た
。
「項
徳
神
社

（千
葉
牒
護
国
神
社
）」
「桜
山
神
社

（茨
城
豚
護
国
神
社
）」
の
如
く

「護
国
神
社
」
と
い
う
社
号

　

さ
え
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
苦
難
の
時
代
を
持
つ
。

⑥
神
職
・
遺
族

・
崇
敬
者
は
必
死
の
覚
悟
で
御
社
を
守
り
通
し
、
占
領
解
除
後
社
号
は

「護
園
神
社
」
と
復
称
し
、
国

　

民
、
県
民
の
崇
敬
は
拡
ま
っ
て
行
っ
た
。

　

制
度
上
は
靖
国
神
社
同
様

「宗
教
法
人
」
と
な
り
国
家
・
公
共
の
手
を
離
れ
た
が
、
内
実
は
国
家
の
祭
肥
、
公
共
の

祭
縦
が
斎
行
さ
れ
て
い
る
。

【護
園
神
社
の
招
魂
合
縦
一

　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ

　

各
護
園
神
社
は
そ
れ
ぞ
れ
で
招
魂
合
記
し
て
お
り
、
靖
国
神
社
の
分
霊
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
日
本
人
の

神
霊
観
、
宗
教
観
で
は
神
霊
は
一

　

つ
で
は
な
く
、
同
じ
戦
毅
者
の
神
霊
が
靖
図
神
社
、
護
国
神
社
、
家
庭
の
神
棚
、
祖

霊
舎
と
幾
つ
も
存
在
す
る
。

【自
衛
富
合
詑
】

招
魂
合
流
は
各
護
園
神
社
独
自
で
斎
行
し
て
お
り
、
自
衛
宮

・
警
察
官
．
消
防
官
な
ど
の
公
務
殉
職
者
を
合
記
し
て

い
る
護
園
神
社
も
あ
る
。

【護
園
神
社
の
祭
典
Ｑ

　

英
霊
奉
慰
顕
彰
の
祭
典
が
中
心
で
あ
る
が
、
英
霊
の
願
い
は
国
家
が
平
和
で
あ
り
、
国
民
県
民
が
幸
せ
で
あ
る
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
祈
年
祭

（作
物
の
豊
穣
を
祈
る
）
新
嘗
祭

（作
物
の
豊
穣
を
感
謝
す
る
）
等
の
祭
典
、
ま
た
初
官
、
七
五
三
、

合
格
祈
願
、
厄
厳
、
交
通
安
全
祈
願
等
の
祈
願
参
拝
も
行
っ
て
い
る
。

【全
国
護
園
神
社
命日】

　

旧
指
定
護
国
神
社
五
十
二
社
は
「全
圃
護
圃
神
社
曾
」
を
組
織
し
て
い
る
。
起
源
は
存
亡
の
危
機
に
あ
っ
た
昭
和
二

十
一年
の
「指
定
護
国
神
社
の
宮
司
曾
」
で
あ
る
。
日
的
は
「靖
国
神
社
及
び
全
国
の
護
園
神
社
相
互
の
連
絡
を
緊
密

に
し
、
祭
神
の
奉
斎
、
祭
鵡
の
巌
修
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
靖
園
神
社

・各
護
画
神
社
は
緊
密
な
協
力
関

係
に
あ
り
、
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
が
完
全
に
独
立
し
て
い
る
。

５５璽第二部 故郷の謎璽神社



父
上
様
母
上
様

　

最
期
も
最
早
遠
か
ら
ず
存
ド二
筆
申
し
上
げ
候

　

顧
れ
ば
二
十
年
の
間
何
呉
と
御
寵
愛
に
預
り
御
礼
の
申
し
上
げ
様
も
御
座
無
く
、

然
も
私
何
一
つ
孝
養
ら
し
き
孝
養
も
尽
く
し
得
ざ
り
し
を
遺
憾
の
極
み
と
恋
飽
仕

り
居
り
候

　

愈
、
任
務
を
戴
き
、
之
ぞ
吾
人
の
使
命
を
果
す
べ
き
好
機
な
り
と
欣

快
に
堪
へ
ず

　

御
両
親
様
よ
り
卸
そ
ナ
／
＝
ラ
ヒ
）
ン
；

　　

÷

　　　　　　

÷
÷
…
；
÷

　

宅
ラ
ム
ー
ズ
そ
脱
α
身
体
と
日
頃
の
御
薫
陶
を
徒

に
は
せ
じ

任
務
必
達
の
精
神
に
燃
え
・
レ
イ
ープ
湾
航
空
戦
の
華
と
散
瀬

と
覚

悟
仕
り
居
り
候

　

屍
は
霧
散
せ
ん
も
霊
魂
不
滅

　

神
圏
必
勝
を
確
信
し

　

御
稜
威
に
刃
向
ふ
小
米
鬼
を
克
服
し
て
以
て
聖
慮
を
安
ん
じ
奉
ら
ん

母
上

諦

±

月
三
易

の
御
手
紙
有
難
く
お
受
け
仕
り
候

松
蔭
先
生
の
歌
を

思
ひ
浮
か
べ
目
頭
熱
く
な
り
申
し
候

　

此
の
御
手
紙
胸
に
抱
き
出
陣
仕
る
べ
く
候

岡
島
、
西
岡
を
も
共
に
、
出
陣
致
し
度
く
遺
憾
と
存
じ
候

さ
ら
ば
、
御
両
親
様

御
気
丈
に
未
永
く

皇
鰯
の
御
為
御
奮
闘
致
さ
れ
ま
す
撰

な
が
ら
御
祈
り
鞠

上
げ
候

鹿島護国神社雷１７２

十
一
月
二
十
日

御
両
親
様

鎮
座
地

　

山
口
県
山
ロ
市
宮
野
下
一
九
三
二

御
祭
神

　

山
口
県
出
身
の
神
霊

　

五
二
：
夫
柱
並
に
殉
職
自
衛
官

　　　

四
五
柱

例
祭
日

　

四
月
二
十
九
日

　

春
季
慰
霊
大
祭

　　

十
一
月
三
日

　　

秋
季
慰
霊
大
祭

山
口
腺
護
圏
神
社

　　　　　　　　　　

山
口
県
に
お
け
る
戟
毅
者
慰
霊
の
歴
史
は
古
く
、
奇
兵
隊
殉
難
者
を
肥
る

「桜
山
神
社
」、

　　　　　

騨
欄
練
鮎

　

七
脚
の
一
人
錦
小
路
頗
徳
命
を
肥
る
「赤
妻
神
社
」
が
元
治
元
年
に
創
建
さ
れ
た
の
に
は
じ
ま

　　　　

繋
馨
議
ご

　　

り
、
県
内
に
二
十
二
の
「招
魂
社
」
が
創
建
さ
れ
、
殉
難
者
の
慰
霊
が
な
さ
れ
て
き
た
。
「山

　　　　　　　　　　

口
蝶
護
圃
神
社
」
は
日
清
戦
争
以
降
、
山
口
県
出
身
の
殉
国
の
英
霊
を
慰
霊
す
る
た
め
に
、
明

　　　　　　　　

．

治
三
十
六
年
防
長
靖
献
会
を
設
立
し
て
、
毎
春
現
社
地
の
南
に
隣
接
す
る
桜
畠
糠
兵
場
で
盛
大

　　　　　　　　

．

　

な
る
招
魂
祭
を
斎
行
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
昭
和
十
四
年
、
沼
魂
社
制
度
の
整
備
に
よ
り
、
県

　　　　　

瀞獄警
報
獅

　

内
一
円
を
崇
敬
者
区
域
と
す
る
「沼
魂
社
」
を
創
建
す
る
こ
と
と
な
り
社
殿
の
造
営
に
着
手
、

　

於
“搬諾罰
欄蝉ｑ熱…群鰍瀞鍬織紅襟沈滞鮪群鰍櫓酬塙誹”融解附語一切科鎚』蝦鰯柳捕鎚年物鮒飯綱線

　　　　　　　　　

成
立
後
は
、
「山
口
無
護
圃
神
社
」
へ
と
複
称
。
以
来
、
英
霊
祭
滴
を
厳
修
し
つ
つ
関
係
者
の

篤
い
尊
崇
を
う
け
、
数
次
に
わ
た
る
境
内
拡
張
整
備
、
権
殿
、
玉
垣
、
鳥
居
の
建
設
、
「
い
さ
お
館
」
の
新
築
等
を
推
進
し
、

平
成
三
年
に
は
御
鎮
座
五
十
年
式
年
祭
が
厳
粛
に
斎
行
さ
れ
、
同
七
年
に
は
参
集
殿
竣
工
・
母
子
像
建
設
が
行
わ
れ
た
。

エ７３霊山ロ嫌護国神社



滝
原
清
命

山
口
県

大
正
１０
年
１
月
馬
日
生

昭
和
２０
年
６
月
９
日
毅

満
２４
歳

海
軍
軍
属

名
古
屋
市
熱
田
区
愛
知
航
空
機
㈱

に
て
戦
死

応
召
準
備
予
定
表

｛空襲時着用）

奉公袋

　　

服

　

　

　　

感
召
準
備
像
定
表

実
施
順
序
及
項
目

一
、
召
集
令
状
受
領

二
、
神
悌
礼
拝

一ニ、
家
人
二
訓
戒

四
、．会
社
事
務
引
継

五
、
家
事
整
理

六
、
挨

　

拶

七
、
応
召
出
発
前
ノ

　

準
備

（後
略
）

業

　　　

務

一
、
令
状
熟
読

二
、
召
集
令
状
ヲ
奉
公
袋
二
収
納

三
、
出
発
日
時
ノ
決
定

一
、
令
状
受
領
後
報
告
且
武
運
長
久
ヲ
祈
願
ス

ー
、
家
人
ニ
自
己
ノ
覚
悟
ヲ
示
シ
所
要
ノ
訓
戒
ラ

　

　　
　

（中
略
）

⑦
遺
書
◎
納
税
会
費
醜
金
等
二
関
ス
ル
事
項
⑭
物

品
貸
借
二
閲
ス
ル
事
項
（９
営
業
二
関
ス
ル
事
項
◎

貯
金
預
金
ニ
関
ス
ル
事
項
６
保
険
二
間
ス
ル
事
項

①
戸
籍
ニ
閑
ス
ル
事
項
⑦
賜
金
ニ
関
ス
ル
事
項

一
、
分
会
長
並
分
会
役
員
町
内
会
長
等
二
挨
拶

二
、
勤
務
上
ノ
上
級
者
同
僚
ニ
対
シ
挨
拶

一ニ
、
近
隣
並
親
戚
ヘ
ノ
挨
拶
及
通
知

一
、
軍
人
勤
諭
捧
読

一一、
軍
装
品
ノ
手
入
整
頓

細
部
ノ
注
意

一
、
応
召
月
日
部
隊
ヲ
記
憶
ス

ニ
、
令
状
裏
面
ヲ
熟
読
ス

て

一
死
報
国
ノ
覚
悟
ヲ
固
ム

ー
、
一
家
和
合
出
征
家
族
ノ
名
誉
ヲ
保
持

　

シ
特
二
戦
死
ノ
場
合
ハ
遺
族
ノ
名
誉

　

ヲ
傷
付
ク
ル
事
ナ
ク
自
己
ノ
意
志
ヲ

　

継
承
シ
君
国
二
親
ユ
ベ
キ
ラ
訓
戒
ス

て

手
落
ナ
キ
株
巡
回
路
ヲ
予
メ
計
画
シ

　

世
ク
コ
ト
必
要
ナ
リ

ニ
、
電
報
又
ハ
文
書
二
依
り
通
知
ス
ル
者

　

二
対
ス
ル
住
所
氏
名
ラ
チ
メ
準
備
シ

　

霞
ク
郡
必
要
ナ
リ

ー
、
出
発
前
ノ
諸
行
事
二
依
り
健
康
ヲ
舎

　

セ
ザ
ル
如
ク
注
意
ス

エ７５園山ロ豚談園神社
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『ふ
る
さ
と
鯖
国
』
の
刊
行
に
際
し
て

　

敷
島
の
大
和
ぷ
を
人
と
ば
ゞ
朝
日
に
に
ほ
ふ
山
桜
花

（本
居
宣
長
）

　

百
千
々
の
世
に
も
う
ご
か
じ
天
地
の
神
の
か
た
め
し
火
和
し
ま
ね
は

（村
田
春
海
）

　

わ
が
国
学
の
先
人
は
、
こ
の
や
う
に
饗
た
ろ
国
魂
、
厳
た
る
国
柄
を
調
っ
た
。
ゆ
る
ぎ
な
さ
悠
久
の
国
史
を

刻
む
、
わ
が
日
本
人
の
心
意
気
と
い
は
な
く
て
な
ん
で
あ
ら
う
か
。
先
人
達
は
古
来
、
瑞
穂
の
国
の
豊
穣
に
神

恩
を
感
謝
し
、
父
祖
を
敬
ひ
記
っ
て
鎮
魂
の
祭
記
を
た
や
き
ず
、
大
君
の
し
ろ
し
め
す
下
、
真
に
君
民
一
体
の

　　

国
づ
く
り
に
い
そ
し
み
、
た
ぐ
ひ
な
き
大
和
心
を
発
揚
し
た
。

　　　

い
ま
謹
み
顧
み
て
、
靖
圃
の
み
や
し
ろ
に
神
鎮
ま
り
ま
す
二
百
四
十
六
万
余
柱
の
英
霊
は
、
こ
の
か

　　

け
が
へ
も
な
き
わ
が
国
土
、
わ
が
誇
ら
し
き
国
風
ょ
永
遠
な
れ
と
願
ひ
つ
・
尊
き
御
身
を
挺
さ
れ
た
の

　　

で
あ
っ
た
。
そ
の
気
高
さ
殉
国
散
華
の
い
さ
を
し
の
上
に
、
今
日
の
平
和
と
繁
栄
が
あ
る
。

戦
後
五
十
年
も
の
平
和
を
享
受
し
て
来
た
今
、
改
め
て
先
人
達
の
培
ひ
残
し
て
下
さ
っ
た
こ
れ
ら
の
事
に
全

国
民
が
恩
ひ
を
い
た
し
、
日
本
の
道
義
の
心
、
か
ぐ
は
し
き
伝
統
と
国
風
、
そ
し
て
日
本
人
の

″心
の
ふ
る
さ

と
″

　

を
思
ひ
起
こ
し
、
胸
に
刻
み
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

靖
園
神
社
で
は
こ
の
趣
旨
達
成
の
た
め
に
微
力
を
傾
注
す
る
こ
と
が
、
英
霊
の
御
神
意
に
叶
ふ
も
の
と
確
信

い
た
し
、
欄ふ
る
さ
と
靖
圃
』
シ
リ
ー
ズ
を
企
画
し
た
次
第
で
あ
る
。
世
代
を
超
え
た
広
汎
な
読
者
各
位
と
共

に
相
励
み
、
研
鍍
を
重
ね
て
い
き
た
い
。
こ
こ
に
発
刊
の
辞
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

図２４６

平
成
五
年
四
月
二
十
二
日

　

春
幸
例
大
祭
当
日
祭
の
佳
日

　　　

靖
画
神
社
宮
司

　

大

野

俊

康

　　　　　　　

シ
リ
ー
ズ
・ふ
る
さ
と
靖
国
５

　　　

ふ
る
さ
と

　

故
郷
の
護
国
神
社
と
靖
国
神
社

　　　　　　　

「故
郷
の
護
園
神
社
展
」
の
記
録

　　　

平
成
十
九
年
四
月
六
日

　

第
一
刷
発
行

　　　　　　　

企
画
・編
集

　

靖
国
神
社

　　　　　　　　　

発
行
人

藤
本

　

隆
之

　　　　　

発

　

行

　

展

　

転

　

社
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東
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Ｆ
Ａ
Ｘ
０
三

（三
八
－
五
）
○
七
八
六

　　　　　　

　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　

　　　　　　　　　　

印
刷

　

文

　

昇

　

堂

　　　　　　　　　

製
本

　

大
石
製
本
所

◎
…
〉
の
ｄ
内
Ｃ
Ｚ
ー日
２
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ｏ
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℃
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乱
丁
・落
丁
本
は
送
料
小
社
負
担
に
て
お
取
替
致
し
ま
す
。

　　　　　　

定
価
は
カ
バ
ー
に
表
示
し
て
あ
り
ま
す
。

　　　　　　

Ｈ
の
塑
Ｚ
Ｏ
Ｖ
仰
ー
朴
ー
街
帥
小
Ｗ
ひ
ー
Ｗ
Ｏ
Ｎ
Ｉ
Ｏ
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一
、
本
殿
、
拝
殿
及
鳥
居
の
設
備
あ
る
も
の
。

　　　　　　

一
・
境
内
地
は
参
百
坪
以
土
に
し
て
、
官
有
地
な
る
か
・
又
は
神
社
有
の
民
有
地
に
限
る
ｏ
但
し
・
土
地

　

脚

　　　　　　

は
状
況
に
依
り
、
．面
積
弐
百
坪
迄
減
少
す
る
こ
と
を
得
。

　　　　　　

一
、

‐出
願
人
は
五
十
名
以
上
。
但
し
、
戸
主
に
限
る
。

　　　　　　

一
、
維
持
資
本
、
・金
弐
千
円
以
上
、
又
は
平
均
一
ヶ
年
金
百
円
以
上
の
収
益
あ
る
資
産
を
有
す
る
も
の
。」

　　　　　　

こ
の
内
牒
に
よ
っ
て
、
招
魂
社
の
設
置
基
準
が
さ
だ
め
ら
れ
、
祭
神
を
つ
う
じ
て
、
招
魂
社
と
靖
国
神
社

　　　　　

が
直
結
さ
れ
る
と
と
も
に
、
招
魂
壮
の
神
社
化
が
さ
ら
に
進
む
こ
と
に
な
っ
た
。
二
年
後
に
は
、
招
魂
社
費

　　　　　

は
、
会
計
年
度
ご
と
に
定
額
が
払
い
わ
た
さ
れ
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
、
各
招
魂
社
は
経
営
面
で
も
安
定
し
た
。

　　　　　

こ
う
し
て
日
露
戦
後
に
は
、
招
魂
社
は
、
靖
国
神
社
の
事
実
上
の
地
方
分
社
と
し
て
整
備
さ
れ
、

ｒ郷
土
意
識

　　　　　

に
結
び
つ
い
た
戦
没
者
に
た
い
す
る
慰
霊
と
顕
彰
の
心
情
を
、
靖
国
の
思
想
に
吸
収
す
る
体
制
が
で
き
あ
が

　　　　　

っ
た
の
で
あ
る
。

　　　　　

′

　

日
露
戦
後
、

・靖
国
神
社
で
は
、
毎
年
、
日
露
戦
争
戦
没
者
の
合
肥
が
つ
づ
け
ら
れ
た
。
そ
の
臨
時
大
祭
、

　　　　　

臨
時
祭
は
、
上
京
し
た
遺
族
を
は
じ
め
一
般
参
拝
者
で
賑
わ
い
、
県
の
兵
事
会
員
等
に
引
率
さ
れ
た
遺
族
た

　　　　　

ち
は
、
社
殿
に
上
っ
て
、
神
と
な
っ
た
肉
親
と

「対
面
」
し
、
遊
就
館
を
見
学
し
て
、
故
人
の
武
勲
を
偲
ん

　　　　　

だ
。

皿

　

靖国神社と護国神社

　

遺
族
の
急
増
に
よ
っ
て
、
靖
国
神
社
の
参
拝
者
は
年
ご
と
に
そ
の
数
を
増
し
、
全
国
各
地
か
ら
の
集
団
参

拝
も
さ
か
ん
に
な
っ
た
。
靖
国
神
社
の
社
頭
収
入
は
、
日
清
戦
争
時
の
一
八
九
五
（明
治
二
八
）年
度
に
は
五

二
万
六
六
二
三
円
で
あ
っ
た
が
、
日
露
戦
争
時
の
一
九
〇
五
（明
治
三
八
）年
度
に
は
二
一
七
万
九
一
二
六
円

に
急
増
し
、
翌
年
度
に
は
二
七
〇
万
六
五
四
四
円
に
達
し
て
、
翌
々
年
ま
で
三
年
間
は
、
二
０
０
万
円
台
の

収
入
が
つ
づ
い
た
。

　

靖
国
神
社
で
は
、
遺
族
そ
の
他
の
者
が
願
い
出
て
私
的
な
祭
典
を
行
な
う
こ
と
を
、
神
社
の
公
的
祭
儀
と

区
別
し
て
報
嚢
と
ょ
ん
だ
。
日
露
戦
争
前
に
も
、
甲
子
殉
難
者
三
○
年
祭
（
一
八
九
三
．
明
治
二
六
年
）等
が
行

な
わ
れ
た
例
が
あ
っ
た
が
、
日
露
戦
争
中
か
ら
、
に
わ
か
に
報
寮
が
さ
か
ん
と
な
り
、
社
頭
収
入
の
急
上
昇

の
一
因
と
な
っ
た
。
報
審
は
、
特
定
の
祭
神
を
私
的
に
追
弔
記
念
す
る
祭
典
で
あ
る
か
ち
、
寺
院
に
お
さ
め

る
永
代
供
養
料
と
同
様
に
、
祭
が資
基
本
金
を
指
定
寄
付
し
、
そ
の
利
子
で
毎
年
、
日
を
さ
だ
め
て
祭
典
を
執

行
す
る
費
用
に
あ
て
る
こ
と
も
行
な
わ
れ
た
。

　

一
九
○
九
（明
治
四
二
）年
三
月
一
日
、
靖
国
神
社
宮
司
賀
茂
水
穂
は
、
七
ｏ
歳
で
病
没
も
、
同
月
二
九
日
、

そ
の
千
の
賀
茂
百
樹
が
第
三
代
宮
司
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
同
年
一
二
月
、
境
内
に
図
書
館
が
竣
成
し
、
奉
納
申

告
祭
が
行
な
わ
れ
た
。
新
宮
司
の
賀
茂
首
樹
は
、
青
山
、
賀
茂
両
宮
司
の
遺
志
を
つ
い
で
、
神
社
誌
の
編
纂

を
進
め
、
一九

－
－^
明
治
四
四
）年
一
二
月
、
『靖
国
神
社
誌
』
を
刊
行
し
た
。
同
書
は
、
緒
言
で
「鯖
国

１５１



神
社
は
、
皇
上
御
仁
徳
の
余
沢
と
、
国
民
尽
忠
の
精
神
と
の
結
晶
に
し
て
、
明
治
の
昭
代
に
於
け
る
精
華
」

で
あ
る
と
述
べ
、
靖
国
神
社
の
歴
史
と
現
況
を
、
文
書
記
録
を
中
心
に
叙
述
し
て
お
リ
ー
陸
軍
省
副
官
の
検

閲
を
経
て
刊
行
さ
れ
た
。

同
書
の
序
文
で
キ
祭
神
を

髪
霊
」
と
ょ
ん
で
ぃ
る
こ
と
か
ら
、
日
露
戦
後
に
は
，
戦
没
者
の
様ぎ
英
霊

芝
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
葵
霊
冨川跡、
も
と
も
と
霊
魂
の
美
称
で
あ
る
が
、
幕
末
に
・
水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

戸
審
の
藤
田
東
湖
が
さ
「文
天
祥
の
正
気
の
歌
に
和
す
」
と
題
す
る
漢
詩
で
、
「英
霊
い
ま
だ
か
つ
て
涙
び
ず
、

と
こ
し
え
に
天
地
の
間
に
あ
り
」
と
う
た
い
、
こ
の
漢
詩
が
志
士
の
あ
い
だ
で
愛
唱
さ
れ
て
以
来
．
広
く
普

及
し
た
ご
と
ぱ
で
あ
っ
た
。
戦
没
者
の
霊
は
、
こ
れ
ま
で
忠
魂
へ
忠
霊
と
よ
ば
れ
て
き
た
が
、
日
露
戦
争
を

境
に
、
よ
り
個
性
の
う
す
い
抽
象
的
な
英
霊
と
い
ラ
ょ
び
か
た
が
一
般
化
す
る
ょ
ラ
に
な
っ
た
。
天
皇
へ
の

忠
誠
は
１
日
本
国
民
に
と
っ
て
当
然
の
行
為
と
す
る
天
皇
制
教
育
が
浸
透
す
る
と
と
も
に
、
戦
没
者
個
々
の

忠
誠
に
力
点
を
お
い
た
忠
魂
と
い
う
こ
と
ば
よ
り
も
、
没
個
性
的
な
英
霊
と
い
う
美
称
が
、
適
当
と
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
ｏ

　

ー
九
一
二
（明
治
四
五
）年
七
月
三
〇
日
、
靖
国
神
社
の
生
み
の
親
と
も
い
う
べ
き
明
治
天
皇
が
、
六
一
歳

で
病
没
し
た
。
天
皇
ほ
、
前
後
七
回
、
靖
国
神
社
に
参
拝
し
、′
つ
ね
に
そ
の
発
展
に
意
を
用
い
た
。
国
民
に

敬
神
の
範
を
示
す
こ
と
に
熱
心
で
あ
っ
た
明
治
天
皇
は
、
西
国
巡
幸
に
っ
づ
く
東
北
、
近
畿
－
東
海
・北
陸

１５２

の
各
巡
幸
で
も
・
そ
の
途
次
、
多
数
の
神
社
に
参
拝
し
た
が
、
同

種

社
へ
の
参
拝
回
数
は
，
臨
時
大
祭
ご

と
の
参
拝
を
例
と
Ｌ
だ
靖
国
神
社
が
最
高
で
あ
っ
た
。

‐明
治
天
皇
は
、
神
誠
に
つ
い
・て
・一
〇
〇
首
に
ち
か
い
和
歌
を
詠
ん
だ
。
靖
国
神
社
参
拝
の
お
り
に
も
、
一

九
〇
六
（明
治
三
九
）年
に
は
、
「鏡
」
≧
題
し
て
、
「靖
国
の
や
し
ろ
に
い
つ
く
か
ゞ
み
こ
そ

　

や
ま
と
心
の

ひ
か
り
な
り
け
れ
」
と
詠
み
、
つ
づ
い
て
一
九
〇
九
（明
治
四
二
）年
に
は
、
「
社
頭
紅
葉
」
の
題
で
、
「も
み
・

ぢ
ぱ
の
赤
き
心
を
靖
国
の

　

棒
の
み
た
ま
も
め
で
｝
み
る
ら
む
」
と
詠
ん
で
い
る
。
天
皇
は
、
こ
れ
ら
の

「御
製
」
に
お
い
て
も
、
英
霊
を
嘉
尚
し
、
国
民
に
赤
誠
を
つ
く
す
こ
と
を
求
め
て
や
ま
な
か
っ
た
の
で
あ

る
０
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第
一
次
世
界
大
戦
前
後

ｍ

　

靖国神社と護国神社

　　　　

一
九
一
二
（大
正
元
）年
一
二
月
－
陸
・海
軍
省
は
、
靖
国
神
社
の
例
祭
日
を
、
．四
月
三
〇
日
、

例
大
祭
の

　

一〇
月
二
三
日
に
改
め
る
む
ね
を
告
示
し
た
。
四
月
三
〇
日
は
、
日
露
戦
争
勝
利
後
の
陸
軍
大

定
着

　

．ゞ
観
兵
式
の
記
念
日
で
あ
り
・

．
ｒ
ｏ
月
二
三
日
は
・
同
じ
く
大
観
艦
式
の
記
念
日
で
ぁ
，っ

た
ｏ

靖
国
神
社
で
は
、
市
街
電
車
の
敷
設
と
市
区
改
正
の
関
係
で
、
一
九
〇
五
（明
治
三
八
）年
と
‘一
九
○
七
パ
明

１５３



戸
村
政
博
編
『靖
国
闘
争
』（
一
九
七
０
）

戸
村
政
樽
編
著

『日
本
人
と
靖
国
問
題
』（
一
九
七
一．）

　　

同

　　　

．
『靖
国
問
題
と
戦
争
責
任
資
一
九
七
ニニ

大
瀧
徹
也

「『英
霊
』
崇
拝
と
天
皇
制
」
『日
本
人
の
宗
教

瓜
近
代
と
の
遷
返
』（
一
九
七
三
）

龍
谷
次
郎

「市
町
村
の
忠
魂
碑
・
忠
霊
塔
に
つ
い
て
」
『歴
史
評
論
』
第
二
九
二
号
（
一
九
七
四
）

戸
村
敏
博
編
著

『日
本
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
鯖
国
問
題
』（
一
九
七
四
）

真
下
信
一
・高
橋
磯
一
編
『政
治
と
宗
教
』（
一
九
七
四
）

西
川
重
則
『錆
国
法
案
の
五
年
』（
一
九
七
四
）

塙
三
郎
『英
霊
の
怒
り
』（
一
九
七
四
）

岩波新書（管版）９０４慰霊と招魂
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『世界の宗教』『日本の宗教』（以上，岩波ジ
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靖国神社

　

　　　　　　　　　　　

靖図沖社にっいて 参拝のご案内

靖国神社の由緒

靖圏神社史

今月の社頭掲示

境内案内図

参拝のご案内

　　

祭事・境内のご案内

境内案内図

　　　　

祭事のご案内

正式参拝のご案内境内案内図

授与品・頒布品の；畦就館

ご紹介

　　　　　　

端園借行文庫

遊就館のご案内

　　

崇敬奉賛会

新着情報

遊就館の歴史

展示室のご案内

上映時間一覧

交通案内・お問い合わせ

交通案内お知らせ

　　　　

交通案内

会長ごあいさつ

　

お問い合わせ・よくあるご

活動のご紹介

　　

質問

入会・継続入

参拝・入～

参拝申し込，

（団体正式…

参拝申し込，

（団体祈願１

鰍靖国神社の由緒

靖国神社は、 明治２年 （１８６９）６月２９日、 明治天皇の思し召しによって建てられた招魂社がはじまり

です。

明治７年 （１８７４）１月２７日、 明治天皇が初めて沼魂社に御親拝の折にお詠みになられた 「我国の為を

つくせる人々の名もむさし野にとむる玉かき」 の御製からも知ることができるように、 国家のため

に尊い命を捧げられた人々の御霊を慰め、 その事績を永くネ封建に伝えることを目的に創建された神

社です。

創建当時、 日本は近代的統一国家として大きく生まれ変わろうとする歴史的大変革 （明治維新） の

過程にありました。それ以前、 日本は江戸幕府の政権下にあり、 約２５０年にわたって鎖国政策をとり

海外との交流を厳しく制限していました。 ところが、 アメリカや西欧諸国のアジア進出に伴って日

本に対する開国要求が強まると、 開国派と鎖国派の対立が激化し、１；扇；の国内は大きな混乱に陥り

ます。 そうした危機的状況を乗り切る力を失った江戸幕府は、 ついに政権を天皇に返上し、 日本は

新たに天皇をｑも［・とする近代的な国づくりに向けて歩み出すこととなったのです。

しかし、 そうした大変革は、 一方において国内に避けることのできない不幸な戦い （戊辰戦争） を

生み、 近代国家建設のために尽力した多くの人々の尊い命が失われる結果となりました。

そこで明治天皇は明治２年６月、 国家のために一命を捧げられたこれらの人々の名を後世に・伝え、 そ

の御霊を慰めるために、 東京九段のこの地に 「招魂社」 を創建されたのです。

この沼魂社が今日の靖国神社の前身で、 明治１２年 （１８７９）６月４日には社号が「靖国神社」 と改めら

れ網格官幣社に列せられました。

明治天皇が命名された 「端園」 という社号は、「国を端 （安） んずる」 という意１味で、 靖幽神社には

「祖国を平安にする」「平和な国家を建設する」という願いが込められています。



総靖園神社の御祭神

靖国神社には、 戊辰戦争 （戊辰の役） やその後に起こった佐賀の乱、 西南戦争 （西南の役） といった国内の戦いで、 近代日本の出発

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

きかもとリヱラま

　　　

よしだＬ１・）‘、ん

　　

たかすぎしんさく

　　　

ｒｉし

治維新の大事業遂行のために命を落とされた方々をはじめ、 明治維新のさきがけとなって兜れた坂本龍馬・吉田松陰・高杉晋作・橋

った歴史的に著名な幕末の志士達、 さらには日清戦争・日露戦争・第一次世界大戦・満洲事変・支郡事変・大東亜戦争 （第二次世界

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

み

　

た

　

ま

対外事変や戦争に際して、 国家防衛のためにひたすら「国安かれ」の一念のもと、 尊い生命を捧げられた方々の神霊 が肥られており

２４６万６千余柱に及びます。

その中には軍人ばかりでなく、 戦場で救護のために活躍した従軍看護婦や女学生、 勤労動員「ｈに軍需工場で亡くなられた学徒など、

民間の方々も数多く含まれており、 その当時、 日本人として戦い亡くなった台湾及び朝鮮半島出身者やシベリア抑留中に死亡した軍

東亜戦争，終結時にいわゆる戦争犯罪人として処刑された方々なども同様に肥られています。

このように多くの方々の神霊が、 身分・勲功・男女の区別なく、 祖国に殉じられた尊い神霊 （靖図の大神） として一律平等に肥られ

精園神社の目的が「国家のために一命を捧げられた方々の霊を慰め、 その事績をマ萎魅に伝えること」 にあるからです。 つまり、 精図；

ている２４６万６千余柱の神霊は、「祖国を守るという公務に起因して亡くなられた方々の神霊」 であるという一点において共通してい≦

総靖国神社と日本人

我が国には今も、 死者の御霊を神として罷り崇敬の対象とする文化・伝統が残されています。 日本人は音から、 死者の御霊はこの国二

まり、 子孫を見守ってくれると信じてきました。 今も日本の家庭で祖先の御霊が「家庭の守り神」として大切にきれているのは、 こ

な考えが神道の信仰とともに日本人に受け継がれているからです。そして同様に、 日本人は家庭という共同体に限らず、 地域社会やに

間体にとって大切な働きをした死者の御霊を、 地域社会や国家の守り神 （神霊） と考え大切にしてきました。 靖国神社や全国にあるｉ

そうした日本固有の文化実例の一つということができるでしょう。

ホーム

　　

靖国神社について

　　

靖国神社の由緒

　　　

靖 図 神 社

　　　　　　　　　　　　　

嫡 酬 社

　　　　　　　

園 映像で見る享縄 管社

認 馨 処売店 ＊ 熟 そ灘‘灘潔込み”醐解など闘えは

　　　　　　　　　

　 　

　　　　

　 　

傷め靖図沖社

　　

公認インスタグラム

同



端園神社について

靖国神社の由緒

靖国神社史

今月の社頭掲示

境内案内図

全国護国神社一覧

崇敬団体・奉納行事な

ど

参拝のご案内

境内案内図

正式参拝のご案内

授与品・頒布品のご紹介

参拝申し込み（団体正式参拝）

参拝申し込み（団体祈願参拝）

オンラインによるお申し込み～ご祈

願～

祭事・境内のご案内

祭事のご案内

境内案内図

遊就館

靖国情行文庫

映像・フォトギャラリ

遊就館のご案内

　
靖国神社

Ｙａｓｕｔｕｎｉｊｉｎｉａ

崇敬奉賛会

交通案内・お問い合わせ

鉄道・バスでのアクセス

自動車でのアクセス

東京駅からのアクセス

羽田空港からのアクセス

御創立ＩＥ

（アーカイ

お問い合＊

よくあるこ

ご参拝時α

取材・ｉ最景

リンク集

転載・リン

サイトのこ

て

映像で見そ

メ ールマ±

内

〒１０２‐８２４６ 東京都千代田区九段北３－１－１

　

電話：０３－３２６１…８３２６ （代表）

［開門時刻］ 通年：午前６時

［閉門時刻］１，２，１１，１２月：午後５時

３月 ～１０月：午後６時

※祭典・行事・その他の事情により変更となる場合がありますので、 新着情報にてご確認いただくか、 社務所までお問い合わせください

◎靖国神社ＡＩ１ｒｉｇｈｔｓｒｅｓｅｒｖｅｄ．



　

し
み

招

　

致

　

赴

　

優

　

殿

　

之

　

圏

「絵図面」（靖国神社

　

ー
二
六
頁
］
と
さ
れ
た
。

　　　　　　　　　　　　　　

６

　　

六
月
二
九
日
に
予
定
さ
れ
た

「招
魂
祭
」
（招

　

魂
場

「祭
典
ー
と
同
じ
で
あ
ろ
う
）
ま
で
数
日
間
し
か

　

な
い
。
し
か
し
、
「絵
図
面
」
を
用
意
し
、
「御
拝

　

殿
」
と

「御
本
社
」
の
完
成
を
取
り
決
め
、
急
ご

　　　

碑

　

し
ら
え
と
は
い
え
、
「
招
魂
祭
」
の
た
め
の
本

　　　

劉

ｍ

　

殿

．
拝
殿
が
造
営
さ
れ
て
い
る
。

　　　　　　　　

附としての長州藩諸隊招魂場 「神霊」碑

招
９１１

　　

こ
の

「絵
図
面
」
に
つ
い
て
は
、
最
初
の
本
格

２^
「
Ｌ

図
編

　

的
な
靖
国
神
社
史
と
い
え
る
一
九
一

　

一
年

（明
治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

四
四
）
編
纂
の
靖
国
神
社
編

一靖
園
神
社
誌
」
（代

表
者
宮
司
賀
茂
百
樹
）
－

　

－
頁
所
収
の
絵
図
面

「招
魂
社
仮
殿
之
図
」
が
、
そ
れ
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
図
２
が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

け
ん

そ
れ
で
あ
る
。
こ
の

「絵
図
面
」
の
直
線
部
分
の
点
か
ら
点
へ
の
長
さ
は
一
間

〔約
一
・八
一
八
ｍ
）
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
、
拝
殿
は
三
間
四
方
、
本
殿
は
幅
一
間
ｘ
興
行
二
間
で
あ
り
、
文
字
通
り
の

「小
社
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

そ
う
そ
う

　　　　　　　　　　　　　　　

じ
り
ん
じ
つ

こ
の

『靖
国
神
社
誌
」
は
、
「明
治
二
年
六
月
造
営
せ
し
旧
本
殿
は
当
社
創
籾
の
時
に
際
し
僅
に
旬
日
に
し
て
建
設
せ

し
板
葺
の
仮
宮
」
［靖
囲
神
社
編

一九
＝

”七
二
頁
〕
と
い
う
。
「板
葺
」
に
よ
る
簡
素
な
、
短
期
間
の
急
造
で
あ
っ
た
こ

と
を
裏
づ
け
る
。
し
か
し
、
規
模
は
小
さ
く
と
も
、
こ
こ
に
造
営
さ
れ
た
招
魂
場
の

「小
社
」、
蚕
殿

・拝
殿
、
こ
れ

ら
こ
そ
が
靖
国
神
社
の
最
初
の
建
造
物
で
あ
っ
た
。

　　　　　　　　　

ｒり

　

」
；
き
ざ
；も
ぎ
”
ドき
碁
盤
＆
静
養

て
い
た
。

招
魂
場
こ
そ
が
靖
国
神
社
の
原
点
に
あ
っ
た
。

招
魂
場
と
は
そ
も
そ
も
何
か
、
そ
れ
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

２

戦
死
者
霊
魂
を
招
く
招
魂
場

勅
使

「勅
幣
」
ー
ー
戦
死
者
霊
魂
の

「股
肱
」
の
神
と
し
て
の
変
換

靖
国
神
社
の

「明
治
二
年
明
治
三
年
社
務
日
誌
附
録
」
に
よ
る
と
、
一
八
六
九
年

（明
治
二
）
六
月
二
九
日
か
ら
の

招
魂
場

「祭
典
」
は
、
次
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
。

前
夜
二
八
日
の
真
夜
中
か
ら
、
本
殿
で
そ
の

「祭
典
」
が
は
じ
ま
る
。

う
し
の
こ
く

丑

刺
ニ
霊
招
ノ
式
ヲ
修
。

【靖
国
神
社
編

一
九
八
三
ａ
”
三
〇
頁
］

現
代
の
時
間
感
覚
に
直
し
て
い
え
ば
、
二
九
日
未
明
、
「丑
池
」、
夜
中
の
二
時
ご
ろ
、
招
魂
場
に
建
設
さ
れ
た
本
殿

で
、
「霊
招
ノ
式
」
を
行
な
い
、
戦
死
者
霊
魂
を
招
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
時
点
で
は
、
戦
死
者
霊
魂
を
招
い
た
だ
け
で
あ
り
、
彼
ら
は
い
ま
だ
祭
神
で
は
な
い
。

夜
が
明
け
る
。

１８７
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としての長州藩請隊招魂場 「神霊」 碑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８

　　　　　　

へ
い
た
ん
ほ
う
ク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

し
て

　　　　　　　　　　

ず
こ
も

　　　　　　　　　　

た
つ

こ
く
交
す
ち
か
ん
じ
の
み
ヤ

同
廿
九
日
平
旦
祝
部
等
後
取
ヲ
率
テ
斎
場
ニ
入
り
、
後
取
ラ
メ
諸
席
ヲ
定
メ
資
薦
ヲ
敷
シ
ム
。
辰
ノ
剣
先
知
官
事
宮

　　　　　　　　　

た
ま

前
殿
ニ
着
座
シ
翌
フ
。
次
ニ
副
知
官
事
・
華
族
及
諸
官
ノ
人
々
列
坐
シ
、
各
藩
ノ
人
等
参
集
ス
。
座
定
テ
祝
部
等
進

テ
霊
床
ノ
下
段
ノ
傍
ニ
着
坐
ス
。

　　　　　　　　　　　　　　　

【靖
国
神
社
編

一
九
八
三
ａ
”
三
〇
１
三
一
頁
］

明
け
方
ｑ
平
坦
；
、
「祝
部
」
が

「斎
場
」
に
入
り
、
席
の
準
備
を
し
た
。
「辰
ノ
剰
」、
午
前
八
時
ご
ろ
、
軍
務
官

　　　

こ

　

ま
つ
の
み
や
あ
き
ひ
と

知
事
小
松
宮
彰
仁

（「知
官
事
官
」、
一八
四
六
，
一
九
○
三
）
が
拝
殿

（「前
殿
ｂ
に
着
座
し
、
続
い
て
、
軍
務
官
副
知
事

大
村
益
次
郎

（「副
知
官
事
」
は

「小
社
」
建
設
準
備
に
き
た
大
村
益
次
郎
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
）
・
華
族
な
ど
が
着
座
、
「祝
部
」

が

「霊
床
」
の
下
段
に
着
座
し
た
。

　

「霊
床
」
と
は
戦
死
者
霊
魂
が
鎮
座
し
た
本
殿
の
祭
壇
を
意
味
す
る
。
こ
の
本
殿
で
、
神
事
が
行
な
わ
れ
る
。
神
事

の
中
心
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

た
だ
ち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

し
つ
こ
う

　　　　　

ち
ょ
く
へ
い

副
知
官
事
進
テ
本
殿
ノ
下
段
ニ
着
座
ス
。

　

勅
使
直
ニ
入
テ
神
前
ニ
向
テ
立
玉
フ
。
副
知
官
事
膝
行
シ
テ

　

勅
幣
ヲ

　　　　　　　　　　　　　

扱
う
へ
い

　　　　　　　　　　　

さ
ず
け

は
い
し
上
う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お
わ
っ

取
テ
捧
ク
。

　

勅
使
奉
幣
シ
副
知
官
事
ニ
授
玉
フ
。
拝
請
シ
テ
膝
行
シ
テ
神
前
ニ
納
ム
。
畢
テ

勅
使
退
出
シ
玉
フ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

か
え
り

次
ニ
知
官
事
宮
神
前
ニ
入
テ
再
拝
拍
手
シ
テ
祝
詞
ヲ
読
ミ
、
又
再
拝
拍
手
シ
本
座
ニ
復
玉
フ
。

［靖
国
神
社
編

一
九
八
三
ａ
”．
三
一‐夏
］

参
列
者
の
参
拝
が
そ
れ
に
続
く
が
、
こ
の
招
魂
場

「祭
典
」ゞ
の
神
事
の
率
心
澱
、
堀
総
天
墓
鱗
雲
勅
礁
博
識
薬
雛

に
よ
る
、
祭
神
と
な
っ
た
戦
死
者
霊
魂
へ
の

「勅
幣
」
の
奉
納
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
、
最
初
か
ら

「神
前
」
と
い
う
語
擬
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
儀
礼
の
過
程
に
お
い
て
正
確
に
い
え
ば
、

「勅
使
」
五
辻
安
仲
が
「勅
幣
」
を
本
殿
に
お
さ
め
、
軍
務
官
知
事
小
松
宮
彰
仁
が
祝
詞
を
よ
み
終
わ
っ
た
時
点
で
儀

礼
が
終
了
し
、
こ
こ
で
は
じ
め
て

「霊
床
」
に
招
か
れ
た
戦
死
者
霊
魂
は
、
死
者
の
魂
で
は
な
く
、
招
魂
場
の
祭
神
、

神
に
変
換
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
最
初
の
招
魂
場

「祭
典
」
が
、
靖
国
神
社
の
公
式
見
解
で
は
、
第
一
回
合
詑
と
さ
れ
る
。
合
記
祭
神
は
鳥
羽
伏

見
の
戦
い
か
ら
函
館
戦
争
ま
で
戊
辰
戦
争
の
戦
死
者
三
五
八
八
人
で
あ
っ
た

［靖
国
神
社
編

一九
＝

　

”三
頁
＝
靖
国
神
社

縞

　

一
九
八
三
ａ
ｈ

　

一
五
七
、
三
一
七
頁
］。

　　　　

・

靖
国
神
社
が
そ
の
公
式
見
解
と
し
て
、
そ
の
造
営
年
月
日
と
す
る
、
一
八
六
九
年

（明
治
二
）
六
月
二
九
日
か
ら
五

日
間
の
招
魂
場

「祭
典
」
と
は
、

＊
“

『明
治
天
皇
紀
』
は
、
こ
の
一
八
六
九
年

（明
治
一三
）
六
月
二
九
日
に
っ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
す
。
「招
魂
社
を
九
段
坂
上
に
造
営
乱
、
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述
と
な
っ
て
い
る



第
一
に
は
、
戦
死
者
霊
魂
を
招
魂
し
、
そ
れ
を
祭
神
と
し
て
変
換
す
る
、

第
二
に
は
、
明
治
天
皇
が
そ
の
祭
神
を
肥
る
、

こ
の
二
点
に
お
い
て
開
始
さ
れ
た
。

ふ
つ
う
、
神
社
の
祭
神
に
、
死
者
ま
た
そ
の
霊
魂
、
ま
た
、
戦
死
者
ま
た
そ
の
霊
魂
が
祭
神
と
な
る
こ
と
は
な
い
。

日
本
に
は
無
数
の
神
々
が
い
る
。
た
と
え
ば
、
神
棚
の
家
の
神
、
地
域
の
氏
神
、
山
の
神
、
水
の
神
、
道
祖
神
、
あ
る

い
は
、
伊
勢
神
宮
内
宮
の
天
照
大
神
。
こ
れ
ら
神
々
の
多
く
は
、
実
在
し
た
死
者
ま
た
は
そ
の
霊
魂
で
は
な
い
。
そ
し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

て
ま
た
、
天
皇
が
死
者
ま
た
は
そ
の
霊
魂
を
肥
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
八
六
九
年

（明
治
二
）
六
月
二
九
日
か
ら
五
日
間
の
招
魂
場

「祭
典
」
は
、
存
在
し
な

か
っ
た
祭
神
と
神
社
の
形
態
を
新
造
し
た
。
戦
死
者
霊
魂
を
神
と
し
て
変
換
す
る
。
そ
の
変
換
の
た
め
の
装
置
が
招
魂

場

「祭
典
」
と
そ
の
た
め
の

「小
社
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
天
皇
は
そ
の

「祭
典
」
に

「勅
使
」
を
派
遣
、
そ
れ
に

よ
る

「幣
物
」
が
神
事
の
中
心
で
あ
っ
た
。

　　　　　　　　　　　　　　　　

一

招
魂
場

「祭
典
」、
戦
死
者
霊
魂
を
神
へ
と
変
換
す
る
そ
の
神
事
の
主
体
は
、
天
皇
に
あ
っ
た
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－－

　

こ
う

　　　　

し
ん

　　　　　　　　　　　　　　

・

明
治
政
府
は
、

一
八
八
二
年

（明
治
一五
）
軍
人

「勅
論
」
で
日
本
軍
人
を

「股
肱
」
の
臣
と
し
た
。
「陸
軍
全
部
」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

　　　

　

に
対
し
て
示
さ
れ
た
同
年
一
月
四
日
陸
軍
省

「達
」
乙
寛
二
号
で
は
、
「兵
馬
の
大
権
ハ
朕
か
統
ふ
る
所
」
と
し
、
天

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　
　

　

　

皇
に
軍
事
大
権
が
あ
る
こ
と
を
明
記
、
そ
の
う
え
で
、
「臣
下
」
と
し
て
の
軍
人
に
対
し
て

「汝
等
を
股
肱
と
頼
み
」

と
い
っ
た

［「法
令
全
書
に
。
生
存
中
の
軍
人
は

「股
肱
」
の
臣
で
あ
っ
た
。

招魂場の誕生÷擦

　

点としての長州橋詰隊招魂場 「神霊Ｊ碑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

し
ん

な
ら
ば

死
し
た
そ
の
軍
人
は

「股
肱
」
の
神
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
で
は
、
そ
の

る
こ
と
に
よ
ｒっ
て
成
立
し
て
い

招
魂
場
の

「招
魂
式
」
ー
ー
時
間
限
定
的

「斎
場
」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｖ

　

靖
国
神
社
の
公
式
見
解
は
、
こ
の
一
八
六
九
年

（明
治
二
）
六
月
二
九
日
の
招
魂
場

「祭
典
」
を
、
靖
国
神
社
の
は

　　　

，

じ
ま
り
と
す
る
と
と
も
に
、
戦
死
者
の
第

一
回
合
記
と
す
る

【靖
国
神
社
編

　

一
九
八
三
ａ
”
－
五
九
、三
一
七
頁
］。
以
後
、

靖
国
神
社
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
敗
戦
前
は
一
九
四
五
年

（昭
和
二
○
）
四
月
二
四
日
に
第
六
六
回
合
犯
を
、
敗
戦

後
も
、

一
九
七
二
年

（昭
和
四
七
）
｝
○
月

一
七
日
に
第

一
〇
〇
回
合
犯
を
行
な
っ
た

［靖
国
神
社
編

　

一
九
八
三
ａ
“

三
二
五
、三
三
〇
頁
］。
不
断
の
合
記
を
続
け
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
靖
国
神
社
は
、
招
魂
場
で
戦
死
者
霊
魂
を
招
魂
し
、
本
殿
で
そ
の
霊
魂
を
祭
神
と
し
て
き
た
。
正
確

に
い
え
ば
、
い
ま
み
た
第

一
回
の
一
八
六
九
年

（明
治
三

六
月
二
九
日
の
招
魂
場

「祭
典
」
は
本
殿
を
招
魂
場
と
し

た
が
、
佐
賀
の
乱
後
の
一
八
七
四
年

（明
治
七
）
八
月
二
八
日
に
行
な
っ
た
第
二
回
合
記
か
ら
は
、
本
殿
で
は
な
く
、

本
殿
隣
接
地
に
招
魂
場
を
設
営
し
、
そ
こ
に
戦
死
者
霊
魂
を
招
魂
、
そ
の
う
え
で
、
招
魂
し
た
戦
死
者
霊
魂
を
本
殿
の

祭
神
と
し
て
移
す
、
二
段
階
の
儀
礼
構
造
を
と
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
一
九
：

年

〔明
治
四
四
）
編
纂

『靖
国
神
社
誌
』
の

「招
魂
場
」
の
項
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

＊
５６

　

厳
密
に
い
え
ば
、
菅
原
道
真

（八
四
五
ー
九
○
三
）
を
祭
神
と
す
る
京
都
の
北
野
天
満
宮
は
、
京
都
に
起
こ
っ
た
落
雷

・
疫
病
な
ど
を

　

菅
原
道
真
の
祭
り
と
し
て
、
そ
の
祭
り
を
鎮
め
る
た
め
に
、
朝
廷
・
藤
原
摂
関
家
が
肥
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
古
代
末
の
人
格

　

神
は
、
祭
り
を
畏
怖
し
た
政
敵
に
よ
る
。
御
霊
信
仰
の
体
系
に
よ
る
祭
記
の
開
始
で
あ
っ
て
、
近
現
代
の
戦
死
者
祭
記
と
は
大
き
く
性
格

　

を
異
に
す
る
。

ソ^、ー
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青‐山延－チ

　

フ２
青山幸利

　

５３
赤川敬三

　

２５７

　　　　　　　

４

赤姿神社

　

１１９２３，５１８，５２０

赤根武人

　

２２９，２６１
赤間神宮 （阿弥陀寺） ３１５，４７４－５，４７９
阿川四郎

　

３５０，３５６

秋田戦争

　

４５Ｚ８，５４４－～．５５０，５５３

赤穂浪士四十七士

　

３１，３６
朝日山招魂場 （朝日山護国神社） ２７４‐８１，

　　

２８３，２８７，２９４３０３，３０５，４６７．５０９，～１８一２０，

　

５３０
朝 日山 の 戦い

　

２３７，４１８‐２３，４２７，４３７，４７７，

　

５３３．５８５，５９９

ア ジア太 平 洋 戦 争

　

２１，３６，１２１，１２６，１７０，

　　

１７４－５，１９１，１９９，２０１，２０３，２０～７，２０９，２１３－

　　

４，２４０，２４６，２９５，２９９」３００，３５２，４００′４８０，

　　

５１３．５１７，５１９“２４，５２６，５３６，５７１，６０１，６０６，

　　

６０９－．］，６１４－６．６ま９一２０

足利尊氏

　

３４，４０，４４－６，５０，１３５，６１７

足利直義

　

４０
「飛鳥井雅典日記」 １３７，１４１

足助重旋

　

９９
渡澄明

　

５０４，５０９

姉小路公知

　

１８１

阿部家兵衛 ２４１，３４５，３５７
安部直人

　

４１６，４４７
．阿倍野神社

　

１ワ１－２
阿弥陀寺（福島県会津若松市） ５５８

有栖川宮城仁

　

１６１，｝８５，３９９‐４００，４０２，４０６，

　

５８２４５９０

有田忠孝

　

５０３，５０９
有馬新七

　

１０２，１２９，１３１，１３４

有馬頼威

　

１１３．１２４
有馬頼永 ９８，１０９Ｊ１５
有村次左街門 １８１
安 政の大 獄

　

２９，７７，８０，８４，９５．１５９，１８１２，

　

お７，２８９，３１６，４７１

安藤正信

　

２１８
安徳天皇

　

３８－９，２１９，３１３，４７５

飯田楳之丞

　

３３４，３３６‐９，３４３‐５，３５６．５３２

飯田奉十郎

　

３５１－２，３５６，３５ジ６０

井伊直弼

　

１８１，２１８

生田万 ４１６
井口喜代助

　

４３云８
生鮮の変

　

９４，１０４，１０７－８，］２１，２３２，２３４－９，

　　

２４３，２４５，２４８，２５２）２５６，２６２，２７０，３１６，３２４，

　

４６０，５９９，６０７
生霊五郎

　

４４３．４５１，４５４，５３３

池田屋事件

　

８６ ４，１３ ３，１３５，２３７，２５ ７，

　　

２６５‐７０，２７６．２８７，３１６，５７２‐５．６０７

石田五郎

　

４４３４５３
「維新秘策」

　

９８
維新山招魂場（宇部護国神社） ３０３，３０５，

　

５２ュ．５２５
井関英太郎

　

１０７，２３４
伊勢神宮

　

１８一６９，１９０，２００，５８１，～９７

磯野虎蔵

　

３５０，３６１
五辻安仲

　

１８８‐９，５９３
伊藤貞三

　

３４５，３６０
伊藤博文

　

８８，９１，１４６－７ ４９，３１９

伊藤百合五郎

　

１０７，２３４，２３９
糸賀外衛 ２５０－１
井上器 ３２８
今町の戦い

　

４４０，４６０，５３３

著者－－岩田重則
発行人－－清水一人
発行所－－青土社

〒１０１－００５１

　

東京都千代田区神田神保町１‐２９

　

［電話］０３－３２９１‐９８３１（編集） ０３‐３２９４‐７８２

　

【振替］００１９０－７‐１９２９５５

印刷・製本－－シナノ印刷

　　

装順一一菊地信義

　

◎２０２０，Ｓｈｉｇｅｎｏ【ｉｌ塙質工Ａ

　　　

Ｐ・ｉｍｅｄｉｎｊａｐａｎ

ＩＳＢＮ９７８４÷７９１７‐７２９４－Ｏ

　

ＣＯ０３９

市糠ピル
０３‐３２９４‐７８２９（営業）



　

明
治
年
間
の
合
記
者
総
数

　　　　

一

　

一
万
八
四
七
二
名
今
靖
国
神
社
誌
も

　

大
正
末
ま
で
の
合
記
者
累
計

　　　

一
一一万
三
三
五
九
名
今
靖
国
神
社
忠
魂
誌
』）

　

昭
和
一
六
年
ま
で
の
合
記
者
累
計

　

二
二
万
三
七
八
九
名
ｑ
靖
国
神
社
に
就
て
」）

　

昭
和
五
八
年
現
在

　　

・
‐

・

　

二
四
六
万
余
名
今
靖
国
神
社
の
概
要
」）

敗
戦
直
後
の
一
九
四
五
（昭
和
二
○
）年
一

　

一
月
二
〇
日
、
国
家
の
手
に
よ
る
最
後
の
臨
時
大
祭
が
お
こ
な
わ

れ
、
戦
没
者
一
人
一
人
に
つ
い
て
審
査
の
上
合
記
す
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
合
服
手
続
を
省
略
し
て
戦
没
者
の

１３６

一◆括
合
記
と
い
う
異
例
の
合
記
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
と
き
の
「親
拝
」
に
あ
た
っ
て
は
、
す
で
に
無
条
件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　
　

　

　
　
　

　

　
　

降
伏
後
の
陸
海
軍
主
宰
の
臨
時
大
祭
で
あ
っ
た
の
で
、
祭
主
で
あ
る
梅
津
美
治
郎
参
謀
総
長
は
軍
服
着
用
で
あ

っ
た
が
、
天
皇
は
新
制
定
の
天
皇
服
着
用
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
ま
で
の
「親
拝
」
は
、
軍
服
着
用
の
「親
拝
」
で
あ
り
、
国
家
最
高
の
祭
記
者
で
あ
る
天
皇

が
陸
海
軍
の
大
元
帥
と
し
て
の
資
格
で
三
「親
拝
」
す
る
と
い
う
形
式
で
あ
っ
た
。
こ
の
形
式
は
、
陸
軍
省
・
海

軍
省
選
定
の
「靖
国
神
社
の
歌
」
が
、
「あ
あ
大
君
の
ぬ
か
ず
き
給
う

　

栄
光
の
宮
靖
国
神
社
」
と
歌
い
あ
げ

た
よ
う
に
、
国
民
の
軍
国
精
神
を
鼓
舞
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
儀
式
の
演
出
で
あ
っ
た
。

靖
国
神
社
祭
記
の
起
源
が
民
間
信
仰
に
属
す
る
御
霊
信
仰
に
発
し
た
こ
と
は
、◆そ
の
祭
記
に
独
特

人
露
か
ら

　

の
形
式
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
－
招
魂
祭
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
鈴
木

「靖
国
神
社
に
就

神
霊
へ

て
」－は
、
こ
の
招
魂
祭
の
意
義
に
つ
い
て
の
ぺ
て
い
ろ
。

き
す
る
。
此
の
時
は
人
の

Ｓ
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ず
。
・一
旦
此
処
で
合
能
の
奉
告
祭
を
行
い
ま
す
。
そ
う
し
て
正
殿
に
お
肥
り
に
な
る
と
、
そ
二
で
始
め
て

　　

，

ーーと

　　

神
霊
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
之
は
ょ
く
考
え
て
お
き
ま
せ
ん
と
い
う
と
、

．殊
に
遺
族
の
方
は
、
共
の
こ

　　　　　　　　　　

い

　

つ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

い

　

け

　

と
を
考
え
ま
せ
ん
と
、
何
時
ま
で
自
分
の
息
子
と
い
う
考
え
が
あ
っ
て
は
不
可
な
い
。
自
分
の
息
子
じ
ゃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

い
た
だ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

わ
ま

　

な
い
、
神
様
だ
と
い
う
よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
戴
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
す
が
、
人
霊
も
神
霊
も
余
り

　

区
別
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が
、
′い
ろ
い
ろ
の
精
神
方
面
に
間
違
っ
た
現
わ
れ
方
を
し
て
く
る
の

　

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

靖
国
神
社
の
管
轄
官
庁
で
あ
る
陸
軍
省
の
兵
務
課
長
が
編
纂
部
長
で
あ
る
事
実
上
の
陸
軍
現
役
将
校
団
の

「部
外
秘
」
の
機
関
誌
に
、
当
の
靖
国
神
社
宮
司
が
書
い
た
文
章
で
あ
る
か
ら
、
も
っ
と
も
権
威
あ
る
発
言
と

し
て
受
け
と
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
宮
司
は
、
は
、っ
き
り
と
、
靖
国
神
社
の
祭
神
は
そ
の
遺
族
の
も
の
で
は
な
く
、

国
家
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
。
招
魂
祭
は
、
故
人
の
霊
を
個
人
の
霊
と
し
て
あ
る
い
は
遺

族
の
血
縁
の
霧
と
し
て
で
は
な
く
、
国
家
神
道
下
の
国
家
祭
記
の
対
象
と
し
て
の
神
霊
に
転
化
す
る
儀
式
で
あ

る
。
戦
時
中
の
流
行
歌
に
歌
わ
れ
た

「九
段
の
母
」
と
い
う
表
現
は
国
民
を
あ
ざ
む
く
ま
や
か
し
に
す
ぎ
な
い
。

靖
国
神
社
の
公
式
見
解
で
は
、
遺
族
が
祭
神
を
「自
分
の
息
子
」
と
考
え
る
の
は
、
「精
神
方
面
に
間
達
ゥ
た

現
わ
れ
方
」
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
靖
国
神
社
祭
肥
は
人
霊
を
祭
る
儀
式
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
宗
教
的
な
性
格
を
持
っ
た
神
霊
を
肥

１３７

　

・

　　　　

ー
：
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－一
戸
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る
宗
教
儀
礼
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
他
の
災
害
や
事
故
に
ょ
っ
て
死
ん
だ
人
霊
を
祭
る
普
通
の
慰
霊
祭
と

根
本
的
に
異
な
っ
た
性
格
の
祭
記
で
あ
る
。

　

鈴
木

「靖
国
神
社
に
就
て
」
は
、
こ
の
靖
国
神
社
祭
肥
の
本
質
に
関
し
て
、
と
く
に
遺
族
に
た
い
し
て
警
告

を
発
し
て
い
ろ
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　
　
　

　　

遺
族
の
心
理
状
態
を
考
え
ま
す
と
い
う
と
、
ど
う
も
自
分
の
一
族
が
神
に
な
っ
て
い
る
。
始
終
国
を
お
譲

　　

り
し
て
い
る
ん
だ
と
い
う
考
え
は
勿
論
も
っ
て
お
ら
れ
る
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
方
に
親
し
み
と
い

　　

う
方
の
点
が
加
わ
る
も
の
で
す
か
ら
、
何
と
な
く
神
様
の
前
の
拝
礼
あ
た
り
も
敬
神
と
い
う
よ
う
な
点
に

　　

欠
け
て
い
る
こ
と
が
ま
ま
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
一
例
を
挙
げ
て
申
し
ま
す
と
、
お
祭
を
し
て
い
る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１３８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

た
ま

間
に
平
気
で
話
を
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
態
度
の
不
謹
慎
な
の
も
偶
に
は

見
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
荷
も
神
社
に
参
拝
す
る
時
は
、
心
か
ら
神
様
に
対
す
る
ん
だ
と
い
う
、
最
も

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ま
い

厳
粛
緊
張
し
た
ろ
心
持
を
以
て
敬
度
な
態
度
で
お
詣
り
し
て
戴
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
全
体

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
時
々
そ
う
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
確
か
に
、
自
分
の
一
族
の
方
が
神
に
な
っ

て
お
ら
れ
る
ん
だ
と
い
う
頭
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
な
く
、
一‐旦
此
処
に
記
ら
れ
た
以
上

は
、
こ
れ
は
国
の
神
様
で
あ
る
と
い
う
点
に
、
も
う
一
層
の
気
を
つ
け
て
貰
っ
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

大
和
魂

，
要
す
る
に

靖
国
神
社
に
合
服
さ
れ
る
と
い
ラ
こ
と
は
、
故
人
の
意
志
あ
る
い
は
故
人
の
遺
族
の

　　　　

発
言
権
を
ま
っ
た
く
認
め
な
い
も
の
と
し
て
、

、国
家
の
意
志
に
よ
っ
て
故
人

の
霊
魂
＝
「
英
霊
」

が
国
家
に
帰
属
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
遺
族
が
遺
族
と
し
て
の
親
愛
の
情
を
表
現
す
る
こ
と
さ
え
、
「国
の

神
様
」
．に
た
い
す
る

「不
謹
慎
Ｌ
と
し
て
非
難
の
対
象
と
さ
れ
た
。
鈴
木
宮
司
は
結
論
と
し
て
の
べ
て
い
る
。

も

っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、
靖
国
神
社
が

「
一
国
の
祭
詞
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
、
と
。

３
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た
と
え
ば
、
戦
場
の
跡
に
建
立
さ
れ
た
忠
霊
塔
は
墳
墓
と
同
一
の
取
扱
を
受
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヮ
よ
亡
ゆ
ん

は
く
ざ
上
く
ざ
ん

た
し
か
に
、
有
名
で
あ
っ
た
旅
順
の
白
玉
山
の
忠
霊
塔
な
ど
は
、
そ
の
地
で
戦
死
し
た
軍
人
の
遺
骨
を
一
括
埋

蔵
し
、
戦
死
者
を
顕
彰
す
る
た
め
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
墳
墓
で
あ
る
。
外
国
の
無
名
戦

士
の
墓
に
幾
分
か
似
て
い
る
が
、
戦
死
者
の
故
国
に
で
は
な
く
、
日
本
の
征
服
地
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
点
で
、

外
国
の
無
名
戦
士
の
墓
と
根
本
的
に
異
な
り
、
た
ん
な
る
墳
墓
の
性
格
を
越
え
て
日
本
の
征
服
記
念
碑
と
し
て

の
意
味
を
持
た
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
鈴
木
宮
司
が
こ
こ
で
強
調
し
て
い
る
の
は
、
墳
墓
的
性
格
の
忠

霊
塔
と
靖
国
神
社
と
の
本
質
的
な
相
違
で
あ
る
。

靖
国
神
社
が
戦
没
者
を
肥
る
唯
÷
の
「
一
国
の
祭
詞
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「靖
国
の
精
神
と
申
し
ま

　　　　

や
率
と
だ
宝
し
い

す
か
、
大
和
魂
の
存
在
と
云
い
ま
す
か
、
そ
れ
は
靖
国
神
社
に
宿
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
」
こ
と
を
意
味
し

　　　

あ
く

い
い
か

た
。
「飽
ま
で
も
日
本
国
民
の
精
神
、
言
換
え
る
と
大
和
魂
な
る
も
の
、
こ
れ
は
永
久
に
靖
国
神
社
に
鎮
ま
っ

て
お
ら
れ
て
、
こ
れ
を
我
々
が
心
の
う
ち
に
植
付
け
て
ゆ
け
ば
、
国
民
と
し
て
の
大
和
魂
が
充
分
に
発
揮
さ
れ

１３９
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伊
藤
三
千
雄
・前
野
発
『日
本
の
建
築
「明
治
大
正
昭
和
」
８
様
式
美
の
挽
歌
』
三
省
堂

　

一九
八
二
年

村
松
貞
次
郎
『日
本
近
代
建
築
の
歴
史
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス

　

一九
七
七
年

黒
田
俊
雄
『歴
史
学
の
再
生
』
枝
倉
書
房

　

一九
八
三
年

山
錨
正
男
編
『陸
軍
士
官
学
校
』
秋
元
書
房

　

一九
六
九
年

大
江
志
乃
夫
『明
治
国
家
の
成
立
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ブ
書
房

　

一九
五
九
年
（
一九
八
三
年
再
刊
）

古
茂
田
信
男
・矢
沢
保
・島
田
芳
文
・横
沢
千
秋
『日
本
流
行
歌
史
戦
前
編
』
社
会
思
想
社

　

一九
八
一年

　　

（年
表
、
法
規
集
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
謄
写
版
印
刷
の
訴
訟
原
告
団
ニ
ュ
ー
ス
、
判
決
文
以
外
の
訴
訟
関
係
資
料
、
最

　　　

近
の
新
聞
は
省
略
し
た
）

２０２

岩瀬害脚 鰯

　　
　

　　

ぇ
江
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ま
た
、
１
９
９
５
年
８
月
１５
日
、
戦
後
鶏
年
に
際
し
て
、
閣
議
決
定
に
よ
り
発
せ
ら
れ
た
村
山
首
相
談
話
等

　　　

０

　　　

歴
代
日
本
政
府

の
公
式
見
解
に
も
反
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
述
べ
ま
す
。

　　　　　

４

２

　

何
故
『聖
戦
史
観
」
な
の
か

（１
）
克
服
で
き
て
い
な
い
靖
園
神
社
の
「聖
戦
史
観
」

　

戦
後
７６
年
に
な
ら
ん
と
す
る
、
今
な
お
、
私
た
ち
は
、
先
の
戦
争
を
ア
ジ
ア
解
放
の
た
め
の
「聖
戦
」
だ
と

す
る
靖
図
史
観
を
克
服
し
得
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
靖
園
聖
戦
史
観
は
、
ア
ジ
ア
で
２
０
０
０
万
人
以
上
、
日

本
で
３
１
０
万
人
の
死
者
を
も
た
ら
し
た
先
の
戦
争
の
「敗
北
を
抱
き
し
め
て
」
（ジ
ョ
ン
。
ダ
ワ
ー
）、
「政
府

の
行
為
に
よ
っ
て
、
再
び
戦
争
の
惨
禍
を
起
こ
す
こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
Ｌ
憲
法
前
文
）
を
国

内
外
に
宣
言
し
て
、
戦
後
の
出
発
を
な
し
た
日
本
国
政
府
の
公
式
見
解
と
真
逆
な
関
係
に
立
つ
も
の
で
す
。

　

戦
後
日
本
の
法
体
系
が
、
戦
争
を
放
棄
し
た
憲
法
体
系
と
日
米
安
保
体
制
と
い
う
本
来
相
容
れ
な
い
は
ず

の
二
つ
の
法
体
系
の
奇
妙
な
同
居
で
あ
っ
た
と
同
様
、
戦
後
日
本
の
精
神
世
界
は
、
人
権
、
民
主
主
義
と
い

う
「顕
教
」
と
靖
園
史
観
と
い
う
「密
教
」
と
の
奇
妙
な
同
居
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
か
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

（２
）
不
義
の
戦
争
の
戦
死
者
で
は
英
霊
と
し
て
流
れ
な
い



　

戦
後
報
年
の
今
、
な
お
靖
国
神
社
が
、
世
界
で
通
用
せ
ず
、
ま
た
、
歴
代
の
日
本
政
府
の
公
式
見
解
に
も
反

す
る
、
先
の
戦
争
を
正
し
い
戦
争
で
あ
っ
た
と
す
る
聖
戦
史
観
に
立
つ
の
は
、
靖
国
神
社
が
戊
辰
戦
争
を
契

機
と
し
、
天
皇
の
兵
士
の
戦
死
者
を
追
悼
よ
り
は
顕
彰
、
す
な
わ
ち
英
霊
の
顕
彰
の
目
的
で
設
立
さ
れ
た
と

い
う
沿
革
を
有
す
る
か
ら
で
す
。

　

天
皇
の
兵
士
の
戦
死
者
を
「護
国
の
英
霊
」
と
し
て
顕
彰
す
る
た
め
に
は
、
戦
死
し
た
戦
争
が
不
義
の
も

の
で
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
間
違
っ
た
戦
争
で
の
死
者
を
「護
国
の
英
霊
」
と
し
て
顕
彰
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
南
京
大
虐
殺
も
な
か
っ
た
し
、
軍
の
強
制
に
よ
る
「従
軍
慰
安
婦
」
も
存
在

し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
ま
す
。

　

で
す
か
ら
靖
国
神
社
は
、
「聖
戦
史
観
」
を
絶
対
に
放
棄
で
き
ま
せ
ん
。
靖
国
神
社
が
「聖
戦
」
史
観
を
放
棄

し
た
ら
、
「英
霊
」
た
ち
が
、
「『聖
戦
』
だ
と
俺
た
ち
を
鯛
し
て
い
た
の
か
」
と
怒
り
出
し
、
靖
国
神
社
で
な
く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

十

な

っ

て

し

ま

い

ま

す

。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

と

　

こ
の
こ
と
が
ア
ジ
ア
か
ら
の
批
判
を
呼
ぶ
１
９
７
８
年
の
Ａ
級
戦
犯
の
合
流
に
繋
が
り
、
ま
た
１
９
７
５

　　

構

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

年
を
最
後
に
昭
和
天
皇
の
参
拝
の
取
り
止
め
の
原
因
と
も
な
り
ま
し
た
。

音

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１
１

　

但
し
、
そ
の
後
も
勅
使
の
派
遣
は
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
憲
法
２０
条
「政
教
分
離
」
原
則
に
違
反
し
ま
す
。

第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

３

　

靖
図
神
社
の
生
命
線
と
し
て
の
戦
死
者
の
魂
の
独
占
の
虚
構
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メ．ニュー

玉串の意味
神社本庁ｔ・ッフ

　

胴

　

おまいりする

　

一 玉串び）意味

　

目次

膨
１
１
…
１
●

　

●！

…
…
１

１

１
１
１
…
…
●
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．
１
１
陵

お供えの中でも、 格別の意味を有

　

↓
する玉串

玉串の起源と名称の由来

　　　　

↓

珊
…ミ…

…
．
１
１
１
…

　

、
１
１
…
…
，
．…

　　　　　　

函

お供えの中 も、 格別の意

味を有する玉串

玉串は神前にお供えするものとして、 米・

酒・魚・野菜・果物・塩・水等の神概（Ｌんせ

ん）と同様の意味があると考えられています。

しかし、 神鱗と異なる点は、 お供えするだけ

てなく 「玉串拝礼」という形で自ら手に取

り、 気持ちをこめて供えおまいりをするとい

うことてす。

もちろん、 神擬も注意して選び、 心をこめて

お供えをしますが、 玉串は祭典の中で捧げて

拝礼することから、格別な意味を有するもの

あることが分かります。



隊１１杜撰式同行事作法解説』（神社本庁編）で

は、 玉串を捧げることを「玉串は神に敬意を表

し、 且つ神威を受けるために祈念をこめて捧

げるものである」と説明されています。

玉串の起源と名称の由来

玉串は、 神さまを迎え祭る際に依りつかせる

対象物である 「神灘（ひもろぎ）」 とも関連し、

その由来は『古事記』の天岩屋戸（あまのぃ一７ゃ

と）隠れの神話にあると言われています。

それは、 天只馨大御附１の砦戸隠れの際に神々が

行った祭りで、 真榊（まさかき）に玉や鏡などを

かけて天照大御神のお出ましを仰いだことが

記されていることに伺い知ることがてさま

す。

また、 その語源には幾つかの説があり、 本居

宣長（もとおりのりなが）はその名称の由来を、 神

前に手向けるため「手向串（たむけぐし）」 とし、

供物的な意味を有するものと解しています。

また平田篤胤（ひらたぁったね）は、 本来は木竹

（串）に玉を着けたものであったために 「玉

串」 と称したと述べています。

このほか六人音１；是香街とべょしか）は、 真榊が神

霊（みずは）の宿るものとして 「霊串○ほ ぐし）」 の

意があるなどとしています。

こうしたことから、 玉串は神鏡と同様に神霊

を迎える依代であり、 また、 玉串を捧げて祈

る人の気持ちがこめられることにより、 滝ら

れる神と肥る人とを合わせる仲立ちとしての

役割を果たす供物であるといえるのではない

しよう力も



特 赦 本 庁
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獣

　　　

れ

参拝方法
初「辻本庁１・ツブ

　

ー おまいりする

　

一

　

参ｆ掌方法

　

目次

駆
ｒ
ｌ
１
１
１
…
ｉ
≧
、
１

…
１
：

ミ
・
…

　　

●…
：
ｉ
・
１

…
：
●

　

１
…
１
！
・塗

参拝の・作法

　　　　　　　　　

↓

手水の作法

　　　　　　　　　

↓

拝礼の作法

　　　　　　　　　

↓

玉串拝礼の作法

　　　　　　　

↓

参拝の作法

私たちの祖先は、神社へお参りし御者Ｐ威をい

ただくためには、 まず自らの「心身を清める

こと」 につとめることを必須の条件と考えて

いま した。

心を込めてお祈りするためには、 それぞれの

作法の具体的な意昧を知ることが重要です。

参拝作法は、 くい間の変遷を経て、 現在「再

拝（礼）・二拍手・一拝（礼）」の作法が基本形と

なっています。

そこに、 どう心を伴わせるかは、 参拝される

皆さんの心の持ち様ではないてしょうか。

もちろん、 祈りの心は個々に違っていて当然

ですが、 参拝とそれにかかわる作法につい

て、 その 「形」 の前提にある 「′も」 を ）かっ

ていただければ幸いごす。



手水の作法

参拝の前には、 作法の１番目ともいうべき 「手

水」 を行いましょう。

まず、 手水舎（てみずゃ）の前に立ち、 水盤（手水

鉢）に向かい心身を清めるために手水を行うこ

とが最も大切てす。

－

　

具体的な作法

１．右 手 て 柄 杓（ひしゃ ０を取り、 左

手を洗います。

水盤の水を汲み上ず、 左手にその水をかけて

洗います。

この時、 水盤に水が入らないように注意しま

しょう。

　　　　　　

圏

２．柄杓を左手に持ち替え、 右手を

洗 い ま す。

再び水盤の水を汲み上げ、 右手を洗います。

３．再 び柄杓を右手に持ち替え、 口

をすす ぎます。

左手のひらに水を受けて溜め、 口をすすぎま

す。

この時、 柄杓に直接ーコをつけないようにしま

Ｌよう。

静かにすすぎ終わって、 水をもう一度左手に

流します。

動画て見る場合はこちらからご覧ください。



拝礼の作法

「再拝（礼）・二拍手．一拝（礼）」のうちの拍手

は、柏の葉のように両手の指を揃えて打ち合

わせるため、 一般には 「柏手｛かしｉ）て）を打

つ」 ともいわれています。

神前で打つ拍手も、神さまに誠の心を捧げ、

ご加護をいただいていることに心から感謝し

て打つものてすり

時半（札）」もまた今日では敬礼作法のひとつ

として行われていますが、普段の生活の中て

も感動」や感謝の表現として無意識のうちに行

われています。

神ネ士ごの参拝方法は、 全国的に再拝（礼）・二

拍手・一拝（礼）を基本としていますが、 神社

によっては特殊な拝礼方法を行っているとこ

ろもあります。

　　　　　

　
その際は神社の作法に従ってお参りしまし脳園

・

　　　

つ

　　　　　

睦図

手

　

よ

　

も

　

の

　　

ｏ

拍

　

に

　

ろ

　

そ

　

う

－

　

具体的な作法

ｌｍｌ前に進み、 姿勢をただし再拝

（礼）します。

背中を平らにし、腰を９０度に折り、拝（礼）を

します。

この時の拝（礼）は２度行います。

２．胸の 高さ て両手を合わせ、 二拍

手します。

この時、右指先を少し下にずらします。（第１

関節くらいまて）

そして肩幅程度に両手を開き、２回手を打ち、

その後指を揃えます。

３．あらためて 姿勢をた だし、 再拝

（礼）します。

最後にもう１度杯（礼）をします。

動画で見る場合はこちらからご覧ください。



玉串拝礼の作法

れ社て祈願するときやお祭りを行うときに

は、神さまに玉串という榊（さかき）の枝を捧げ

ます。

玉串は、 みずみずしい榊の枝に木綿＠う）、 紙

垂（じご）といわれる麻や紙を取り付けたもので

す。

私たちの祖先は遠い昔から、 橋に神々を招

き、また、 神前に櫓を供えてお祭りを行って

きました。

このように、 私たちは玉串を通して自らの説

の心を捧げるとともに、 神さまの恩恵をいた

だきます。

－

　

具体的な作法

１．榊を両手で持ちます。

左手で榊の上部を下 も支え ょラげ‘，圏

ともに、 右手て糖の根本の方を上から持ち、

やや左高にしつつ、少し肘を張るようにして

榊を持ちます。

２．玉串案（玉串を置く台）の３歩手前

と、 案前てそれぞれ１礼します。

玉串案（玉串を置く台）の３歩手前まで進み小さ

く鰭Ｌ、 その後、３歩すすんで深く礼します。

３，玉串の先を時計回りに９０度回し
ま す。

４．左手を下げて枝元を持ち、 祈念
をこ め ま す。

５．右手を放して、 玉串をさらに時

計回りに１８０度回します。

この時、右手で玉串の中程を下から支えま

す。そして、 左手を右手に添えて枝元を御神

前に向けお供えします。

動画て見る場合はこちらからご覧ください。


